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凡例 

 ○漢文史料の書下しは行わず、現代語日本語訳を載せる。 

〇引用史料が 1行程度で収まれば、本文中にカギ括弧「 」で現代語訳を引用し、その

後に丸括弧（ ）で原文を併記する。引用文が長い場合は、現代語訳のみを 2字下げ

で本文中に引用し、原文は章末脚註に掲載する。 

○論文中の漢字は、原則として常用漢字を使用する。常用漢字にすると複数の意味を持

つ字（例：常用漢字の「弁」は、「辦」「瓣」「辨」「辯」など複数の漢字を含む）や、

日本で造られた略字（例：「圓」を「円」と略す）には、極力正字を用いる。 

〇史料中の数字に大字（壹・貳・参など）が用いられている場合は、意図的に通常の漢

数字（一・二・三など）と使い分けている可能性があるため、大字のまま引用する。 

〇引用史料文中の省略する箇所は、原則として「（中略）」と表記し、列挙された項目を

省略する場合には「・・・」を用いる。 

○史料の現代語訳中に解説を補う場合は丸括弧（ ）で括り、原文の表現を補填する場

合には角括弧［ ］で括る。 
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序論 

 

１．研究の背景 

 

１－１ 瓷器について 

本論文で中国陶瓷を対象とするにあたり、はじめに「瓷器」について説明しておきたい。

「瓷器」とは、中国の概念において、釉薬をかけて高火度（約 1200℃以上）で焼成した焼き

物を指す。日本では「磁器」という表記が用いられるが、日本語の磁器は、英語の porcelain

（透光性を持った半ガラス質の白磁）の訳語を指し、中国の瓷器とは概念が異なる。また、

中国で「陶器」というと、低火度（700℃～1200℃程）で焼成された焼き物を指す。本論文

では中国の窯業および焼き物を対象とするため、低火度焼成の焼き物を「陶器」、高火度焼

成の焼き物を「瓷器」と統一して用いる。なお、中国でも「磁器」という表記が「瓷器」の

俗字として使われる場合もあり、本論文で引用する史料や先行研究で「磁器」という表現が

出てきた際は、その表記に従う。 

中国における陶器の発生は、紀元前 17000～18000 年頃と考えられており、江西省万年仙

人洞遺跡から、最も早い段階の陶器が出土している1。中国の陶瓷史は、低火度で焼成され

た陶器の生産より始まる。窯炉の建造技術が徐々に向上し、焼成温度が 1200℃程に達する

と、胎土が密に焼き締まり、窯内の灰が融解することで自然釉として焼き物の表面に着く。

また後に、意図的に釉薬を施釉するようにもなる。このように、高火度焼成によって表面に

釉薬が付着ないし施釉されている焼き物は、殷代晩期ごろから徐々に見られるようになり、

早期の瓷器として「原始瓷器」と呼ばれる2。 

後に、釉薬の改良も進み、漢代には鉛を配合することによって 800℃程で融解する低火度

釉が開発され、緑釉や三彩へと発展する。同時に、高火度釉の種類も増加し、黒釉瓷や白釉

瓷なども発生した。さらに、瓷器上に絵付けが施されるようになると、瓷器の種類は飛躍的

に多様化した。そして宋代には窯業が隆盛し、中国各地に無数の窯が築かれ、様々な階層の

人々が瓷器を享受するようになった。 

これら瓷器の発展過程において、技術開発はほぼすべて中国国内で行われ、他の地域の技

術的影響を受けることなく発達した。このため、瓷器生産は長きにわたって中国が先進的な

地位を占め、それがアジアやヨーロッパなどの諸外国で、中国瓷器が珍重された所以となっ

た。瓷器はまさに中国を代表する工芸といえよう。 
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１－２ 官窯の重要性 

中国に築かれた多くの窯場は、民間によって運営され、瓷器を商品として生産した。民間

で運営された窯を「民窯」と呼ぶ。これに対し、一部の窯では商品としてではなく、宮廷や

官府で使用するための瓷器を製造した。このような窯を広義の「官窯」と呼ぶ（官窯の具体

的な定義は第１章で確認する）。本論文では中国における官窯を主題として取り上げるが、

それに先立ち、まずは中国陶瓷史における官窯の重要性について把握したい。 

官窯で生産された瓷器は、往々にして高い芸術性を備えていたことから、これまでに美術

史の分野で語られることが多かった。唐代の越州窯青瓷、宋代の汝窯青瓷、元代の景徳鎮青

花などは、各時代を代表する瓷器として著名であるが、これらはすべて官の影響下で造られ

たものである。では、窯場が官の統制を受けると、なぜ瓷器の質を高めることができたのだ

ろうか。以下、考え得る要因として 3点を列挙する。 

1 点目として、経済性を求めない生産体制を挙げることができる。民窯で瓷器の生産を行

う際には、製品を売却して利益を出す必要があるため、生産コストを抑えることが求められ

る。例えば、景徳鎮において瓷器の胎土を造るためには、瓷石を粉砕した後、水中で撹拌す

る水簸という作業を行う。水簸の回数を増やせば、より純度が高く、肌理の細かな胎土を得

ることができるが、その分時間と手間がかかり、生産コストが上がってしまう。また施釉に

ついては、釉薬を全体に施せば、瓷器の耐久性が上がり、見た目にもきれいな瓷器を造るこ

とができる。しかし、より少ない量で施釉すれば、材料費が抑えられるため、粗雑な瓷器で

は底部を無釉にするといった技法が採られた。焼成の工程においても、燃料費を抑えるため

に、一度の窯焚きで焼成する瓷器の数を増やすことが要求された。そこで、窯内の空間をで

きる限り減らすように瓷器を満遍なく窯詰めするが、本来窯内の温度にはムラがあるため、

適切な温度で焼成できない瓷器も出てきてしまう。以上のように、瓷器を生産する上で、手

間と資材を節約すればコストを抑えることができるが、その分、質や見た目といった商品価

値が下がってしまう。民間の窯ではこのような葛藤が存在し、それが製品の質と価格に影響

を与えたのである。 

これに対し、官が瓷器生産の管理をした場合、瓷器を商品として売却する必要がないため、

経済的な採算がほとんど求められない。さらに、生産に従事する人員を公権力で集めること

ができるため、作業工程の細かな分業が可能になり、各工程に特化した人材を配置すること

ができた。官窯が高品質の瓷器を生産できた大きな要因として、生産コストと利潤を重視し
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ない生産体制を指摘できる。 

2 つ目として、国家規模での材料の調達という点が挙げられる。高い質の瓷器を生産する

ためには、より高品質な材料を調達する必要がある。白瓷であれば、白さを追求するために

雑物の少ない胎土が求められる。元朝が白瓷を生産した際には、景徳鎮周囲の鉱山の中で、

最も質が高い瓷石を「御土」として官専用とし、民間人による採掘を禁止した3。良質な材

料の独占や優先的使用は、官によって瓷器が生産される際には往々にして見られ、官製の瓷

器の質を高める大きな要因となった。また、良質な青花を生産するためには、純度の高いコ

バルトを使用する必要があるが、当時中国国内では採掘されていなかった。これに対し、元

朝政府は広大な交易網によって、良質な西アジア産（正確な産地は不明）のコバルトを入手

した。元朝が滅ぶとそれらは枯渇し、明朝政府は代用コバルトの取得を画策した。そして得

られた永楽年間の蘇麻離青や、嘉靖年間の回青は、明朝政府が国外から入手した良質なコバ

ルトとして、後世に高い評価を受けている4。さらに清代になると、西洋産のエナメル顔料

を瓷器の絵付けに用いるようになった。エナメル顔料は、当初中国国内で生産されておらず、

宮廷に出入りしていた西洋人宣教師によってもたらされたと考えられている。このような

瓷器生産に用いる貴重な材料の調達は、一介の陶工では困難であり、政府の権力があって初

めて可能になったのである。 

3 つ目に、窯業技術を積極的に開発したことが挙げられる。官窯では製造技術の開発や改

良が度々行われ、その時代の窯業技術の先進的な地位を担った。革新的な窯業技術は、ほと

んど官窯から始まると言っても過言ではない。もちろん、研究および開発にかかる費用を、

官が負担したことも大きな要因であろう。また、専門知識を持った技術者を中央政府から派

遣し、胎土や釉薬の開発を行わせたケースも確認できる。例えば、清朝の景徳鎮官窯では、

宮廷の技術者が監督官として派遣され、技術指導にあたった。とくに内務府から派遣された

唐英は著名であり、彼の在任中に景徳鎮で開発された釉薬は、景徳鎮官窯に建てられた「陶

成紀事碑」という石碑に列記されており、アンチモンを用いた黄釉や、エナメル顔料を用い

た紫釉など、西洋から伝播した科学的知識を用いたものも含まれた5。そして、官窯で開発

された技術や様式は、後に民間の窯にも広く伝播し、その時代の窯業技術全体を押し上げる

役割も果たしたのである。 

以上のように、官窯は中国陶瓷が発展する上で、極めて重要な意義を持っていた。官窯に

おける瓷器生産は、その時代の技術の粋を集めて行われ、圧倒的な質を誇る製品は、皇帝や

国家の権力を象徴した。祭器として用いれば、社稷に対する尊崇の念を表し、朝貢貿易に用
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いれば、中華の威信を諸外国に示すことができた。中国の官窯で生産された瓷器は、単なる

工芸品以上の意義を付与され、国家統治を円滑に行うための道具として機能したのである。 

 

２．問題の所在 

 

 官窯に関する先行研究は、官窯で製作された瓷器そのものが主な対象とされたため、美術

史の分野に最も多く見られる。美術史の研究では、伝世品を検証する手法が中心となり、様

式論や形式論を用いた詳細な研究の蓄積が存在し、概説書も多数刊行されている。さらに

1980 年代以降、中国で官窯の発掘調査が行われるようになると、官窯は徐々に考古学の領

域でも取り上げられるようになった。考古発掘によって、従来産地が不明であった伝世瓷器

の生産地点が特定されただけでなく、層位による瓷器の編年も作成されるようになり、官窯

瓷器のより詳細な研究が可能になった。 

 これら瓷器そのものを対象とした研究の蓄積に対して、文献史料を用いて官窯の運営実

態や生産背景を論じた研究は、十分に行われているとは言い難い。これらを論じるためには、

文献史料の検証が必須となるが、先行研究では文献史料の総合的な利用が不足していた。と

くに清代に至っては、一次史料となる檔案（公文書）がほとんど利用されていない。現段階

では、官窯に関する個々の事象が不明確な状況にあって、官窯制度の歴史的位置づけも未だ

に定まっていないのである。具体的な先行研究の整理は第１章以降で行うとして、ここでは

官窯の管理・運営体制を研究する上で再検討を要する視座を、以下 3点列挙する。 

 

２－１ 発展段階論的経済学の影響 

官窯に関する研究史を見る上で、まずは資本主義萌芽論の影響を把握する必要がある。中

華人民共和国の成立以降、マルクス経済学に立つ発展段階論の研究が盛んに行われ、社会主

義に移行しつつあった中国において、その前段階となる資本主義を歴史上どの段階に比定

するかが重要な課題となった。それに際して、毛沢東の「中国封建社会内の商品経済の発展

は、すでに資本主義の萌芽を育んでいた6」という言葉に代表されるように、手工業生産の

研究を通じて資本主義の萌芽時期を明らかにする研究が行われたのである。 

中国史上、手工業が官によって統制されるケースは多々存在した。陶瓷器以外にも織物・

茶葉・鉄器など、官府が必要とする物品を生産する際は、官による影響を一定程度は受ける

ことになった。だが、資本主義萌芽論の研究においては、官による手工業の統制は、民の自
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発的な生産活動を束縛したと見なされ、資本主義の発展を阻害したと判断される7。このた

め官窯についても、民衆に損害を与える存在という前提のもと、明朝の官窯が統制力を失っ

た明末期を資本主義萌芽の時期と捉え、そこから清代にかけて資本主義が発展したという

見方が支持されてきた。そして、このような認識は、同じく明末に発達したとされる織物を

生産する織造や、鉄器を生産する鋳造といった他の産業史の研究と統合され、資本主義の萌

芽を明末清初期に比定する根拠となった8。 

しかしながら、資本主義の萌芽を経済的利潤の追求の開始とみるならば、中国に瓷器が発

生して以降、常に商品として製作されてきたことは明らかであり、あえて明末期に比定する

理由がない。むしろ、明末以前には商品生産が行われていなかったかのように扱われ、窯業

に対する誤った認識を植え付けてしまう危険性さえもある。唐宋期にはすでに一定の瓷器

流通が存在したのであれば、その時期を資本主義の萌芽と見なすこともできようが、発展段

階論では唐宋期を封建主義時代と認識していたため、その時期に資本主義の萌芽、すなわち

商品経済が発生したと見なすことができなかったのである9。 

また、マルクス経済学においては、搾取する側とされる側の対立構造を鮮明にするため、

官と民の対立をことさらに強調する傾向があった10。すると必然的に、官窯の負の側面ばか

りが主張され、官窯が民間の窯業技術を先導したという正の側面を蔑ろにしてしまう。近年

の研究では、発展段階論に立って窯業史を論じる傾向は少なくなったとはいえ、いまだにそ

の影響は存在している11。このため、官窯に関する問題を研究するにあたっては、発展段階

論的経済史の影響から一旦離れ、文献史料や考古資料に基づいた実証的な検証を再度行う

必要がある。 

 

２－２ 王朝史観の影響 

中国史の研究は、長らく王朝ごとの歴史を基礎として行われてきた。とくに本論文で扱う

唐代～清代は、支配階層の変化が顕著に表れていたため、「唐宋変革」、「宋元交替」、「明清

交替」といった用語が存在し、王朝間の断絶の面が強調されてきた。官窯は各王朝によって

管理された窯場であるので、官窯史の研究にも伝統的な中国の王朝史観が如実に反映され

てきた。このため、王朝ごとの検証は比較的なされてきた一方で、官窯の体制を通史的に概

観する視点は不足していた。これは官窯の歴史に限ったことではないが、時代ごとに制度を

見ているだけでは、制度が形成される過程で前代から継承した要素を見落としかねない。 

例えば先行研究において、明朝政府によって官営窯場である御器廠が設立されたことは、
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中国陶瓷史上極めて画期的な出来事だとされている。しかし筆者は、そのベースとなる徭役

体制や技術の大半が、すでに元代に存在していたと考える。清代には、景徳鎮官窯である御

器廠の設備をそのまま踏襲し、清朝政府が用いる瓷器を製造させたと言われるが、その管理

体制は明代と大きく異なっていた。官窯の体制を見る上で、王朝間で継承された部分と、改

変された部分を明らかにすることは、極めて重要である。 

そこで本論文では、官府が瓷器を必要とするようになった唐代から、官窯が最もシステマ

ティックに管理される清代に至るまで、官によって窯業が管理される体制がどのように変

遷してきたか、具体的に見ていきたい。制度の変化は必要に即して起こるものであり、制度

が変化した要因にこそ、その時代の国家体制や社会状況の動向が反映されると考えられる。 

 

２－３ 歴史背景に対する認識の不足 

従来、官窯の管理体制を検討するにあたって、官窯そのものに目を向けるあまり、社会的

な背景の認識が不足していた。例えば、官窯の歴史は、瓷器の社会的受容と深くかかわって

いる。玉器・金銀器・漆器など、多くの工芸品は早くも漢代に技術が確立されていたが、瓷

器は比較的新しい工芸品であり、唐代以降に現在の形態へと発展した。瓷器が社会に浸透す

るのに伴い、窯業に対する政府の管理が始まったのだが、従来の研究ではそのような視点は

ほとんど見られない。 

また、瓷器を生産していた陶工の戸籍や、彼らが納める税の形態を把握することも重要で

ある。宋代の窯業について、すでに国家の管理を一定程度受けていたことは指摘されるが、

それが当時の税制の中でどのように位置づけられるのか、ほとんど検討されてこなかった。

元代になると戸計制度の発展により、手工業の管理体制が徭役と深く関わるようになるが、

当時の窯業を論じる際に、徭役制度との関連が深く検討されることはなかった。官窯が国家

の管理を受けたものであるなら、国家が民に対して敷いた税制や戸籍制度の影響を如実に

反映したはずであり、その影響に着目することは、官窯を歴史の流れに位置づける上で重要

な視座となるだろう。 

官窯は、中国の陶瓷史や美術史上大きな価値を持つのみならず、時に官窯の存在は皇帝権

力を象徴し、生産体制はその時代の税制や徭役制度の一端に組み込まれ、製品の流通は社会

経済機構や朝貢体制とも関連する。官窯制度を研究することは中国陶瓷史の研究に寄与す

るのみならず、従来にない視点から様々な学門領域の研究を進展させる可能性があり、学術

的意義は極めて大きいといえよう。本論文では以上の問題意識に立ち、関連する文献史料の
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検討を基礎とし、さらに各時代の制度的・社会的背景を踏まえた上で、官窯の歴史的位置づ

けを図る。本研究により、官窯を美術史上の一問題から脱却させ、政治史や社会経済史など

広範な領域に関わる問題として昇華させる可能性を模索する。 

 

３．本論の構成 

  

第１部では、第１章～第３章を設け、官窯という概念について検討し、政府が直接管理す

る「明清官窯」が形成される以前の、官による瓷器生産の管理方法について確認する。 

第１章では、官窯の定義について検討する。今日の学界では、官窯を広く定義する場合12

と、細分化させる見方13が存在している。とくに、近年中国で窯の発掘が盛んになるに伴い、

官窯の概念を細分化させる傾向が強くなっており、各研究者によって官窯という語句の指

す対象が異なっている。このため、官窯の定義が曖昧な状態であり、本論文で官窯を論じる

にあたって、官窯に対する筆者の認識を明らかにしておく必要がある。そこで本章では、今

日の学界で認識されている官窯がどういうものなのか、最新の研究や発掘調査を踏まえつ

つ検討し、本論文で使用する官窯の定義を明確にする。 

第２章と第３章では、第１章で定めた定義を踏まえ、官窯が形成された過程を考察する。

先行研究では、明代の官窯が成立する以前に、瓷器がいかなる制度で官府に貢納されていた

のか、ほとんど論じられてこなかった。そこでまず第２章では、唐代～宋代の官窯に着目し、

その管理制度として、特産品の貢納を行わせる「土貢」と、商品生産物を課税対象とした「商

税」に注目する。また、宋代から瓷器が税の対象となり、瓷器の生産活動に対して貨幣で納

める税も発生した。この税について先行研究では、「産業税」の一種であると認識されてき

た。しかし当時の史料を見る限り、産業税というより、寧ろ「商税」と見なすべきだと考え

られる。瓷器に対して課される税は、元代以後も存在するため、本章でその性格を明確にし

ておきたい。 

第３章では、宋～元にかけて、瓷器の生産体制がどのように変化したのかを検討する。至

元 15年（1287）、景徳鎮に「浮梁磁局」が設置され、官窯を管理していたことは、これまで

も知られていた14。しかし、浮梁磁局は生産機構を備えていたのか、元朝政府は浮梁磁局を

どのように管理していたのか、浮梁磁局の実態が先行研究で検討されることは少なく、元代

官窯の管理体制は未だに不明瞭である。そこで本章では、元代の戸籍制度である「諸色戸計」

と、瓷器に関する税「瓷課」に着目し、元朝政府がいかに瓷器生産を管理していたか明らか
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にし、それが中国陶瓷史の中でどのように位置づけられるか考察する。 

 

第２部では、第４章～第６章を設け、明代の官窯について検討を加える。元代以前は各地

に点在した官窯も、明初の景徳鎮に官営窯場である「御器廠」が成立した後は、中央政府が

直接運営に関わるようになり、宮廷で用いる瓷器の大半は景徳鎮で生産されるようになっ

た。まさに、官窯の集約という現象が起こったのである。景徳鎮窯は明代を通じて発展し、

中国最大の窯場へと変貌を遂げたが、御器廠が設置されたことはその大きな契機となって

いた。しかしながら、御器廠の成立は重要な出来事であるにもかかわらず、その成立年代に

関してすら、未だに定説がない。この大きな要因として、御器廠の定義が定まっていないこ

とと、地方志など関連する史料の詳細な検討がなされていないことが挙げられる。加えて、

御器廠が設置された時代背景の検討も不足しており、御器廠の設立を明朝政治史の中に位

置づける視点が欠如していた。そこで第４章では、明初の文献史料や考古出土資料を検証す

ることで、当時の官窯における瓷器生産の実態を明らかにし、御器廠の成立年代を検討する。 

第５章では、明朝の宮廷内部の機関が、いかなる形で瓷器生産に関わっていたかを解明す

る。明代官窯に関する先行研究では、生産地である景徳鎮の状況ついて、製品や生産体制を

中心に広く論じられてきた。その一方で、御器廠に注文を出していた中央政府の管轄機関に

ついての研究は、ほとんど行われてこなかった。だが、官窯は宮廷の意向を強く反映した機

関であり、明代官窯の全様を明らかにするためには、注文者側と生産者側双方の観点から管

理体制を検討する必要がある。そこで本章では、明代の景徳鎮官窯に出された瓷器の注文記

録を検証することで、瓷器生産に関わった中央の機関と、その役割について整理する。そし

て明朝政府と官窯の関わりを通じて、御器廠の制度が当時の国家体制の中でどのように位

置づけられるか考察する。 

第６章では、明代の官窯全体を大局的に捉え、御器廠やその他の官窯で採られていた賦役

制度について検討を加える。明初の段階で、景徳鎮の陶工たちは徭役体制に組み込まれてい

た。これは元代の制度を継承したものだと考えられるが、先行研究では具体的に指摘されて

いなかった15。また、明代には御器廠以外にも官窯が確認できるが、それらの窯がどのよう

に瓷器を貢納し、いかなる税制に組み込まれていたのか不明瞭である。前章では明朝政府側

の視点から官窯の管理体制について検討を加えたが、本章では生産する側である各窯場の

状況を確認し、明代官窯の体制を当時の賦役制度の中に位置づける。 
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第３部では、第７章～第９章を設け、清代前期の官窯について検討を加える。まず第７章

では、清朝政府による官窯の設立について検討する。満洲族が建てた清朝は、明代の景徳鎮

官窯を引き継ぎ、宮廷で使用する瓷器を生産させた。清朝政府が瓷器を生産する際、内務府

という機関が関与していたことは、これまでも知られていた。しかし、内務府のどの機関が

瓷器生産を行っていたか解明されておらず、内務府に関する専著でも、瓷器生産については

触れられていなかった16。また、清朝政府は瓷器を生産する窯場として、明代の御器廠を利

用したとされるが、具体的にどのような形で踏襲したのか不明であった。そこで本章では、

清代の官窯がどのように成立し、いかなる機関の下で運営されてきたのか、内務府の機能と

関連させながら検討する。 

第８章では、清代官窯の管理制度が確立された経緯について、主に財政面に着目しながら

検討する。先行研究では、清代官窯の制度が確立される過程を捉えたものが少なく、まして、

制度の全容とその時代背景までを論じたものは皆無であった。清朝政府が制度を変化させ

た背景には、必ず要因が存在し、それは時勢の中に求められるべきであるが、それらを踏ま

えて清代官窯の体制を考察するという視点が欠如していたのである。そこで本章では、檔案

史料に基づいて、景徳鎮官窯の管理体制、特に官窯を運営する上で最も重要な財政面に焦点

を当て、それが王朝の行政機構でどのように整備されていったのかを明らかにし、各時代に

実施された改革の意義を考察する。 

第９章では、清代の官窯制度が完成する画期となった法規、『焼造瓷器則例章程冊』（以下

『則例章程』とする）を取り上げる。『則例章程』は、景徳鎮官窯監督・唐英によって作成

され、乾隆 12年（1747）に上奏された則例であり、現在は北京の第一歴史檔案館に所蔵さ

れている。本章程には、瓷器の原価計算基準や、製作工程が詳しく書かれており、清朝官窯

に関する多くの事実が明らかになる。しかし、本章程が完全な形で出版されたことはなく、

研究にも利用されていなかった。そこで本章では、章程全文の訳註・解説を行うことで内容

を把握し、その史料的意義を明らかにする。 

 

第４部では、第 10 章～第 12 章を設け、清朝後期における景徳鎮官窯衰退の経緯につい

て解明する。本論文では、1756 年を境に第３部と第４部に区切る。1756 年は、清代官窯の

成立に大きく貢献した唐英が没した年である。先行研究では、唐英の死後、官窯は衰退の一

途をたどると言われてきたが17、このような見方は確かな根拠に基づくものではなかった。

もっとも先行研究では、清朝の公文書である檔案史料の利用が不足しており、官窯衰退の具
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体的な実態が不明瞭であった。そこで第 10章では、乾隆年間の景徳鎮官窯の制度変化に着

目し、基本史料の検討に加え、北京と台湾に保管された檔案史料を広く利用することで、唐

英以降の御器廠が衰退していく過程と、その画期について検討する。 

第 11章では、主に嘉慶年間～同治年間（1796～1874）の動向に注目する。中国陶瓷史の

伝統的な研究では、嘉慶年間を清朝官窯の衰退の契機とする見解が提示されており、様々な

概説書でもその説が踏襲されてきた18。また、道光 30 年（1850）に始まる太平天国の乱が、

景徳鎮の窯業に被害を与えたことも知られていた。しかしそれらは表面的な指摘にとどま

り、景徳鎮官窯が受けた具体的な影響について、論じられることはなかった。そこで本章で

は、この時期の大きな出来事として嘉慶帝の緊縮政策と、太平天国の乱に焦点を絞り、北京

所蔵の檔案を利用することで、宮廷側と景徳鎮側双方の視点から、清朝官窯衰退の画期を検

討する。 

第 12章では、清末における景徳鎮の窯業について検討する。先行研究では、この時期に

官窯で生産された瓷器の質は低下し、民窯は外国製品が流入したため、売り上げが大きく減

少したと指摘されてきた。しかし、官窯と民窯が個別に論じられ、双方を大局的に見る視点

が欠如していた。また、時勢の影響により瓷器の質が低下したという見解や、優遇された外

国製品が国産品を圧迫したという認識19が先行し、個々の事象に対する検証が不足していた。

さらに、光緒 33 年（1907）に江西瓷業公司という民営企業が創設され、官窯を統合したが、

なぜ官窯が民営になったのか、その背景についても検討されていない。そこで本章では、清

末の窯業にいかなる問題が内在していたのかを確認し、そのうえで、民営企業である江西瓷

業公司がどのように官窯を統合したのか、時代背景を踏まえつつ検討する。 

 以上のように、本論文では中国における官窯の管理体制を通史的に捉え、各王朝と瓷器生

産の関わりについて検討する。勿論、単に瓷器の生産体制を見るだけでなく、その意義を考

察しつつ、歴史の流れに位置づけることにも重きを置く。そして、各王朝にとって官窯とは

どのような存在であったか、どう統制されてきたのかを解明し、それを通じて見えてくる中

国史における官と民の在り方、権力が瓷器の様式に及ぼした影響など、歴史上の普遍的な問

題についてもできる限り言及していきたい。 
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19 註 10 前掲、江西省軽工業庁陶瓷研究所編『景徳鎮陶瓷史稿』をはじめとし、近年でも、

方李莉『景徳鎮民窯』（註 11 前掲、129～139 頁）、張馳「民国時期景徳鎮瓷業的衰落」（『文
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博』2004 年第 1 期、56・57 頁）、葉喆民『中国陶瓷史』(註 11 前掲、619～621 頁）などで

採られている。 
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第１章 中国官窯制度に関する研究動向 

―官窯の定義を中心に― 

                                  

 

はじめに 

 

本論文では中国の官窯を主題とするが、中国に無数に存在した窯の内、どのような形態

の窯場を官窯と呼ぶのか、その概念については研究者によって見解が異なっている。近年

中国では窯跡の発掘調査が盛んに行われており、多くの事実が明らかになってきた。これ

に伴い、中国陶瓷器に関する従来からの認識がことごとく書き換えられており、官窯の概

念に対する新たな説も次々と発表されている。そこで本章では、中国の官窯制度に関する

研究を検証し、今日の学界で認識されている官窯がどういうものなのか、最新の研究や発

掘調査を踏まえつつ考察したい。 

 

１．官窯の定義 

 

はじめに、官窯の定義に関して今日の学界で認識されている考え方を紹介する。官窯の

定義については多くの研究者が異なる見解を述べているが、共通の認識としては、宮廷や

官府で使用する瓷器を生産した窯場という事である。愛宕松男氏は「官窯とは、宮中・官

中で使用する陶瓷器を専一に焼造するために設けられた官営の窯場施設である」としてお

り1、『角川日本陶磁大辞典』では、「宮廷用の陶磁器を焼くために置かれた窯」と説明され

ている2。王光尭氏は「官府」という言葉を用い、歴代の官府が経営した窯場を官窯と認識

している3。これらの定義は、官窯の広義の意味に相当する。 

官窯を広義にとった場合、その定義の中には様々な窯場の形態が含まれる。金沢陽氏は

官窯には 2 つの形態があるとし、官営工場としての窯場と、御用の器皿の焼造を掌る官署

として存在したと指摘する4。これは広義の官窯を、生産体制によって分けた見方である。 

では、各窯場の生産体制に着目して、官窯のより狭義の概念について見ていきたい。ま

ずは、官府が窯を設けず、民窯で瓷器を生産させ、完成した瓷器の中から優品を貢納させ

たという形態がある。現在、この形態を「貢窯」と呼ぶ向きがある。秦大樹氏は広義の官

窯を、貢窯と官窯（官府によって設立された窯場）に分けて認識している5。貢窯という呼
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称は多くの研究者によって使われており、一般的な用語となりつつある。 

また、中央政府が窯場を設立し、官吏によって生産を監督していた形態もある。中央政

府が設立したと見なされる窯場として、宋朝によって築かれた官窯（北宋官窯・南宋官窯）

と景徳鎮官窯（御器廠）が挙げられる。 

南宋官窯の窯址は、すでに浙江省杭州市で発見されている。杭州市はかつて南宋の皇宮

が置かれた場所であり、皇宮遺跡の付近で見つかった 2 か所の窯跡が南宋官窯と同定され

ている。北宋官窯に関しては、窯跡が未だに発見されておらず、その実態について不明な

点が多い。一方、景徳鎮官窯は御器廠と呼ばれ、明代初期に成立して清朝にも引き継がれ、

およそ 500 年間にわたり（断絶していた時期もあるが）宮中で使う瓷器の生産を担ってい

たのである。 

王光尭氏は、明清期の御器廠のように中央官府によって設立され、皇帝のための瓷器を

生産した官窯を、特に「御窯」と呼び分けるべきだとしている6。また、李剛氏は、官窯の

概念が煩雑になりすぎていると指摘し、明清期の御器廠及び宋代官窯を御窯とし、その他

の宮中に瓷器を貢納していた窯を官窯と呼ぶべきだと主張している7。 

以上、広義の官窯を 2 つの形態に分けて考える見解を紹介した。ここでいう 2 つの形態

とは、①民窯で瓷器を生産させ、官府や宮廷に貢納させる形態、②中央政府によって窯場

が築かれ、運営される形態に集約されるだろう。だが問題なのは、研究者によってこれら

2 形態に対する呼称が異なるという点である。ある研究者は、前者を貢窯と呼び、後者を

官窯と呼ぶ。また別の研究者は、前者を官窯と呼び、後者を御窯と呼ぶ。官窯という言葉

が指している窯場が全く異なっており、論文を読む際には注意が必要である。 

中国では、さらに細かく官窯を定義する研究者もいる。劉毅氏は貢窯が発展し、官吏に

よって生産が監督されるようになった形態を、「設官監窯」と呼んでいる。そして設官監窯

の形態が後に官窯（官府によって設立・運営される窯場）へと変化したのだという説を唱

えている8。また、沈岳明氏は、宮廷によって窯場を設置した場合のみ官窯というべきであ

るとし、その他の形態を「貢窯」と「製様需索（様を製作して求めて取る）」に分けて認識

している9。「製様需索」は官府が見本を提示し、それに基づいて民窯が生産を行う形態で

ある。いずれも貢窯と官窯の間に段階を設けるという考え方だが、その形態及び指してい

る窯場が異なる。 

官窯の定義を広く取る分には問題ないが、官窯の形態によって定義を細分化するために

は、その窯場がいかなる制度のもとで運営されていたのかを明確にする必要がある。例え
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ば、本当に宮廷によって窯場が設立されたのか、またどこまで運営にかかわったのか、詳

細に検証しなければならないが、具体的な実態になればなるほど立証は難しい。製様需索

を証明するためには、官府からモデルが提示された事を立証しなければならない。文献史

料に記載があり、実物資料との照合ができれば容易であるが、多くの窯場では具体的な史

料がない。各窯場の管理体制や生産体制を明らかにすることが、官窯の定義を定めるため

に必要不可欠であるにもかかわらず、実証的な研究が欠如しているのが現状である。そこ

で次節以降、官窯の定義に関わる研究を取り上げ、今日の学界における動態を把握し、本

論文で官窯について論じる上での基礎を固めたい。なお本章では定義の混同を避けるため、

特に指定のない限り、官窯という呼称を広義の意味で用いることとする。 

 

２．官窯制度の始まり 

 

中国の官窯制度はいつ始まったのか。官府によって陶器が生産された例は、長い中国の

歴史の中で度々見える。王光尭氏が指摘するように、『史記』巻 4、「周本紀 4」には、西周

の武王の時代、すでに陶瓷器の生産を掌る「陶正」という職業が確認できる10。だが、官

吏によって陶器の生産が行われていたとはいえ、どのような制度の下で生産されていたの

かを把握することは困難であろう。 

今日の学界では、陶瓷器の生産を行う官窯制度の発端を、唐代の貢瓷とする説がある11。

中国では古来より地方の特産品を納める「土貢」という制度があり、唐代は制度化され賦

税の一部とみなされた12。各地方から様々な物品が貢納されており、『通典』や『新唐書』

等の記録から、瓷器も土貢として貢納されていたことが確認できる13。このように、瓷器

を中央政府に貢納していた窯場を「貢窯」と呼ぶ。 

しかし、唐代の文献で確認できる貢窯は少なく、開元期に邢州と河南府に設けられてい

たことが確認できるのみであり、晩唐になってこれに越州が加わるという状態であった14。

文献に記載された貢納件数も非常に少なく15、実際にどこまで税と見なされていたのか疑

問である。愛宕松男氏は、唐代の土貢で貢納された瓷器は、その少なさから税法には含ま

れず、瓷器に関する税と見るべきではないと指摘する16。たしかに、制度上は賦税の一部

であったかもしれないが、税とは本来国家の収入源であり、わずかな瓷器が税制の一端を

担っていたとは考えられない。唐代の貢瓷は、地方の特産品を納める土貢の一環とみるべ

きであり、官府が瓷器の生産管理には関与していなかったのではないだろうか。 
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では、唐代の貢窯はいかにして官府が管理する窯場となり得たのか。唐代から宋代の官

窯制度の変化を見るのに、多くの研究者が注目しているのは越州窯17である。越州窯は現

在の浙江省北部に広く点在し、唐代中期以降、高い品質の青瓷を生産するようになった。

越州窯青瓷は唐代の宮中で使用されていたと考えられており、西安の法門寺の地下からは、

懿宗が貢納したとされる越州窯の青瓷碗が出土している18。唐代晩期に至ると鎮東節度使

銭鏐が浙江地方を治めるようになり、銭氏の管理下で越州窯の製品はさらに洗練された19。

このような越州窯の優品については、南宋の周煇が著した『清波雑誌』巻 5に、「越州窯の

瓷器は秘色器を最上とする。銭氏が国を有していた時、供奉した物は、臣下が用いること

はできなかった。故に秘色という（越上秘色器。銭氏有国日、供奉之物、不得臣下用。故

曰秘色）」とあり、宮廷で使用されていた可能性が高い。 

任世龍氏は、銭氏が越州窯を管理するようになった段階を以て、貢窯から「設官監窯」

へと発展したと考えている。そして、銭氏が管理した窯場はもはや唐代の貢窯とは異なり、

後世の官窯（官府によって設立、運営される窯場）としての性格を担うものであったと指

摘する20。 

宋代になると、最後の呉越王であった忠懿は大量の越州窯瓷器を宋朝に貢納した。『宋

会要輯稿』によると、太平興国 3 年（978）には 5 万件もの瓷器が貢納されている21。しか

し、呉越国は間もなく宋朝に併合され、越州窯には瓷器の生産を監督する官吏が置かれた22。

これ以後、宋朝は窯場を監督する官吏を各地の窯場に置き、瓷器の貢納を管理するように

なったのである。 

以上のように、越州窯の例を通じて、唐から五代を経て宋代に至るまでの官窯制度の流

れを見ることができる。唐代の貢瓷が、官吏の設置を経て、官窯制度として成立していく

過程が存在していたのである。 

貢瓷の発端を唐代に見る見解が広く知られている一方、南朝の頃すでに貢瓷が行われて

いたとする説もある。1997 年、湖南省湘陽窯址から「太官」銘のついた碗が出土し、これ

と同類の瓷器が、南朝の首都である建康城遺跡からも出土していた23。太官は宮中の庶務

を担った役職である。当初この瓷片が南朝か、隋かで意見が分かれた。賀雲翺氏は、湘陽

窯址から出土した太官銘のある瓷器が明らかに南朝の地層であったこと、建康の南朝の遺

跡から出土した同型の碗と特徴が一致すること、その碗が南朝の瓷器の特性を備えている

ことなどから、南朝の遺物と判断している。そして、「太官」銘のある湘陽窯の製品が南朝

の宮廷跡で発見されたことから、南朝の頃すでに貢瓷が行われていたと指摘している24。 
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李剛氏は、南京で出土する三国時代の遺物に高品質の青瓷が含まれているため、三国時

代すでに宮廷用の瓷器が作られていた可能性があり、南朝に貢瓷が始まっていたとしても

何ら不思議なことではないとしている25。今後、官府の銘が入った瓷器が発見され、貢瓷

の下限が遡ることも大いに考えられるだろう。しかし官府の銘があるからと言って、実際

に貢窯であったとは限らない。加えて唐代以前の制度を文献中に見出すことは困難である

ため、貢瓷の発端を明らかにすることは容易ではない。 

 

３．宋代諸窯の官窯的性格 

 

宋代は中国各地に窯場が築かれ、陶瓷器の生産量が急増した時代である。また同時に生

産技術も向上し、多種多様なタイプの瓷器が作られた。宋代は、瓷器の使用層が宮廷まで

及び、民間の窯で生産された優れた瓷器が宮中で使用されるケースが増加した26。『宋会要

輯稿』食貨 52－37、瓷器庫の条に以下の記述がある。 

瓷器庫が建隆坊にあり、明州・越州・饒州・定州・青州の白瓷器及び漆器の収受を掌

り、宮中に供給した。（中略）宋太宗の淳化元年（990）7 月、瓷器庫に詔し、諸州の

瓷器を納めさせた27。 

民間の窯に命じて宮中で使用する瓷器を貢納させるという形態は、宋代一般的に行われ

ていたのである。このような形態は唐代の貢瓷とよく似ている。だが、唐代の貢瓷と異な

り、宋代に官府に納められた瓷器は、基本的には税制に組み込まれていたのである。瓷器

に関する税は、「瓷窯税」と呼ばれ、宋代には生産税もしくは商業税として納められた（第

２章で詳述する）28。そして、窯場に置かれた「監瓷窯務」という機関が、窯場の監督官

という役割を担うのみならず、生産された瓷器を瓷窯税として徴収する役割も果たしてい

たことが指摘されている29。 

唐末から宋代にかけて、越州窯に瓷器の生産を司る官吏が置かれた過程は、すでに第 2

節で示した。この他にも、良質な白瓷を生産していた河北省定州窯でも、五代末期の段階

ですでに商税務が置かれ、瓷器が商税として貢納された可能性が指摘されている30。そし

て宋朝は早い段階で越州窯、定州窯の税務を引き継ぎ、瓷器を貢納させていたと考えられ

る31。宋代の瓷器の課税の制度は、五代の商税務にはじまるのである。 

では、税課として貢納される瓷器に対して、官府がどの程度生産に関わっていたのだろ

うか。このことを検証する材料として、「官様」の存在が挙げられる。官様とは官吏によっ
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て窯場に示される瓷器製造の見本のことである。王光尭氏は、唐代の織物生産に官府から

見本が提示されていたことを指摘し、宋代の官様は唐代の制度を引き継いだものであると

考察している32。だが、唐代の中央政府が瓷器の見本を出していた例は現段階では発見さ

れていない。その上、唐の宮中において瓷器はさほど多く用いられていなかったため33、

宮廷が瓷器の生産にどこまで関わっていたのかは不明である。 

五代以降になると、官府が瓷器の生産に先だって造らせた見本が見つかっている。四川

省邛窯址で発見された印模（型）に、「乾徳 6 年（924）2 月上旬、官様を造り、楊全が記

して用いる（乾徳六年二月上旬、造官様、楊全記用）」という銘文が彫られており、前蜀の

官府が型に沿って瓷器を造らせていたことが指摘されている34。また、宋代初期の越州窯

から出土した資料に、「官様」銘がついたものがある35。五代から宋代にかけて、官府によ

って窯場に具体的な見本が提示されていたことは、官府が瓷器の生産に関わっていたこと

を示す根拠となる36。なお沈岳明氏は、窯場に見本が提示された段階を以て、瓷器を貢納

するだけの貢窯から、注文生産の形態である「製様需索」に変化したと考えている37。 

では、宋代の貢瓷は民窯への委託生産であったのか、官府が窯場を設立していた可能性

はないのだろうか。これを判断する材料として、「官」・「新官」銘の存在が挙げられる。晩

唐から北宋早期にかけて、河北省定州窯や陝西省耀州窯を中心に、「官」・「新官」という銘

の入った瓷器片が出土している。銘を見る限り、官府によって窯が設立され、統制されて

いたと捉えがちである。しかし、このような瓷器は皇室とは関係のない一般人の墓からも

出土する。権奎山氏は「官」等の銘のついた瓷器を生産した窯場は往々にして民窯であり、

官府が運営していた窯ではないと指摘している38。王光尭氏はこの説をさらに発展させ、

「官」銘がついた製品が民間から出土する要因を、民窯で生産された瓷器のうち、官府に

選ばれなかったものが民間に売却されていたためだと考えている。また、宋代も初めのう

ちは唐代と同様に地方の産品を貢納させていたので、唐代と同様に「官」などの銘の入っ

た瓷器が作られた。しかし、後に商品として作られたものの中から、税器の税として納め

られるようになったので、貢納用に瓷器を造る必要がなくなり、「官」銘が付されなくなっ

た。つまり、一般の商品と貢納用の瓷器を区別するため、「官」銘を付していたのであり、

その窯場自体が官府によって運営された窯場というわけではないと考察している39。宋代

に瓷器を納めていた窯場は、官吏によって設立・運営されていたものではなく、あくまで

民窯であったと考えられる。 

唐代に貢瓷を行っていた窯場は、五代の政権による管理を経て、宋代に入って瓷窯税を
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納める窯場へと変化した。ここには制度としての連続性が感じ取れる。宋代に宮中で使用

する瓷器を生産した窯場は基本的に民窯であり、税として宮中に瓷器を貢納していたとみ

てよいのではないだろうか。 

宋代は民窯による委託生産が盛んであった一方、中央政府によって築かれた窯場も確認

されている。次章では官窯の別の形態、中央政府によって窯場が築かれ、運営されていた

ケースを検証したい。 

 

４．北宋官窯・南宋官窯 

 

宋代の宮廷では、宮中で使用する青瓷を作るため、官吏によって窯場が築かれた。これ

らの窯場は、今日の学界で北宋官窯・南宋官窯と呼ばれている。北宋官窯・南宋官窯の詳

細については、（元）陶宗儀の『南村輟耕録』巻 29 に引用されている、（南宋）葉寘撰『坦

斎筆衡』の記述によって知られている。 

政和年間（1111～1117）、京師では官が自ら窯を置き瓷器の焼造を行い、官窯と名付け

た。中興して長江を渡り（北宋から南宋に遷都したこと）、邵成章がいて後苑にて提挙

（宮廷の物品を管理する役職）に就き、邵局と号した。かつての都の遺製（北宋の青

瓷窯）を踏襲し、窯を修内司に置き、青瓷を造り、内窯と名付けた。きめ細かい粘土

を型とし、その精緻を極め、釉色は美しく清らかであり、世間で珍重された。後に郊

壇下に別に新窯を建て、また官窯と言った。かつての窯と比べ大いに異なった40。 

この記述からは、宋代の官府によって置かれた窯場が 3 つ確認できる。1 つは、北宋政和

年間に京師（河南省開封）に窯を置き瓷器を焼造した「官窯」、2 つ目は、南遷した後、北

宋官窯を踏襲しつつ修内司に築かれ青瓷を焼造した「内窯」、最後に、郊壇下に新しく建て

た「新窯」である。同様の記述は、陶宗儀の『説郛』に引用されている、（南宋）顧文薦撰

の『負暄雑録』にも見える41。これらの史料により宋代官窯の存在は認識されていたもの

の、その場所や製品に関しては不明な点が多く、窯址を特定するためには考古学調査が必

要であった。 

郊壇下の窯址は、すでに 1930 年、日本の小笠原彰真氏によって窯址の場所が確認され、

青瓷の破片が採取されていた42。また、中国でも中央研究院の周仁氏が同時期に報告書を

発表している43。郊壇下窯の発掘調査は、1956 年と 1985～86 年に行われ、調査報告が刊行

された44。郊壇下窯については、比較的早い段階から明らかにされていたのである。 
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一方、修内司の窯址については、米内山庸夫氏が 1930 年に杭州市内を調査し、窯址と

思われる遺構を発見した。しかし、正式な調査とはみなされず、修内司窯とは同定されな

かった45。 

修内司窯に関しては中国で様々な憶測が飛び、なかには存在を否定する見解もあった。

このような状況の中で李民挙氏は、文献中の卲成章という人名が「卲諤」の誤りであり、

南宋の初めに卲局があったという事実を指摘した46。これにより、修内司窯の存在は確実

視され、窯址の発見が急務とされた。 

そして 1996 年、杭州市鳳凰山老虎洞で青瓷を焼成していた窯址が見つかり、宋から元

に至る遺物が出土した。老虎洞の窯址は、1998 年 5～12 月と 1999 年 10 月～2001 年 3 月に

大規模な調査が行われ、これらの成果は杜正賢氏等によって報告されている47。焼成され

ていた製品も郊壇下窯との連続性が見られ、今日では老虎洞で発見された青瓷窯址が南宋

の修内司窯であるという見方が強い48。 

以上のように、南宋官窯に関しては多くのことが解明されているが、北宋官窯について

は未だに不明な点が多い。研究者の間では、北宋官窯はどこの窯場を指すのかが最も大き

な論点となっている49。文献史料により判断すると、北宋官窯は汴京、つまり現在の開封

付近にあったと推測でき、このことは陳万里氏が早い段階から指摘している50。中国硅酸

塩学会編『中国陶瓷史』では、北宋の開封の街は度重なる黄河の氾濫により、大部分が黄

土の下に埋もれていて、調査を行うのは困難であり、窯址の発見は難しいとしている51。

北宋官窯が開封の近くに置かれていたという考え方は、かつての中国の学界では定説であ

った。 

だが、1986 年に河南省宝豊県清凉寺で汝窯の窯址が発見された後、この説に異を唱える

研究者が現れた。汝窯は良質の青瓷を生産しており、清凉寺で発見された窯址の瓷片は、

故宮に伝世している青瓷と同質のものであった52。これを受け、李輝柄氏は、文献中の「京

師」が場所ではなく「朝廷」という意味で使われている可能性があり、そのうえ開封の付

近には瓷器の原料となる土や燃料となる薪がないことから、北宋官窯の場所は汴京ではな

く汝州にあったと論じている53。呂成龍氏も同様の説を採り、北宋官窯が汝窯を指してい

ると指摘する54。   

一方で陸明華氏は、文献上で汝窯と官窯が明らかに書き分けられている点などから、北

宋官窯と汝窯は全く別の窯場であるとしており、汝窯が北宋官窯であったとする見解に否

定的である55。また、施遠氏・張東氏は、北宋期に太湖石や木材が輸送されていたことを
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考慮すると、瓷器の材料が輸送されていても何ら不思議ではなく、開封の近くに材料がな

いからといって北宋官窯が開封に置かれていた可能性を否定できないと指摘している56。 

このような状況のなかで、2000 年の河南省張公巷窯の発見は、北宋官窯の研究に新たな

資料をもたらした。張公巷窯から出土した青瓷片と、上海博物館に収蔵されていた開封出

土の青瓷片とが完全に一致したのである57。このため、当初多くの学者は張公巷窯を北宋

官窯だとする説を採った58。李剛氏は元々汝窯が北宋官窯であるという説を採っていたが59、

張公巷窯の発見を受け、北宋官窯と見なすべきであるという見解を発表した60。   

しかし、現在はこの説を採る研究者は少数であり、秦大樹氏は張公巷窯を汝窯の青瓷を

模して生産した金代の窯場であるとしている61。2010 年に北京で開催された宋代官窯及官

窯制度国際学術討論会でも、伊藤郁太郎氏、権奎山氏、陸明華氏から、張公巷窯は金代の

窯址であり、北宋官窯とは考えにくいという意見が出された62。 

以上、南宋官窯は、南宋の政府によって建てられ、青瓷を焼造した窯であることが明白

である。しかし、北宋官窯に関しては、現段階では定説がないと言わざるを得ない。依然

として汝窯や張公巷窯が北宋官窯だとする説もあり、それらの説に拠るならば、北宋官窯

は民窯への委託生産であった可能性が捨てきれない。これは両宋官窯が政府によって設立

され、官吏の監督下で運営されたという、中国陶瓷史上の基本的な考え方に疑問を呈する

ものである。北宋官窯に関する研究は課題が多く、この状態を打開するためにも新出史料

の発見が待たれる。 

 

５．景徳鎮官窯の成立  

 

明代の景徳鎮に置かれた御器廠は、確実に中央政府によって築かれた窯であり、その運

営にも官府がかかわっていた。では御器廠の成立以前に、官府によって景徳鎮の窯場が運

営されていた可能性はあるのだろうか。明代に御器廠が置かれた背景には、景徳鎮におい

てすでに上質な白瓷を生産していたという実績があった。この白瓷の生産を監督した御器

廠の前身と思われる機関が、『元史』に記されている浮梁磁局である63。実際の窯場に関し

ても、元代の孔斉が著した『静斎至正直記』に、饒州（景徳鎮一帯）に御土窯という御用

の瓷器を作る窯場が存在したと記載されている64。また明洪武年間に曹昭が著した『格古

要論』でも、御土窯は元朝が白瓷の生産を行わせた窯場として認識されている65。以上の

文献により、浮梁磁局が御土窯を管理し、「枢府」銘の入った白瓷66を焼造していたとする
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見解が通説となっている67。では元代の景徳鎮では官府によってどこまで統制が行われて

いたのだろうか。それこそが元代官窯の存在を立証するための要点となる。 

考古学調査によると、元代に御用瓷器を生産した窯場としていくつかの地点が確認され

ているが、最も大きい窯場としては景徳鎮市街の東南に位置する湖田窯が挙げられる。こ

こでは枢府白瓷の他にも、様々な瓷器が作られていた68。そのうえ、湖田窯で生産された

瓷器は、一般にも流通していることから、湖田窯は御用の瓷器を専門に作っていた窯とは

言えない。 

また、枢府白瓷と同類の白瓷は貿易陶瓷としても扱われ、韓国の新安沈没船遺構から発

見された他69、日本でも瓷片が見つかっている70。特に、ジャワ島東部のトゥバン海域から

引き揚げられた白瓷には、宮中で使用されていたものと同様「枢府」銘が施されていた71。 

以上の点から、官窯の製品に対する統制は非常に緩かったと考えられている。これは製

品に対して厳しい統制のあった明代の御器廠とは大きく異なる。また、元代には宮廷用の

瓷器を生産したであろう窯場が各地に分散していることから、宮廷は自ら窯場を設立する

ことなく、民間の窯に委託して焼成していたとみるべきであろう。 

金沢陽氏は浮梁磁局が御用の瓷器の焼造を司り、中央へ貢納するための公官署であった

とし、元代の景徳鎮では、官府が民窯に委託して瓷器を焼造させる官搭民焼制を採ってい

たと結論づけている72。江建新氏・江小民氏は、湖田窯から出土した南宋の青瓷に、作陶

を監督した官吏の銘が入っていることから、湖田窯は宋代の貢窯であり、元朝は湖田窯を

そのまま踏襲し貢瓷を行わせたという可能性を指摘している73。 

元朝の景徳鎮窯に対し、官吏が器形に関してある程度指示を出していた可能性はあって

も、政府によって窯場が設立・運営されていたことを明証する事例は確認できていない。

元代の景徳鎮窯は、宋代の貢瓷を引き継いだものであり、民窯の製品が浮梁磁局を通じて

宮中に瓷器を納められていたと認識すべきであろう。 

では、官営工場としての御器廠は明代のいつ頃成立したのだろうか。御器廠が成立した

年代は史料によって異なっており、先行研究では主に洪武 2 年（1369）、洪武 35 年（1402）、

宣徳元年（1426）の 3 説が採られている。 

洪武 2 年説は、『景徳鎮陶録』巻 5 にある、「洪武 2 年、廠を景徳鎮の珠山山麓に設け、

陶瓷器を作り京師に供給し、はじめて官瓷と称し、民窯の製品と区別した（洪武二年、設

廠於鎮之珠山麓、制陶供上、方称官瓷、以別民窯）」の記述、洪武 35 年説は、万暦 25 年『江

西省大志』巻 7 の「洪武 35 年（1402）、はじめて窯を開き瓷器を焼造し、京師に送り宮中
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の用に供した。御廠 1 所と官窯 20 座があった（洪武三十五年、始開窯焼造、解京供用。有

御廠一所・官窯二十座）」という記述に拠っている。 

これら 2 説について、劉新園氏は崇禎 10 年（1637）「関中王老公祖鼎建貽休堂記碑」の

記述を紹介し、洪武 2年に陶廠が置かれ、それを基に洪武 35 年に御器廠が築かれたとして

いる74。洪武 2 年説、洪武 35 年説の双方を整合させた研究といえる。洪武 2 年から 35 年

にかけて御器廠が段階的に変化したという見方は、方李莉氏によっても示されており、洪

武 2 年に瓷器を宮中に貢納する公署が開かれ、洪武 35 年に窯が築かれたと述べている75。

ただし汪慶正氏のように、洪武年間に景徳鎮で御用の瓷器が生産されていたことは確実だ

が、御器廠の設置年代については今一歩研究が必要であると指摘する研究者もいる76。 

宣徳元年説は、佐久間重男氏が初めて提示したものである。佐久間氏は『明史』巻 43、

志 19、地理 4、江西饒州府浮梁県の項にある、「西南に景徳鎮がある。宣徳初め、御器廠を

ここに置く（西南有景徳鎮。宣徳初、置御器廠於此）」という記述に、『宣宗実録』にある

瓷器注文の記録を照合させ、宣徳元年説を立てた77。中国でも、王光尭氏が『宣宗実録』

に見える瓷器注文の記録などをもとに、宣徳元年説を採っている78。金沢陽氏は佐久間氏

の説に依拠して宣徳元年説にたちながらも、近年の考古学調査の結果を受け、宣徳元年以

前に官営工場が成立していた可能性を指摘している79。 

このような御器廠の成立に関する議論には、何を以て御器廠と認識するかという定義の

問題が存在する。詳しくは第 2 部で述べるが、筆者は御器廠を以下のように定義するべき

だと考えている。すなわち、①景徳鎮の中心である珠山に位置し、②明代の御用瓷器を生

産した工房であると同時に、③瓷器を選別し宮中に送る、官署としての役割を兼ねた機関

である。これら 3 点の条件を踏まえて、文献史料を検証するならば、御器廠が成立した年

代としての宣徳元年説は可能性が低く、洪武 35 年説が有力であると考える。 

しかしながら、御器廠の成立に関しては未だに定説を見ておらず、御器廠の定義もあい

まいである。景徳鎮窯が宮廷に瓷器を貢納する形態から、中央政府によって管理される窯

場へと変化した過程は、中国陶瓷史上大きな意義を持つ。また、御器廠の成立年代が異な

れば、成立の背景が大きく異なってしまう。今一度、関連する文献史料を整理し、考古学

調査と照合させることで、景徳鎮官窯の成立過程をより明確にする必要があるだろう。 

なお、明代に成立した御器廠は、清代にも継承され、清朝政府が必要とする瓷器を供給

した。このため、清代の景徳鎮に置かれていた窯場が政府の統制を直接受けた官窯である

という見解に議論の余地はない。政府によって直接的に管理された御器廠は、明清両朝の



35 

 

官窯として存在し続けたのである。 

 

結語 

 

先行研究を概観した結果、官窯制度研究の重点は大きく 3点に集約されると考えられる。

1 つ目は、何を以て官窯と見なすかという、定義をめぐる問題である。官窯には様々な形

態が存在したことを確認した。官窯を細かく分類する場合、各窯場の管理・生産体制の把

握が不可欠である。 

だが管理体制については、いくつかの窯場で制度的な連続性が見られるものの、多くの

場合独立して存在する。窯場ごとに制度が異なっていることから、統一的な基準を設けて

官窯を分類するのは困難であると考えられる。完全に統制が行われ、皇帝のための瓷器を

生産した窯場を「御窯」と定義したとしても、依然として汝窯や北宋官窯などといったグ

レーゾーンが存在してしまう。 

その上、広義の官窯を形態によって 2つに分類する際、貢窯・官窯に分ける場合と、官

窯・御窯に分ける場合があり、研究者同士で用語の使い方が統一されていない。このため、

現段階で官窯の定義を細分化し、共通の認識を持つことは不可能である。官窯の細かい分

類については今後の課題とし、ここでは広義の官窯を確認したい。 

官窯を広義で認識する際、「皇帝や宮廷内で使用される瓷器を製造する窯場」と見る向

きもあるが、皇帝や宮廷での使用に限定すると、例外として「地方官府で使用される瓷器

を製造する窯場」の存在が出てきてしまう。 

1985 年、安徽省蕪湖県で唐末から北宋にかけて稼働していたとされる窯が発見された。

この窯場は粗雑な瓷器を焼成していたが、そこから「宣州官窯」という銘が入った罐が出

土した80。その質があまりに粗雑なため、これまでの官窯の概念にあてはまるものではな

い。しかし、袁南征氏はこの窯場を宣州官府が設立した一種の官窯であるとし、地方官府

によって設立された官窯は、これまでの官窯の概念と大きく異なると問題提起している81。 

このように、中央政府ではない地方官府が窯を築いている例は他にも存在し、王光尭氏

は、地方官府が設立した官窯に対して、「地方官窯」という名称を用いて説明している82。

官窯の定義を考える際には、皇帝や宮廷に限定せず、地方官府での使用も視野に入れるべ

きである。これらすべての形態を包括する官窯の定義を挙げるとするならば、「宮廷及び官

府で使用される陶瓷器を生産した機関」とするのが妥当であろう。本論文では、「官窯」と
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いう語句を用いる際、すべてこの定義に準じ、「貢窯」や「御窯」といった用語はあえて用

いないこととする。 

2 つ目は、官窯ではどのような形態が取られていたか、制度そのものに関する問題であ

る。ここでは官府による統制の度合いを明確にするために、窯場が築かれ瓷器が生産され

る過程を、「設立・運営・製造・流通」の 4段階に分けて検証する。 

唐代の貢窯は、実際に貢納されていた数量を見る限り、生産工程に関しては国家による

統制がほとんどなかったと考えられる。貢窯で生産された製品の一部が宮廷に貢納された

に過ぎないからである。ただ、瓷器の貢納が官府の影響下にあったとするならば、流通に

関してわずかに官府の統制を受けていたといえる。 

五代以降、官府から見本が提示されるケースが現れ、五代の地方政権によって、一部の

窯場の製造・流通システムが税制に組み込まれた。これは、官府が瓷器の製造・流通に介

入していたことを意味する。宋代の多くの窯はこの形態を引き継ぎ、瓷窯務が製造・流通

に関与したが、窯場自体は民窯であり、窯の設立・運営は民間に任せられていた。このよ

うな時代にあって、南宋官窯は設立・運営・製造・流通のすべてにおいて官府が管理して

いた、特殊な形態である。 

元代の景徳鎮窯では、浮梁磁局が製造・流通に関わった。そして明代になると御器廠が

設立され、設立・運営・製造・流通のすべてにおいて官府の統制を受けることになった。 

このように見ると、官窯の形態を論じる際、官府による統制がどの程度行われていたの

かという点が争点となる。官窯の定義が煩雑になっている今、官府による統制の度合いと

いう一点に帰納させて官窯制度を捉えてみてはどうだろうか。 

3 つ目は、制度の変化がいつ起こったかという問題である。官窯制度の端緒と見なされ

る貢窯の発生はいつか、土貢の制度が有史以来存在していたならば、その端を探すのは困

難であろう。南朝に貢窯の始まりを見る向きもあるが、今後史料が新たに見つかり遡る可

能性は大いにある。 

では、宋代に税課の対象と見なされた窯場はいつ成立したのだろうか。五代の段階で越

州窯、定窯に瓷窯務が置かれていたことは知られているが、それが具体的にいつからなの

かは不明である。また、税課としての窯場から、政府によって完全に統制が行われる窯場

の成立、すなわち北宋官窯と明代の御器廠がいつ成立したかについても多くの議論がある。 

このように、官窯制度は幾度となく形態の大きな変化を経ているが、その時期について

は不明な点が多い。形態が変化した要因や時代背景を明らかにすることは、官窯制度の全
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体像を解明するうえで欠かせない作業といえる。 

以上、中国の官窯に関する研究を概観することを通じて、いくつかの課題を浮き彫りに

した。これらの問題を解決するには、限られた現存資料に多角的な分析を加え、考古学、

文献史学、美術史学の手法を駆使した学際的な研究を行う必要がある。さらに、官窯設置

の背景や歴史的意義を把握するためには、社会、経済、文化など幅広い分野にわたる総合

的な視点が必要になる。次章以降、様々な文献史料の検証を軸に、各時代の制度的背景を

踏まえつつ、官窯の管理・運営体制について詳細に検討していきたい。 
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第２章 唐宋期の賦役制度と官窯 

 

はじめに 

 

 本章で唐代～宋代の瓷器生産を検討するにあたり、まずは瓷器が需要された時代背景を

確認しておきたい。唐代以降、中国各地で瓷窯の数が増加し、瓷器の使用階層も多様化した。

これには、社会階層の変化が大きく関係していた。唐代は貴族制を中心とし、絢爛な文化が

形成されたが、安史の乱（755～763）以降、社会構造は大きく変貌してしまう。政治体制の

基盤であった均田制は機能しなくなり、中国全土で地主階層が勃興した。また、律令体制や

貴族社会の崩壊に伴い、節度使が軍閥化し、各地で勢力を維持するようになった。このよう

な時代背景と呼応するかのように、中唐以降に中国各地で瓷器の生産量が増大し、新たに勃

興した地主層や、節度使を中心とした軍閥が、瓷器の主な消費層となった1。唐代に瓷器が

宮廷に献上されていた例や、明器として副葬されていた例も確認できるが、当時の貴族階級

は基本的に金属器を尊んでおり、瓷器の積極的な担い手とはなっていなかったのである2。 

天祐 4年（907）、唐の哀帝が皇位を禅譲したことで唐朝は滅亡し、五代十国の分裂期に

入ったが、各地で勃興した国においても窯業は衰退することなく発展を続け、瓷器が幅広

い階層の人々に享受されるようになった。とくに、呉越国銭氏の越州窯、後周柴氏の柴窯

（窯址未発見）は後世の文献にも記載され、高い質の瓷器を造った名窯として名高い。そ

して、瓷器の消費層が政権を担うようになった五代～北宋にかけて、瓷器が宮廷や官府で

用いられたことを示す史料も増加する。 

宋朝政府は様々な窯の瓷器を使用したが、とりわけ政府の影響下で良質な青瓷を生産し

た窯として、汝窯と南宋官窯が著名である。（元）陶宗儀『南村輟耕録』に引用された、

（南宋）葉寘『坦齋筆衡』に、以下の記事がある。 

本朝（宋）は定州の白瓷に芒（尖った部分）があり用うるに耐えないため、ついに汝州

に命じて青瓷を造らせた。ゆえに河北の唐・鄧・耀州にはみな青瓷があったが、汝窯は

その魁（一番優れたもの）となった。江南の処州龍泉県の窯は、質がすこぶる粗く厚い。

政和年間（1111～1118）、京師は自ら窯を置いて焼造を行い、官窯と名付けた。中興し

て長江を渡り（北宋から南宋に遷都したこと）、邵成章がいて後苑にて提挙（宮廷の物

品を管理する役職）に就き、邵局と号した。かつての都の遺製を踏襲し、窯を修内司に

置き、青瓷を造り、内窯と名づけた。きめ細かい粘土を型とし、その精緻を極め、釉色
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は美しく清らかであり、世間で珍重された。後に郊壇下に別に新窯を建て、また官窯と

言った。かつての窯と比べ大いに異なった3。 

ここに記載のある汝窯については、宋の周煇撰『清波雑志』巻中に、「汝窯は宮中の皇帝専

用の瓷器である（汝窯宮中禁焼）」とあり、専ら宮廷で使用する青瓷を生産していたことが

指摘できる。また、南宋に遷都した後に築かれた 2つの窯は、浙江省杭州市の南宋皇城遺跡

の近くでそれぞれ窯址が発見されている。これらの青瓷窯については、前章でも確認した通

り、当時の政府の管理下で瓷器を生産した特殊な窯であり、民窯で生産した瓷器を貢納させ

る形態ではない。中国陶瓷史上、極めて重要な窯ではあるが、その生産量と流通量は少なく、

具体的な生産体制を検討することができないため、本章では取り上げない。 

これに対し、『宋会要輯稿』食貨 52－37、瓷器庫の条には、民窯で生産された瓷器を貢納

させている記事も見られる。 

瓷器庫は建隆坊にあり、明州・越州・饒州・定州・青州の白瓷器及び漆器の収受を掌り、

宮中に供給した。京朝官 3班、内侍 2人を以て庫を監督させる。宋太宗の淳化元年（990）

7 月、瓷器庫に詔し、諸州の瓷器を納めさせた4。 

ここから、宮廷で必要とされた瓷器の収受を、瓷器庫という機関が管理していたことが見て

取れる。文中の明州と越州では、当時主に青瓷が生産され、饒州と定州では主に白瓷が生産

されていた。なお青州にも窯はあったが、宋代に質の高い瓷器が作られていたことや、大規

模な生産が行われていたことを示す資料は、現段階では見つかっていない5。いずれにせよ

本史料によって、宋初の段階で、すでに民窯から一定の瓷器が宮廷に貢納されていたことが

確認できる。しかし、瓷器庫に関する記録はこれ以外に見られず、ここに列挙された瓷器が

いかなる制度を通じて納められたか、具体的に検討することはできない。 

以上、唐代～宋代にかけて、幅広い階層に瓷器が普及し、一定量の瓷器が宮廷や官府で使

用されていたことを確認した。しかし先行研究では、官が用いる瓷器がいかなる制度を通じ

て貢納されたのか、具体的に解明されていない。先行研究では、上記の『坦齋筆衡』と『宋

会要輯稿』の記事は頻繁に引用されてきたが、この 2つの史料からでは瓷器の管理体制を解

明することはできない。また、愛宕松男氏は、宋代の瓷器に課された税について検討してい

るが、瓷器に関する税を貨幣納と現物納に分けて論じておらず、提示した税の位置づけが曖

昧であった6。王光尭氏は、瓷器の貢納体制について検討を加えているが、いくつかの制度

を表面的に取り上げただけで、その制度が採用された経緯や歴史背景については言及して

ない7。 
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官が瓷器を必要とした場合、法的に正統な手段をもって貢納させたはずであり、瓷器の貢

納体制は、当時の税制の中に位置づけることができると考えられる。そこで本章では、瓷窯

が各地で勃興し始めた唐代から、社会に深く浸透した宋代にかけて、瓷器の生産管理体制と

賦役制度との関わりを検証することで、窯場がどのような制度に組み込まれ、瓷器を官府に

貢納していたのか検討したい。 

 

１．唐宋期における瓷器の土貢 

 

１－１ 唐代の土貢と瓷器生産 

中国では古来より、各地域の特産品を宮廷に貢納する制度が存在していた。早くも『史記』

巻 29、「河渠書 7」に、「禹は九州を分け、山に随い川を浚い、地域に任せて貢納を行わせた

（禹別九州、随山浚川、任土作貢）」という記述がある。この地方（土）に任せて物品を貢

納させる制度を、一般に「土貢」と呼ぶ。この後の史料でも、土貢に関する記録は断片的に

見られるが、土貢が恒常的に行われるようになったのは唐代以降である8。 

唐の杜佑撰『通典』巻 6、「食貨 6」には、「天下の諸郡は、毎年常に貢納する（天下諸郡、

毎年常貢）」とあり、その注釈には、 

令文によると、諸郡の貢献するものは、みなその土地で産出するものだけにし、絹を基

準として価格を決定し、50 匹分を超えてはならず、すべて官物を用いて買い取りに充

てる。土貢が少なければ、その物を供出することは容易であり、聖朝（唐朝）の常制は、

このように定められた。これよりも多く貢納することがあれば、おおかた確定した後に

続けて配分し、また租賦を割引き、別の税項目を徴収することはない9。 

とある。土貢として貢納される物品の量は、絹の価格に換算して 50匹を超えることはない

よう定められた。また貢納を行う制度であったが、それに見合った対価が支払われていたこ

とも確認できる。さらに、土貢を多く行わせた場合には、その分の賦税を免除したとある。

したがって土貢とは、官が物品を必要とした場合、正統な手段として調達することができる

制度であったと考えられる。 

瓷器も地方の特産品と見なされ、唐代以前から土貢の対象となっていた可能性はある。し

かし文献史料からは、該当する例を見つけることはできない。管見の限り、瓷器の土貢に関

する最も古い記録は、貞元 17年（801）の『通典』巻 6、「食貨 6」にある、「河南府は瓷器

15 事（セット）を貢納した（河南府貢瓷器十五事）」という内容である。また、李吉甫撰『元



46 

 

和郡県志』巻 5 には、「開元年間（713～741）、河南は白瓷を貢納する（開元中、河南貢白

瓷）」とあり、貢納された時期が開元年間であったと記されている。ここで言う 15 事の瓷器

が、どのような器物をであったかは不明である。だが、2002～2004 年に行われた河南省鞏

義市黄冶窯址の発掘調査の際、細緻な胎土で作られた白瓷の一群が出土しており、それらは

瓶や樽など祭器としても使われる器形であった【図 2－1・2－2】。このため、発掘を行った

河南省文物考古研究所は、それらの瓷器が史料にある河南府が貢納した白瓷であった可能

性を指摘している10。 

また、『新唐書』巻 38、「地理志 2」、河南道の条に、「その賦は、絹・綿・布である。その

貢は、絲布・葛・席・埏埴（粘土）の盎と

罐である（厥賦、絹、綿、布。厥貢、絲布、

葛、席、埏埴盎・罐）」とあり、河南道か

ら埏埴の盎と罐、すなわち瓷器の甕と壺

が貢納されていたことが確認できる。史

料の成立年代が少し下るが、宋の王讜撰

『唐語林』巻 4には、唐代の内容として、

「鞏県の陶瓷業は、多くが瓷器の人形を

造 る

（ 鞏

県陶者、多為瓷偶人）」とある。唐代河南府に属してい

た鞏県（現在の鞏義市）では、現在 2箇所で窯址が発見

されており11、白瓷や黒釉瓷と共に三彩や素胎でつくら

れた精緻な俑が出土している【図 2－3】12。 

以上、河南府が瓷器を貢納したという記録が存在し、

それらが土貢の制度を通じて行われていたことを確認

した。鞏県の窯で生産された瓷器は比較的軟質であり、

金銀器と比べて実用に適していたとは言い難い。しかし、唐の都が置かれていた長安や、副

都として栄えた洛陽の郊外には、貴族の墓が点在しており、鞏県を中心に生産された白瓷や

唐三彩は、これら地位の高い者の墓の副葬品として好まれた。このため、鞏県の瓷器が王侯

や貴族にも貢納されていたと考えられる。 

他にも唐代を代表する瓷器として、現在の浙江省上虞市・余姚市・慈溪市を中心に生産さ

  

【図 2－1】白瓷管耳瓶 【図 2－2】白瓷三足樽 
奈良文化財研究所『黄冶唐三彩窯の考古新発見』2006

年 3 月、58・59 頁。 

 

【図 2－3】唐三彩 鴨俑 
奈良文化財研究所『河南省鞏義市白河窯

跡の発掘調査概報』2013 年 3 月、53 頁。 
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れた、越州窯の青瓷を挙げることができる。越州窯の青瓷は、強い還元焼成による鮮やかな

青の発色に成功し、当時すでに高級な器物と認識されていた。越州窯の製品では、とくに飲

茶に用いる盞が珍重され、茶に関する文献の中にいくつかの記録が見られる。例えば、8世

紀頃の詩人・顧況の「茶賦」（『全唐詩』巻 267 所収）には、「［茶を飲む際に用いる］舒（安

徽の古名）の鉄釜は金の鼎のようであり、越泥（越州窯瓷器）は玉の欧（碗）に似ている（舒

鉄如金之鼎、越泥似玉之欧）」とあり、陸羽（733～804）撰の『茶経』4、器の条には、 

盌（碗の 1 種）は越州を上とする。（中略）ある者は邢州を越州の上に位置づけるが、

極めて不当である。邢窯瓷器が銀に似ているのに対し、越窯瓷器は玉に似ていることが、

邢州が越州に及ばない理由の１つである13。 

とある。また、西安郊外の法門寺の地下から

発見された、唐の叡宗が収めた供養品の中に

も、越州窯の青瓷が 13 件含まれていた【図 2

－4】14。これら越州窯の瓷器が土貢の対象と

なっていたことについては、『新唐書』巻 41、

「地理志 5」、淮南道の条に、 

越州会稽郡中都督府。土貢は、宝花・花紋

等の羅、白編、交梭、十様花紋等の綾、軽

容（素地の薄い紗）、生縠（湯通しをして

いない縮）、花紗、呉絹、丹砂、石、蜜桔、葛粉、瓷器、紙、筆であった15。 

とある。ここから唐代の越州は、様々な種類の織物などと共に、瓷器を土貢として献上して

いたことが明らかである。 

『茶経』の中で越州窯と比較されていた邢州窯は、唐代中期以降、白瓷の生産で隆盛した

窯である【図 2－5】。唐末の段安節が著し

た『楽府雑録』、撃甌の条では、 

武宗朝の郭道源は、後に鳳翔府天興寺丞と

なり、太常寺の調音律官に充てられた。ま

た鴎（「甌」、碗の意）を撃つのがうまく、

たいてい邢州碗・越州碗の合計 12 隻を用

いて、たちまち水を加減し、その中を箸で

打った。その音は方響（打楽器の一種）よ

 

【図 2－4】法門寺出土、越州窯青瓷碗 
『法門寺考古発掘報告』文物出版社、2007 年 4 月、 

彩版 193。 

 

【図 2－5】 邢州窯白瓷碗 
北京芸術博物館編『中国古瓷窯大系:中国邢窯』中国華

僑出版社、2012 年 1 月、62 頁。 
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りも優れていた16。 

とあり、邢州窯と越州窯の瓷器が、叩いて音を出す楽器として扱われていた。瓷器は焼成温

度が低い場合、叩くと鈍い音がするが、これら 2 窯の瓷器は高温で焼き締められていたた

め、良い音がしたのであろう。邢州窯と越州窯の焼成技術の高さを、本史料からも垣間見る

ことができる。 

なお、邢州窯の瓷器については、『新唐書』巻 39、「地理志 3」、河東道の条に、 

邢州鉅鹿郡、上。もとは襄国郡であり、天宝元年（742）に名を改めた。土貢は、糸布・

磁器・刀・文石である17。 

とあり、邢州では糸や布等と共に、瓷器も土貢の対象とみなされていたことが確認できる。 

 以上のように、唐代の代表的な瓷器の産地である鞏県窯、越州窯、邢州窯では、瓷器が土

貢の対象とされ、宮廷ないしは官府に貢納されていた。政府が瓷器を必要とした際、唐代は

土貢の制度を通じて献上されていたのである。だが文献史料を見る限り、瓷器が土貢として

貢納されていた例はさほど多くなく、唐代は宮廷や官府が用いる什器として瓷器はまだ普

及していなかったと考えられる。 

 

１－２ 宋代の土貢と瓷器生産 

960 年、後周の武将であった趙匡胤によって宋が建国された。宋朝の成立後も、土貢によ

る物品の貢納は継続して行われていたようで、『宋史』巻 162、「職官志 2」、三司使の条に、

以下の記事がある。 

三司使。三司の職は、国初は五代の制度を踏襲し、使を置き国計を総て掌らせた。四方

の貢賦の納入に応ずるのに、朝廷は関与せず、すべて三司の職に帰属させた18。 

宋代は、国家の歳入に関する職務を掌る三司使が、土貢を含む貢賦を一手に管轄していたの

である。なお三司使とは、五代後唐の制度を踏襲し、宋の太祖によって制定された、宋朝の

財政的中央集権制を担う重要な官職であった19。後に三司使の職権は分けられており、陳均

著『皇朝編年綱目備要』巻 20、元豊 3年 11 月、置元豊庫の条に20、 

本朝［北宋］の財政はかつて三司に属していた。煕寧（1068～77）より法を改め、王安

石が宰相となり、始めて冢宰（宰相）が国家財政を掌るという考えを支持し、ついに三

司と職権を分けた。およそ賦税・常貢・徴榷の職掌は、まさに三司に帰属させた21。 

とある。職権が分割された後であっても、常貢（土貢）はなお三司に属していたのである。

この後、再び制度の変化があり、『宋史』巻 163、「職官志 3」、戸部の条に、 
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国初は、天下の財政は三司に帰属しており、本部は職掌がなかった。（中略）元豊年間

（1078～85）に官名を正し、はじめてすべて戸部に帰属させた。天下の人戸・土地・銭

穀の政令や、貢賦・徴役の事務を掌った22。 

とみえる。元豊年間以降、土貢の管轄を三司から戸部へと移しており、以後、土貢は一貫し

て戸部によって管理されるようになったのである。宋代の土貢は、三使司と戸部によって管

轄される制度として確立されており、他の賦税と並ぶ重要な制度と見なされたと考えられ

る。 

 では、宋代に土貢が行われた際、その対価として何が支払われたのであろうか。詳しい内

容は、『宋会要輯稿』食貨 41－39 に、 

真宗大宗［「大中」の誤り］祥符 5 年（1012）9 月 28 日、諸道州府に、「今より土貢は

すべて官物（抽税などで得る物品）を充て、もし無ければ、銭を節約して購入し、配率

（比率を定めて人民から毎年徴収すること）は行わない」と詔した23。 

とある。唐代は官物によって対価を支払っていたが、宋代は貨幣経済の浸透に伴い、土貢と

して献上される物品に対し貨幣が支払われたのである。ただ北宋の早い時期から、官府で用

いる物品には基本的に官物を充てていたことや、土貢に配率がなかったことを考えると、宋

代の土貢も唐代と同様に、毎年額を定めて恒常的に貢納させていたのではなく、あくまで不

定期で行わせていた可能性が高い。 

 では文献史料の記事から、宋代に土貢として瓷器を貢納していた窯を確認したい。唐代に

白瓷の生産で発展した邢州窯は、宋代も継続して白瓷を生産していた24。邢州窯が宋代に土

貢の対象となっていたことは、『元豊九域志』巻 2、邢州鉅鹿郡の条に、「土貢は、絹 10 疋、

瓷器 10 事である（土貢、絹一十疋、瓷器一十事）」と記されている。また、唐代邢州窯の技

術的影響の下、唐末以降に河北で白瓷を生産した定窯については25、『太平寰宇記』巻 62、

河北道の条に、「定州は瓷器を貢納する（定州貢瓷器）」とあり、宮廷へ瓷器を貢納していた

ことが確認できる。定窯の白瓷は宋代に生産量を増大させ、その製品は様々な階層の人々に

膾炙しており、交易品や副葬品としても広く確認されている26。 

唐代に青瓷を貢納していた越州窯も、宋代に引き続いて瓷器を貢納しており、『元豊九域

志』巻 5、大都督府越州会稽郡鎮東軍節度の条に、「土貢は、越綾 10 疋、茜緋花紗 10 疋、

軽容紗 5疋、紙 1000 張、甆（瓷）器 50 事であった（土貢、越綾一十疋、茜緋花紗一十疋、

軽容紗五疋、紙一千張、甆器五十事）」とある。また、北方青瓷を生産する窯として五代以

降に発達した耀州窯については、『元豊九域志』巻 3、緊耀州華原軍感徳軍節度の条に、「土
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貢は、瓷器 50 事であった（土貢、瓷器五十事）」とあり、『宋史』巻 87、「地理志 3」にも、

「耀州、緊（州県の等級を表す）、華原郡は、（中略）瓷器を貢納した（耀州、緊、華原郡（中

略）貢瓷器）」とある。 

河南省で生産された瓷器も土貢の対象になっており、『元豊九域志』巻 1、西京、土貢の

条に、「瓷器 200 事（瓷器二百事）」とあり、『元豊九域志』に記載された土貢の瓷器として

は最多となる。ここでいう西京の領域は、同書に「県は 13あり、河南・永安・偃師・鞏・

登封・密・新安・澠池・永寧・長水・寿安・伊陽・河清である（県十三、河南・永安・偃師・

鞏・登封・密・新安・澠池・永寧・長水・寿安・伊陽・河清）」とあり、現在の河南省北部

を広く包括していたのである。この地域は北宋の都である開封にも近く、宋代に瓷器の生産

が盛んであった。実際に現在の河南省では、宋代の窯址が多数発見されており27、史料の内

容との矛盾はない。 

現在の福建省建陽市に位置する建窯も、宮廷に瓷器を献上していたことを示す資料が存

在する。この窯では、喫茶に用いる黒釉の盞が多く生産され、宋代に闘茶が流行したのに伴

い隆盛した。北宋の徽宗が著したとされる『大観茶論』には、建窯の茶盞の説明として、「盞

の色は青黒を尊び、玉毫（玉のように美しい筋模様）

の條が長いものを上とする（盞色貴青黒、玉毫條達

者為上）28」とある。 

また、当時政府の高官であった蔡襄が著した『茶

録』、茶盞の条にも、「茶の色は白く、黒い盞に合う。

建安で造られたものは紺黒であり、紋は兎の毫のよ

うで、その坯はやや厚い。これを炙れば長く熱さを

保ち冷めにくく、最も使用に優れている（茶色白、

宜黒盞。建安所造者紺黒、紋如兎毫、其坯微厚。熁

之久熱難冷、最為要用）」とあり、当時の宮廷や高

官の間で、茶を飲む際に建窯の黒釉盞が珍重されて

いたことが確認できる。なお、建陽市水吉鎮で発見

された窯址からは、「進琖」や「供御」という、皇

帝に献上されていたことを示す銘のある黒釉碗も出土している【図 2－6】。 

建窯の瓷器が土貢として貢納されていたことを示す明確な記録は、管見の限り見つける

ことができなかった。だが、関連する記事としては、『方輿勝覧』巻 11、建寧府、土産の条

 

【図 2－6】 建窯 「供御」、「進琖」銘 

文程・林忠幹・富田哲雄訳『建窯瓷』二玄社、 

2004 年 3 月、49 頁。 
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に、 

 兎毫の盞。甌寧の水吉にて生産される。黄魯直の詩に、「建安の甆碗の鷓鴣斑」とある。

また君謨（蔡襄の字）の『茶録』には、「建安で造る黒盞は、紋が兎毫のようである。

またその毫の色が異なるものは、地元の人が毫変琖と呼び、その価値は甚だ高く、かつ

これを得ることは難しい」とある29。 

とある。土貢の対象となった特産品は、一般に「土産」として記載されることが多いため、

建窯の黒釉碗も土貢の対象となっていた可能性が高い。 

このように、宮廷や官府が瓷器を必要とした場合、土貢の制度によって一定数が献上され

ていたことは確実である。だが、臨時で貢納される土貢だけで、大量に使用される官府や宮

廷の瓷器をすべて賄ったとは考えにくい。さらに文献史料を見ていくと、土貢だけでは説明

のできないケースも存在する。次節では、土貢以外の瓷器貢納ルートについて検討したい。 

  

２．瓷器生産と税制の関わり 

 

２－１  瓷窯務と商税 

宋代は土貢の他にも、官が必要とする物品を税として徴収する制度が存在した。『宋史』

巻 186、「食貨志下 8」、商税の項に、「官が必要とする物があれば、10 に 1 を取り、これを

抽税という（有官須者、十取其一、謂之抽税）」という記述がある。政府が物品を必要とし

た場合、10 分の 1 を現物で徴収することができ、これを抽税と呼んだのである。抽税は、

宋朝政府が官物を得るための手段として広く行われ、様々な物品がその対象とされたので

ある30。なお、規定上は割合が 10 分の 1 とあるが、実際には状況に応じて税率が変化した

31。そして、『宋史』の記述では、抽税が「商税」の項目に記載されており、宋代には抽税が

商税の一部と見なされていたと判断できる。 

宋代の商税については、『宋史』巻 186、「食貨志下 8」、商税の項に、「客商が貨物をもた

らす場合、これを過税といい、1000 銭ごとに 20 を税として計上する。居住する者が市にて

商う場合、これを住税といい、1000 銭ごとに 30を税として計上する（行者賚貨、謂之過税、

毎千銭算二十。居者市鬻、謂之住税、毎千銭算三十）」とある。宋代の商税は、現物納であ

る「抽税」に加えて、貨幣納である「過税」と「住税」の計 3種類が存在していたのである。

過税とは、都市の間を往来する商人が、税関を通過するごとに支払う形態の商税である。一

方の住税は、城市で売買を行う者が納める形態の商税である32。なお、都市で生産を行って
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いた工匠は、自らの製品を販売していた場合、3％の住税を支払ったと考えられる33。そし

て、宋代には貨幣経済の浸透に伴い、過税と住税は基本的に銭で納められたのである34。 

宋代に商税の一部と見なされ、現物を納めた抽税は、もともと唐代の「什一税」の制度を

起源とする35。什一税の制度が始められた当初、納税の対象となったのは、主に建筑材料で

あった竹や木、政府が専売を行うための茶や漆器類であった36。先述の通り、唐代の段階で

は瓷器が常に必要とされなかったためか、瓷器が土貢以外に什一税として納められていた

記録は見当たらない。では瓷器が抽税を含む商税の対照となったのは、いつ頃であろうか。

これを確認するためには、瓷器生産が官員によって管理され、商税の対象となった過程を把

握する必要がある。 

現在確認できる限りでは、瓷器の生産に関わった官員の存在は、唐代末期まで遡ることが

できる。河北省定州で発見された「唐恒岳故禅師影堂紀徳之碑」には、「都知瓷窯」など 3

人の官員が記録されており、当時の藩鎮政権がすでに定窯瓷器の生産に関与していたと推

測できる37。しかしこれらの官員が、徴税に関わっていたのか、この碑文からでは判断でき

ない。目下、瓷器が税の対象と見なされていたことを示す確実な史料は、『（光緒）曲陽県志』

巻 11に引用されている、「王子山院和尚舍利塔記碑」である。本碑が建てられたのは後周の

顕徳 4年（957）であり、建碑者は馮翺という人物であった。彼は生前「龍泉鎮使」に任命

されており、同時に「鈐轄瓷窯商税務使」を兼任していたとある。なお、馮翺の赴任してい

た龍泉鎮とは、現在の河北省曲陽市に位置しており、定窯の窯址が多数発見された場所であ

る。これらの内容から、定窯瓷器の生産地には鎮使が置かれており、さらに瓷窯商税務とい

う役職を兼任し、瓷窯税（瓷器の現物納を含む）が商税として徴収されていたと考えられる

38。ここで注目すべきは、瓷窯の監督が、商税の徴収を兼任していたことであり、五代の段

階ですでに１つの機関が瓷窯税と商税を同時に徴収していたと判断できる。 

  青瓷の生産で著名であった越州窯にも、五代の段階で「監越窯磁窯務」という官員が派遣

されており、記録に残っている瓷窯務官として、趙仁済という人物を挙げることができる39。

五代の越州窯が政府の管理を受けたことに関しては、『宋史』巻 480、「呉越銭氏世家」の条

に、呉越国の銭氏が自身の管理する窯から、宋朝に対して 5万件の瓷器を貢納したという記

録がある40。宋朝への服属と恭順を示すためには、貢納する瓷器に一定の質が求められたと

考えられ、実際にこの時期の窯址からは、質の高い一群の青瓷が出土している。とくに越州

後司岙窯址から出土した青瓷は、強還元で焼成するために匣鉢を釉薬で密閉する技法を用

いており、瓷器を焼成するごとに窯道具を使い捨てていた41。これほど手の込んだ瓷器は、
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単に商品として流通させたとは考えにくく、呉越国の政府による管理下で、経済的採算を求

めずに生産されたのであろう。 

さらに、この窯の周囲では、民窯でも青瓷が生産されており、官民双方の窯場が林立する

状態であった。なお、この地域に置かれた徴税機関として、『宋会要輯稿』に「余姚県」の

商税務のみが確認でき（『宋会要輯稿』食貨 16－7、商税 2）、越州窯でも瓷窯税が商税と共

に徴収されていた可能性が高い。 

以上のように、各地に置かれた瓷窯商税務や瓷窯務では、瓷器を商税の対象と見なしてい

たと考えられる。では実際に、瓷器の現物が商税の一環である抽税として徴収されていたの

であろうか。この点については明確な記録がなく、後世の史料からの推測に頼らなければな

らない。『大元聖政国朝典章（元典章）』、戸部、巻 8、洞冶、「瓷窯二八抽分」の条によると、

元軍が禹県（現河南省禹州市、当時は鈞窯瓷器の生産地であった）を攻略した際、現地の窯

戸に対し「磁窯の旧例にて、二八抽分を辦課した（磁窯旧例、二八抽分辦課）」とあり、金

代の遺制に随い二八抽分を行ったと書かれている。そして金代の文人である元好問の遺稿

を編じた、『遺山先生集』巻 17、「寄庵先生墓碣」の中に、「方山［河南省禹県］抽分窯冶官」

という官職が見え、金代の禹県で瓷器の抽税が行われていたことが確認できる。 

これらの記述を以て、宋代にも瓷器の抽分が行われていたと断じることはできないが、宋

代に様々な物品が抽税の対象になっていたこと、瓷窯務の置かれた窯場が同時に官府用の

瓷器を生産していた事を考慮するならば、貨幣納の税と共に、現物納である抽税も行ってい

た可能性が高い。したがって、瓷器が商税として現物納の対象になるという体制は、五代に

端を発し、宋代に引き継がれたと考えられる。 

 

２－２ 景徳鎮に置かれた徴税機関 

  ここまで、いくつかの窯で瓷窯務が設置され、瓷器が商税の対象になっていたことを確認

してきた。では、宋代以降隆盛した景徳鎮にも、瓷窯務は置かれていたのであろうか。景徳

鎮は、景徳年間（1004～1007）に「鎮」となった都市である42。宋朝政府が鎮を置く条件に

ついて、南宋の高承撰『事物紀原』巻 7には、「宋朝の制度。（中略）民が聚まるも県にはな

らず、税課がある所は、すなわち鎮とした。場合によっては官員に監督させた（宋朝之制。

（中略）民聚不成県、而有税課者、則為鎮。或以官監之）」とある。民が多く、県にはなら

ずとも課税の対象となった地域を鎮として、官員を派遣して監督させたのである。景徳鎮に

ついては、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、建置の条に、「陶廠。景徳鎮は今浮梁県の西
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興郷にあり、水と土が製陶に適している。宋の景徳中に初めて鎮を置き、これによって景徳

鎮の名がついた。監鎮 1員を置いた（陶廠。景徳鎮在今浮梁県西興郷、水土宜陶。宋景徳中

始置鎮、因名。置監鎮一員）」とあり、北宋の景徳年間に商税を徴収する「監鎮」が置かれ

たことは明らかである。またこの記事は、景徳鎮で瓷器の生産を管理した「陶廠」について

の説明であるため、宋代の景徳鎮に派遣されていた監鎮も、瓷器生産に関係する官職であっ

たと考えられる。 

ちなみに、『（康熙）饒州府志』巻 4、土産の条には、「武徳 2年（619）より、陶人は假玉

器を献上し、これにより務を置いた（自武徳二年、陶人献假玉器、由是置務）」とあり、唐

の高宗の治世から瓷器を貢納したため、「務」が置かれたと記されている。しかし、唐代の

官制において、地方に務を置いていたことは確認できない。ちなみに、宋代の務については、

『宋史』巻 186、「食貨志下 8」、商税の条に、「およそ州・県にはみな務を置き、関・鎮はま

た場合によってこれを置く。大きい都市には専ら官を置き直接監察させ、小さければ県令と

佐貳官に兼任させる（凡州・県皆置務、関・鎮亦或有之。大者専置官監臨、小則令・佐兼領）」

とある。ここから、景徳鎮に務を置いて瓷器生産を監督させたのは、景徳鎮が鎮となった景

徳年間以降であると考えられる。 

 景徳鎮で瓷器の生産を監督した官員については、婺源『嵩峡斉氏宗譜』に、 

護公、字は成英。宋の真宗咸平元年（998）戊戌 8月朔旦辰時に生まれた。代々徳興の

体泉に居住していた。仁宗景祐 3年（1036）丙子、春秋明経によって、浙江にて推挙さ

れ入仕した。初め景徳鎮窯丞に任ぜられ、9年間仕事に誤りがなかった43。 

とある。また、光緒『婺源県志』巻 8、斉総管廟の条

には、「（斉氏は）宋代には浮梁陶丞に仕官し、王朝の

仕事を勤めた（宋仕浮梁陶丞、労于王事）」とあり、

婺源の名士であった斉氏が、宋朝の窯務を管理して

いたと記されている。ここから、宋代の景徳鎮には、

「窯丞」ないしは「陶丞」という官員が置かれ、御用

瓷器の製造を監督していたと判断できる。 

宋代の景徳鎮で瓷器生産を監督していた官員の存

在は、発掘資料からも確認されている。1997 年、景

徳鎮湖田窯の発掘の際に、「迪功郎浮梁県丞臣張昂措

置監造」という文字が彫られた瓶の底部が出土した

 
【図 2－7】 「迪功郎浮梁県丞臣張

昂措置監造」銘 
彭涛・彭適凡・耿宝昌・涂華『中国古代

名窯系列叢書 湖田窯』江西美術出版社、

2016 年 5 月、54 頁。 
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【図 2－7】44。この銘文については李放氏の研究があり、県丞の設置年代に基づき、南宋紹

興 18 年以降に生産されたものであると考察している45。この銘文には「窯丞」という職名

は見えないので、地方官であった県丞が、瓷器生産の監督を兼任した可能性も考えられる。

他の史料に関連する記載がなく、詳しく検討することはできないが、いずれにせよ、宋代の

景徳鎮においてすでに瓷窯務が置かれ、瓷器が商税の対象と見なされただけでなく、窯業を

管理する監督官の下で、瓷器が貢納されていたことは確実であろう。 

ちなみに、北宋末期の景徳鎮には、税制に関わる「博易務」という機関が置かれていた46。

博易務が瓷窯商税務に似た機関であると指摘する研究もあるが47、愛宕松男氏は宋代の文献

を検証することにより、博易務の主な任務は、政府が瓷器を買い上げ、他所に転売すること

でその差額を得るというものであったと指摘している48。これは王安石の改革の一環として、

市易法の影響下で成立した機関であった。市易法は元豊 5年（1082）に廃止されたので、博

易務もおそらく短期間だけ設置されていたと考えられる49。なお南宋の文献である蒋祈撰

『陶記』50には、景徳鎮の瓷器生産が不振である理由として、「ある者が言うには、博役の務

が廃されたためである（或者謂、博役之務廃矣）」とあり、遅くとも『陶記』の成立時点で

は、博役務が廃止されていたと判断できる。景徳鎮の瓷器は、北宋期には課税の対象と見な

され、更にはその生産量の多さから市易法が適用され、政府による瓷器の買い上げを受けた

のである。 

 

２－３ いわゆる「産業税」について 

ここまで、瓷器を対象とした税が、商税の中に組み込まれていたことを見てきた。しかし、

南宋の景徳鎮窯業について記した『陶記』を見ると、現物納を含んでいない税の存在も確認

できる。『陶記』には、「窯の長短には、たいてい 数51があり、官はこの長さを籍に記録し、

これによってその税のランクを定める・・・焼成を始める際、籍を按じて金銭を納める（窯

之長短、率有 数、官籍丈尺、以第其税・・・興焼之際、按籍納金）」とあり、窯の大きさ

によって籍を定め、焼造を始める際に籍に応じて金銭を納めていたようである。ここで記録

された税は、果たしていかなる性格のものであろうか。 

かつて愛宕松男氏は、『陶記』に書かれた税を「瓷課」と呼び、「産業税」の一種であると

指摘した52。愛宕氏は、元の馬端臨撰『文献通考』、「自序」において、「徴榷の方法には 2つ

ある。1つ目は山澤から得るもので、茶・鹽・坑冶を指す。2つ目は関市で得るもので、酒・

酤・征商を指す（征榷之途有二。一曰山澤、茶・鹽・坑冶是也。二曰関市、酒・酤・征商是
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也）」と２種に区別していることから、前者を産業税、後者を商税であると判断した。そし

て、山から瓷石を採掘して生産される瓷器の税は「坑冶」に含まれていたはずであり、前者

の産業税に組み込むべきだと指摘した。なお、王光尭氏も宋代の瓷器には商税と生産税が課

せられていたという見解を出しているが 、その根拠となる文献はすべて商税に関する内容

である53。さらに、斯波義信氏の『中国社会経済史用語解』では、「磁課」の解説を「磁器産

業に課せられた、産業税としての税」としており、その根拠は書かれていないが、おそらく

愛宕氏の説を採用したと考えられる54。果たして、『陶記』に記載された税は、産業税と見て

良いのだろうか。 

愛宕氏の説を検討するにあたってまず注意すべきは、氏が『陶記』を元代の文献であると

捉え、その内容を元代の制度として扱っている点である。『陶記』の成立年代については、

後に劉新園氏が南宋説を唱え55、現在は多くの研究者が南宋の文献であると認識している。

劉氏の説は、『陶記』の内容を窯業技術・管理体制・生産された瓷器など様々な側面から考

察が尽くされており、氏の説を否定する要素は見当たらない。そこで、本論文でも劉氏の説

に随い、『陶記』に記載された内容を南宋の制度と認識して考察を進める。愛宕氏の説の時

代的前提は、すでに成立し難くなっているが、『陶記』の記載にあるような瓷器に対する税

は、宋代以降も一貫して存在し続けるので、ここで税の性格を確認しておく必要はあるだろ

う。 

まず愛宕氏が言う『文献通考』の「産業税」とは、天然の物を商品とした場合や、金・銀・

錫を扱う坑冶戸に課せられた税を指している。さらに愛宕氏は、『宋史』巻 413 の、「理宗紹

定中（1228～33）、趙必愿は泉州に移り、白土課を廃止し、吏を差遣して鉄を専売とするの

を免じた（理宗紹定中（1228～33）、趙必愿移泉州、罷白土課、及免差吏榷鉄）」という記述

を引き、山から産出する白土に税がかけられたことから、それを用いて作られる瓷器も同様

の税、すなわち産業税が課せられたと考察している。 

しかし、明代の『天工開物』や、清代の『焼造瓷器則例章程』などにも書かれている通り、

瓷器の生産は古くから分業体制が採られており、山で白土を採掘する坑冶戸と、そこから瓷

器を造る陶戸は異なる人々である56。したがって、坑冶戸に課せられる坑冶税を、瓷器の生

産者にそのままかけたとは考えられない。 

また、『文献通考』、「自序」にある税の種類を確認すると、愛宕氏が産業税と見なした茶・

塩・坑冶などの税も、実際は商税に含まれていた可能性が高い。例えば、呂陶撰『浄徳集』

巻 3には、「（茶の売買において）茶を売る者はまず住税を徴収され、茶を買う者はまた過税
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を徴収される（其売茶先收住税、買茶又收過税）57」とあり、茶を生産した農家がそれを小

売商に売る際、住税を納めていたというものである。これは宋代の生産者に課せられていた

税が産業税ではなく、商税であったことを示している。もっとも、『文献通考』巻 14、征榷

考 1、征商の条には、「関市の税（商税）は、およそ布帛・什器・香薬・宝貨・羊彘、民間が

典売する荘・田・店宅・馬・牛・驢・騾・橐駝、及び商人が販売する茶・塩は、皆この税に

含まれる（関市之税、凡布帛・什器・香薬・宝貨・羊彘、民間典売荘・田・店宅・馬・牛・

驢・騾・橐駝、及商人販茶・塩、皆算）」とあり、市場で売買される物品のほとんどが商税

に含まれていたという記事もある。 

以上の点から、『文献通考』、「自序」に記載された 2種の税は、とくに産業税と商税に分

けて記載されたものではなかったと指摘できる。このように考えると、宋代の景徳鎮の陶工

に課されていた税は、必ずしも産業税と断定できないのである。 

さらに、『陶記』の記述を見ると、 

窯は尺籍があり、これを私にする者は刑を受ける。釉薬には三色あり、これを冒す者は

罰せられる。およそ官に利するものは、ひとたび欺瞞を冒せば、すなわち牙商と担夫が

一律に罪に坐す58。 

とあり、窯の大きさに応じて定められる税に不正が生じた場合、牙商（仲買人）と瓷器の運

搬人が共に罰せられるとある。産業税、すなわち生産自体にかかる税を偽ることで、牙商が

共に罰せられたとは考えられない。生産者である窯戸が払う税を偽ることで、仲買人である

牙商が同様に罰せられた事からも、窯戸が牙商に瓷器を売却した際に発生する税、つまり商

税であったと見るほうが自然であろう。 

最後に、後世の内容ではあるが、明代の瓷窯税（窯課）について触れておく。万暦『大明

会典』巻 35、課程 4 には、「商税」の項が設けられており、その中で「洪武 18 年、令を発

した。（中略）その他の魚・茶・酒・醋・礬・硝・鉛粉・黒錫・粉錫・石膏・商税・窯課な

どの諸色課は、ともに金・銀・銭・鈔に換算して徴収する（（洪武）十八年、令。（中略）其

余魚・茶・酒・醋・礬・硝・鉛粉・黒錫・粉錫・石膏・商税・窯課等諸色課、俱折収金・銀・

銭・鈔）。」と記されている。これは、商品として市場に流通するもののうち、税の対象とな

った項目を列記したものである。つまり、瓷器などの商品生産物にかかる税は、広く商税の

項に括られており、これらの項目はすべて広義の商税に含まれたと判断できる。 

以上、瓷器にかかる税は、商品生産物にかかる税であり、『陶記』に記載のあった窯戸が

支払う税は、産業税ではなく商税と見なすべきある。むしろ宋代においては、市場で売買さ
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れる物品に課せられる税は、すべて広義の商税に括られていたと考えても差し支えないだ

ろう。 

では、なぜ『陶記』には貨幣納の税のみが記載され、現物納である抽税の記録がないのだ

ろうか。抽税とは本来、政府が物品を必要とする際に発生するものである。『陶記』の内容

によると、該書が編纂された時代、景徳鎮は生産力が低下しており、博役務の廃止以降、窯

を廻る官吏もいなくなっていたとある59。このことから、当時の政府はすでに景徳鎮の瓷器

を必要としておらず、ただ貨幣納のみを要求していた可能性が高い。 

また南宋以降、地方にも貨幣経済が浸透したことで、瓷器の税に完全な貨幣納が適用され

るようになったと捉えるならば、『陶記』に記された状況は、宋代～元代にかけて、瓷窯税

が実物納を包括した抽税から、完全な貨幣納としての税に変化していく過渡期のものであ

ったと考えられる。そして税の貨幣納が普及した結果、瓷器に関する貨幣納の「瓷課」が成

立したのではないだろうか。なお、瓷課（窯冶課や窯課ともいう）は元代以降にも引き継が

れ、窯業に対する基本的な税として定着していくのである。 

 

結語 

 

唐代以前、瓷器は恒常的に徴収される物品ではなかった。そのため、政府が瓷器を必要と

した場合には、地方の特産品を臨時で貢納させる土貢の制度によって徴収されていた。土貢

として瓷器を貢納させる体制は、宋代にも引き継がれ、いくつかの窯で採用されていた。し

かし、史料に記載された数は少なく、常時課される税にはなっていなかったため、瓷器の土

貢は宋代においても臨時的な措置であったと考えられる。 

五代～宋代にかけて、窯業が税の対象と見なされるようになり、これと同時に、政府によ

る瓷器生産の監督体制も開始された。瓷器の生産を監督する機関は、同時に商税を徴収する

機関であった場合が多く、その監督は瓷器生産と商税を同時に管理していた。この経緯から、

宋代には瓷器が商税の範疇である抽税によっても貢納されるようになったと考えられる。

『宋史』巻 174、「食貨志上 2」、賦役の項には、税の対象となる事柄が列記されているが、

貨幣納と現物納が混在している60。宋代には税制が複雑化したため、宋代の商税も現物納と

貨幣納が共存する制度となっていたのだろう。 

だが、南宋の『陶記』には、瓷器の現物納が書かれておらず、貨幣納だけが記載されてい

る。ここでいう貨幣納の税は、愛宕氏の指摘したような産業税ではなく、商品生産物に対し
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て課される商税の範疇であったと考えられる。南宋以降、地方にも貨幣経済が浸透したこと

で、瓷器の税にも完全な貨幣納が適用されるようになった。つまり、『陶記』に記録された

状況は、瓷器に関する税が、完全な貨幣納へと変化する過渡期のものであった考えられる。

そして、瓷器に対する貨幣納の瓷課が成立し、元代以降も引き継がれていくのである。 

 以上、唐代～宋代には、瓷器が様々な階層に浸透し、これと同時に、宮廷や官府が瓷器を

必要とするようになったのである。官府が瓷器を恒常的に要求したために、より体系的な徴

収が行われるようになり、その結果、土貢に加えて商税（抽税）として瓷器が貢納されるよ

うになった。また、南宋期には窯業に対する貨幣納の税が課されたが、その背景として、宋

代に貨幣経済が浸透し、地方の陶工であっても貨幣で納税が行えるようになっていたこと

が指摘できる。つまり、このような税が発生したことは、瓷器生産がすでに一定規模の産業

として確立され、陶工たちは瓷器の売買によって貨幣を得ていたことを示している。瓷器生

産に対して課された税の形態には、瓷器の広範な普及、貨幣経済の浸透、商税の発達など、

当時の社会的背景が顕著に反映されていたのである。 
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第３章 元代の賦役制度と瓷器生産 

 

はじめに 

 

12 世紀末、モンゴリアから勃興したチンギス・カン（Činggis Qan）は、ユーラシアの大

部分を統治するモンゴル帝国を築いた。だが、帝国による統治は長く続かず、チンギス・カ

ンの子等による帝位継承戦争が勃発した。その間、漠南漢地大総督の任に就いていたフビラ

イ（Khubilai）は、中統元年（1260）に中国皇帝として即位し、至元 8年（1271）に国号を

「大元」と定めたのであった。元朝は漢民族の多い中華を統治するにあたって、伝統的な官

制を採用して中書省を設立するなど、様々な面で中国的要素を取り入れた。 

宋代までに幅広い階層に普及し、宮廷や官府でも使用されていた瓷器は、元朝建国後も

引き続いて重要な什器とみなされた。本章で元代の官窯を見ていくにあたって、元朝政府

が用いていた瓷器の概要を把握したい。 

『元史』巻 74、「祭祀志 3」、宗廟上の項には、 

中統（1260～63）以来、金・宋の祭器を雑え

て使用した。至治（1321～23）初め、はじめ

て新しい祭器を江浙江省において造り、その

古い祭器も悉く几閣に置いた1。 

とあり、建国された当初は、祭祀に宋と金が用い

ていた祭器を継続して使用し、至治年間から新た

な祭器を江浙行省で造らせたとある。江浙江省の

行政区域には、元代に瓷器の生産が盛んであった

景徳鎮窯と龍泉窯が含まれている。なお、元代景徳鎮窯の瓷器には、皇帝専用の紋様とさ

れた五爪龍紋2が確認でき、当時の景徳鎮窯が宮廷で用いる瓷器を生産していたことは明ら

かである【図 3－1参照】。 

特に景徳鎮窯の発展は著しく、宋代の景徳鎮では鉄分を含む青白瓷が盛んに生産された

が、元代には白瓷の改良が行われ、純白に近い発色に成功した。元の孔斉が著した『静斎

至正直記』巻 2には、 

饒州御土。その色は白亜の様に白く、毎年官員を差遣して器皿を監督・製造し、貢納

させる。これを御土窯という3。          

 

【図 3－1】景徳鎮落馬橋窯址出土  

元青花五爪龍紋 
翁彦俊・江建新・秦大樹・江小民「江西景

徳鎮落馬橋窯址宋元遺存発掘簡報」『文物』

2017 年 5 月、26 頁。 
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とある。饒州（景徳鎮）で御用の白瓷を生産した窯は、当時「御土窯」と呼ばれ、毎年瓷

器生産を監督する官員が派遣されていたことも確認できる。 

明初の洪武年間（1368～1398）に曹昭が著した『格古要論』巻 7では、元代の景徳鎮窯

について、 

古饒器。御土窯の製品は、胎が薄く潤いのあるも 

のが最も良い。素紋の折腰で口の薄いものは、胎 

は厚いといえども、色が白くて潤いがあり特に佳 

いが、その価値は定窯瓷器より低い。元朝が焼造   

した小足（小さい高台）の印花のもので、内側に   

枢府の銘があるものは、最も価値が高い4。 

とあり、白瓷の質が高く評価されていたのである。ち

なみに、この記述にある、内側に「枢府」銘が施され

た高台の小さな白瓷は、伝世品からも確認することが

できる【図 3－2】。 

また元代後期になると、白瓷の上に絵付けを施し

た様式が生み出された。酸化コバルトによる青い絵

付けを施した瓷器は「青花」【図 3－3】、酸化銅によ

り赤い絵付けを施した瓷器

は「釉裏紅」【図 3－4】と呼

ばれ、共に元代の景徳鎮窯

で開発された様式である。

このうち、青花の絵付けに

使われたコバルト顔料は、

西アジア（詳しい産地は不

明）で産出したものを使用

したと考えられ、まさに広大な交易網を築いた元代を代表する瓷器

といえよう。 

以上のように、元朝では景徳鎮窯の発展が著しく、政府の管理

下で瓷器を焼造した窯場の存在も確認できる。また本論文第１章

で述べたように、景徳鎮には浮梁磁局が置かれ、瓷器の管理を行

 

【図 3－2】元白瓷 東京国立博物館蔵 

碗の口径に比べ、底径が小さい。な

お内壁には「樞」、「府」の 2 文字が印

花で施されている。 
三上次男主編『世界陶磁全集 13 遼・金・

元』小学館、1987 年 10 月、59 頁。 

 

【図 3－3】 元青花魚紋罐  

大阪市立東洋陶磁美術館蔵 
上海博物館『幽藍神彩 元代青花瓷器特集』

上海書画出版社、2012 年 11 月、73 頁。 

 

【図 3－4】 元釉裏紅 

故宮博物院蔵 
呂成龍主編『故宮収蔵 古

代陶瓷』紫禁城出版社、103

頁。 
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ったとされている5。先行研究では、元代官窯について文献史料と考古資料に基づいて検討

されることはあっても、当時の社会背景や税制との関りの中で論じた研究は少なく、元代

の官窯を賦役制度の中に位置づける視点が欠如していた。そのため、元代に政府の管理下

に置かれた窯が、どのような管理体制の下で瓷器を生産していたのか、未だに結論が出て

いない。そこで本章では、景徳鎮窯の状況に焦点を当てて文献史料を検討することで、宋

代～元代にかけて官府による瓷器の管理体制はどのように変化していたのか、その変化は

元代の賦役制度の中でどのように位置づけられるか、歴史背景を踏まえつつ考察したい。 

 

１．元代の賦役制度 

 

１－１  元代の瓷窯税 

元朝政府も、宋代と同様に瓷器を税の対象と見なしていた。だが、元代の早い段階にお

ける瓷器の徴税に関する記録は、わずかに河南行省の記事に見えるのみである。フビライ

は至元 5年（1268）に河南行省を設置し、汴梁路の統治を開始した。その同年、河南行省

中心に位置する均州（「鈞州」と表記する場合もある）の窯戸から、瓷窯税を徴収し始め

たのである。『大元聖政国朝典章』（以下『元典章』と略す）、戸部、巻 8、洞冶、「瓷窯二

八抽分」に、以下の記録がある。 

至元 5年（1268）7 月初 5日、制国用使司。来申（関連機関（均州の総管か）から届い

た文書）に、「均州管下の各窯戸が納めるべき税課については、民戸の磁窯課程の例に

よって出納する以外に、軍戸の韓玉・馮海は軍戸の勢力を頼んで、劉元帥に告する文書

を遮り、ただ焼造した窯貨のうち 30分の 1を取るよう、施行したいと求めた」とある。

制置司が調べたところ、先に「磁窯・石灰・礬・錫の榷貨は、斟酌して課程を制定せよ」

との聖旨の節文を欽しんで奉じたという。また磁窯は旧例の二八抽分にて辦課するた

め、30 分の 1 に合わせて取るのは難しい。すでに枢密院に移咨し、所属衙門に文書を

送り、納めるべき課程について、旧例に照らして辦課する以外は、仰ぎ照らして調べ、

欽み従って施行せよ6。 

軍戸たちは瓷窯税の税率を 30分の 1の現物納にするよう求めたが、政府は旧例に従って

「二八抽分」を行う事にしたのである。この記事によると、元朝政府は瓷器を「榷貨」、

すなわち専売の品と見なし、瓷器の現物である「窯貨」に二八抽分を行うとしている。な

お、元代における 30 分の 1の税とは、元初に定められた雑税（商税を含む）の比率であ
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り7、元朝の雑税が現物納を含んでいたことが確認できる。一方、二八抽分とは、現物の

10 分の 2を現物で納める税であり、宋代の抽税と同じ税である。前章で確認したように、

二八抽分が「旧例」と見なされており、金代には均州の窯業に対して抽税が採られていた

のである。至元 5年の段階では、元朝の法制はまだ十分に整っておらず、この場合も金代

の制度を直接踏襲したと考えられる。 

この記録以外に、元代に瓷器の抽分が行われたという内容は見当たらない8。この後の史

料では、瓷器に関する税として、「額外税（雑税）」の 1種である「瓷課」が現れるように

なる 9。瓷課の実例としては、『元史』巻 94、「食貨志 2」、額外課の条に、「瓷課。冀寧

路、五十八錠」と記載されている。同様の記事は、『元一統志』巻 1に、「磁窯 20処は、

盂州にある。州の南 80里にある招賢村は、毎年官課を徴収する（磁窯二十処、在盂州。

在州南八十里招賢村、歳辦官課）」とある。これらの記録から、元代の山西地域の窯で、

瓷課が徴収されていたことが確認できる。その際、瓷課は毎年「錠」によって支払われて

いたのである。錠とは、元朝の通貨単位であり、元代前期には、交易や納税の際に錠を統

一して用いることが定められていた10。 

元代の史料で確認できる「瓷課」は、貨幣（錠）で貢納する税であり、二八抽分が適用

される抽税とは異なる。瓷課は、前章で見た『陶記』に記載された税に近いものだと考え

られる。瓷課は宋代に端を発し、元代に制度として確立されたのである。ちなみに、瓷課

は明代以降も踏襲されており、明代の地方志には、瓷課に関する記録が多く見られる。景

徳鎮窯についても、『（正徳）饒州府志』巻 1、「税課」の項に、「洪武二十四年（1391）、

（中略）窯冶課鈔二千二百四十一貫」とあり、窯冶課（瓷課の別称と考えられる）が徴収

されていたことが確認できる。 

瓷器に関する税は、五代～宋にかけて商税の一部と見なされ、貨幣納と現物納が混在し

た。しかし元代以降は、貨幣納の部分が独立して「瓷課」となる一方、抽税による瓷器の

現物納は、ほとんど行われなくなったと考えられる。 

 

１－２ 戸計制度と匠戸 

では、元代に官府が瓷器を必要とした場合、どのような制度を通じて貢納されていたのだ

ろう。これを検討するにあたって、まずは元代の戸籍制度を確認する必要がある。元朝政府

は国民を統治する際、民族や職業に応じて、民戸・軍戸・站戸・匠戸など複数の戸籍に分け、

戸籍ごとに異なる税を課した。このような戸籍制度は元代に始まったものであり、「戸計制
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度」ないしは「諸色戸計」と呼ばれる。国民の大半は「民戸」に組み込まれており、高樹林

氏の研究によると、民戸の比率は全国民の約 80％を占めていた11。手工芸品を製造する工匠

たちは「匠戸」に組み込まれ、民戸と区別された。そして匠戸は、官府に設置された「局院」

という機関の下で、手工芸品の製造に従事したのである12。 

『元史』 巻 85、「百官志 1」、工部の項には、工匠を管理する工部の職掌について、以

下の記事がある。 

［工部は］天下の営造や様々な工程に関する政令を掌る。およそ城池の修濬、土木の

繕葺、材物の受給、工匠の工程管理、局院で工匠を司る官員の選任は、すべて工部が

担当する13。 

元代の工部は、様々な営造を行うと共に、局院で工匠たちを管理する官員を選任していた

のである。工部により選抜された官員（匠官）に局院を管理させる体制は、元代に始ま

る。これにより、モンゴル族に不足していた漢人の伝統的な建築や工芸についての知識を

補い、効率よく製造工程を行わせる目的があったと考えられる。 

至元 13 年（1276）、南宋への侵攻を続けていた元朝の軍は、ついに南宋の都であった臨安

府を陥落させた。臨安府を接収した際の元軍の様子は、『元史』巻 167、「張恵列伝」に、 

至元 13 年春、宋が降伏した。伯顔（Bayan。元朝の将軍で、南宋討伐の総指揮官）は張

恵と参知政事の阿剌罕（Alaγan）等に命じて入城させ、府庫のリストを閲覧し、その

太廟及び景霊宮の礼楽器物・冊宝・郊天の儀仗を接収させた。江南の民を戸籍に編入す

るのに、工匠は合計 30 万戸であったが、張恵は技芸の優れた者のみ僅か 10 余万戸を

選び、余りはみな上奏して民戸に戻した14。 

とあり、臨安城内の調度品を接収し、さらに管内の工匠約 30 万戸の内、技能に秀でた 10万

人程を官匠とし、匠戸に編入したのであった。『元史』巻 88に列挙された局院を見ると、至

元 15年に設置されたものが多い。これらは南宋領下にいた工匠たちを接収した際に、設立

された可能性が高い。地名が付かないものが多く判断しづらいが、広東の陽山瑪瑙提挙使や、

景徳鎮の浮梁磁局は、明らかにこの時に編入した匠戸を管理するため、新たに設立された局

院であろう15。 

南宋の領域の統治を開始した直後に、多くの局院を設置した状況は、元の王惲撰、『秋澗

先生大全文集』巻 58、「孫公亮神道碑」にも、 

至元 16 年（1279）冬、正議大夫浙西道宣慰使の職を授けられ、工部の職務を兼ねて行

い、人匠 42万を戸籍に加え、局院 70数所を立てた。毎年幣・縞・弓矢・甲冑などの物
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を定めて造らせた16。 

とあり、わずか 1年のうちに 42 万人もの工匠が匠籍に加えられ、それを管理するための

局院が、70 数箇所も置かれたことが確認できる。 

元朝政府は、地域を支配下に収めたそばから局院を設置し、匠戸に様々な物品を造らせた

のである。佐久間重男氏は、元朝の統治開始直後において景徳鎮の浮梁磁局が設置されたこ

とは、宋元交代期に景徳鎮が戦火をほとんど受けておらず、元朝が早くも景徳鎮窯業を掌

握・管理させたためであったと指摘している17。しかし、元朝が南宋を滅亡させた後、１年

以内に局院を 70 以上も設けていたことを踏まえるならば、浮梁磁局の設置は決して特殊な

ケースとは言い切れない。 

匠戸について更に踏み込むと、匠戸は常に貢納品を造っているわけではなく、政府から製

作依頼があった際のみ、俸禄が支給され、製造に従事していたのである。『歴代名臣奏議』

巻 67、大德 7年（1303）、鄭介夫の上奏文には、匠戸の生活について以下の記述がある。 

匠戸の項目について、中央が選び取った匠人は、外路の工程に充てられる者とは異なる。

京師にいる者は、月ごとに家口の衣・糧・塩・菜等の銭が供給され、また店舗を開いて

買売し、徭役に応じる暇に、自ら家に帰り手工芸品を製作することができる。みな元来

の匠人であり、本役に供応しており、たとえ仕事が無くても問題はない。［一方で］外

路が登記した匠戸は、ことごとく貧民であり、みな生業がない。もともと城市に住む市

民であれば、局院に近づき、それに頼って生業とし、なおも生活に堪えられるが、それ

はわずかな戸である。その各県村落に散在する者は、十中八九局院と距離を隔てること

数 10百里であり、前に［徭役としての］工程が迫り、後に妻子を顧みるため、往来に

は忙しく駆け回り、実に狼狽する状況である。得るはずの衣服や糧食も、また多くが官

司によって不当に控除させられる18。 

元朝の制度において、内路とは中書省が直轄する地域（山東、山西、河北、内蒙古等、早く

から元朝の統治下に置かれていた地域）を指し、それ以外は外路と呼ばれ、内外では異なる

制度が取られた。この記事では、京師に居住する匠戸は、徭役の暇に、自身の生業としての

工芸品製作を行っていた様子が書かれている。一方、地方の匠戸は徭役地が遠く、本来の生

業もままならず、困窮していたようである。景徳鎮は外路であったが、生産規模の大きな窯

業都市であり、御用の瓷器を管理する機関も置かれていた。また、民窯による瓷器生産も盛

んであったことから、陶工たちは自身が製造する瓷器の売買で利益を得ていたと考えられ、

本文で述べられた京師の状況と似通っていたと考えられる。したがって、匠戸に属していた
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陶工たちは、徭役のない間は自身の工房で瓷器を作り、販売を行うことで、生計を立ててい

たと判断できる。 

以上、匠戸は他の戸籍と異なり、政府によって生産活動に従事させられていた。このよ

うな形態は、一種の「徭役」であったと見ることができる。なお、詳しくは本論文第 6章

で確認するが、明代にも匠戸は存在し、徭役として生産活動に従事することが課せられて

いた。明代のこの制度は、元代の戸計制度を基に成立したと考えられる。元代に確立され

た工匠に対する徭役は、後に明清官窯が成立する上での、重要な制度的土台となったので

ある 

 

２．元代景徳鎮窯業の管理体制 

 

２－１ 浮梁磁局について 

ここまで見てきたように、元朝は統治下の工匠を、匠戸という特殊な戸籍に組み込み、

局院の管理下に置いた。当時すでに窯業都市として著名であった景徳鎮でも、陶工たちを

匠戸に組み込み、至元 15年に局院としての浮梁磁局を設置した。『元史』巻 88、「百官志

4」、将作院の条に、 

諸路金玉人匠総管府、秩正三品。宝貝金玉の冠帽、繫腰束帯、金銀の器皿の製造、総

諸司局の職務を掌る。中統 2年に初めて金玉局を立てた。秩正五品。（中略）浮梁磁

局、秩正九品。至元 15年（1278）に立て、磁器の焼造、漆製の馬尾藤笠帽などを造

る職務を掌る。大使、副使各 1員を置く19。  

とある。浮梁磁局については、『元典章』、吏部、巻 1、官制、職品、「内外文武職品」の項

の、正九品、外任、諸職、匠職、雑造局副提挙、局副使の条に、「・・・大同織染、順徳織

染、浮梁磁、唐像、・・・」と記されており、元代の史料からもその存在が確認できる。 

だが『元典章』には、浮梁磁局の副使が正九品であったとしか書かれておらず、大使の

品級が示されていない。もっとも、前掲の『元史』では、正九品がどの官員かさえも書か

れていなかったが、この遺漏は『元史』が『元典章』を基に編纂された際、大使か副使か

を考慮せずに、品級のみを転記したことで発生したと推測できる。 

では、浮梁磁局の大使は、何品に属していたのであろうか。『元史』巻 82、「選挙志

2」、銓法上には、匠官の品級について以下のようにある。 

およそ匠官について、至元 9年（1272）、工部がそれぞれ管理する戸数と、2000 戸の上
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から 100 戸の上まで、各路の管匠官の品級を調査した。（中略）元貞元年（1295）、湖広

行省が定擬したことを許し、3000 戸以上の提挙司は従五品、提挙は従五品、同提挙は

正七品、副提挙は正八品となった。2000 戸以上の提挙司は正六品、提挙は正六品、同

提挙は従七品、副提は挙従八品となった。1000 戸以上の局について、局使は正七品、

副使は正八品となった。500 戸以上の局について、局使は従七品、副使は正九品となっ

た。500 戸以下については、院長 1員が置かれた20。 

これによると、浮梁磁局のように局副使が正九品であった場合、局大使は従七品に属したと

判断できる。また、浮梁磁局は 500 戸～1000 戸を管理する局であり、あまり大きな局院と

見なされていなかった。このため、提挙使が設けられず、従七品の大使と、正九品の副大使

の 2 員によって管理されたのである。なお、『元典章』、吏部、巻 3、局院官、「工匠局官品

級」の条では、これらの品級の改正が至元 24 年（1287）に行われたとあるが21、どちらの年

代が正しいのか上記の史料だけでは判断できない。 

つづいて、浮梁磁局が属していた機関について検討したい。『通制条格』巻 30、「営繕」、

判署提調には、 

 至元 9年（1272）6 月、中書工部の陳述によると、各路の局院はみな総管府の管領に編

入され、その各路の官吏には、匠戸を管理する人員がいた22。 

とあり、元代の局院と匠戸は、基本的に工部に属し、各地域に設置された局院は、総管府に

よって管理されたのであった。ここでいう総管府とは、「諸路金玉人匠総管府」を指すと考

えられる。『元史』巻 88、百官志によると、諸路金玉人匠総管府は、中統 2年（1261）に成

立した金玉局を基礎とし、至元 3 年（1266）に総管府となった。また至元 9 年（1272）以

降、各地の局院を下属機関として包括していたことから、匠戸を管理し、手工芸品の貢納を

掌る役割を担ったと考えられる23。 

一部の研究者は、『元史』の中で、浮梁磁局が将作院の項に記載されているため24、至元 30

年に将作院が成立して以降、浮梁磁局も将作院の下属機関になった、と指摘している25。し

かし蔡玫芬氏は、『元史』の記事に基づき、至元 30年よりも前に 2人の官員がすでに将作院

に属していたことを挙げ、将作院が至元30年以前に成立していた可能性を提示している26。

本論文でも、将作院の成立年代について、検討を加えてみたい。 

『元史』は明初に成立した史書であり、元代の文献を基に編纂したはずであるが、『元史』

以外の史料では、将作院が至元 30年に成立したという内容は書かれていない。なお、至元

30 年に将作院で起こった出来事を『元史』に求めると、巻 84、「選挙志 4」、考課の条に、
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「（至元）30年、省によって許可され、将作院の訳史の人員などは、省部によって選発した

者を、考満（一定期間の審査）により正七品を授ける（（至元）三十年、省准、将作院令訳

史人等、由省部選発者、考満正七品遷叙）」とある。ここでは、至元 30年に正七品の官員を

置いたと書かれているだけで、この年に将作院が成立したとは読み取れない。 

他にも『元史』の記事によると、至元 30 年以前に将作院の官員であった人物として、阿

尼哥と呂合剌を挙げることができる27。元代の史料である『通制条格』や『南村輟耕録』で

も同一人物の名前は確認でき、工匠に関する職務を担っていたが、将作院の官員であるとは

書かれていない28。このため筆者は、本来将作院という名称は、工匠を使役して宮廷内で使

用する物品を製作させる機関の漠然とした呼称であり、正式な衙門名ではなかったと考え

る。そして至元 30年になって初めて、七品官が常設され、将作院が正式な衙門と認識され

るようになったのではないだろうか。 

元朝政府は国情の安定に伴い、手工芸品の生産をさらに積極的に行うため、製造管理を担

う官員を増設したのであろう。至元 30年の将作院における七品官の設置は、このような時

代背景によるものだと考えられる。なお、元朝政府の工匠に対する管理は、時代を経るにつ

れてさらに整備されていった。『通制条格』巻 6、選挙、匠官の条に、以下の記事が見える。  

皇慶元年（1312）12 月 26 日、中書省が上奏して許された、煩雑な事を減らす案件のあ

らましに、「行省が諮文にて通知し匠官に考満を行うのに、都省（中書省）が吏部に判

（決裁した内容）を送り、照らし合わせて確認し、工部に移文し決定していたが、手続

きが繁雑である。今後行省は別に匠官を勘合する簿冊を置き、工部に発付して収受・管

理させ、すぐに判を送り照らし合わせ備え、職に充てることを決定し、吏部に移関し、

例によって施行せよ」とある29。 

従来煩雑であった匠官の任命方法に対し、皇慶元年以降、中書省の裁可を経ずに各省の裁

量で匠官に考満を行うことが許され、各地の工匠たちをより簡便に管理できるようにした

のである。 

さらに、『（康煕）浮梁県志』巻首には、泰定 2年（1325）の『浮梁州志』（現在は散逸し

ている）の序文が引用されており、その中には「余がこの州の太守となった 3月、郡刺史清

泉段公は皇帝の旨を承り、董陶（窯業の監督）のため州にやってきた（余出守是州之三月、

郡刺史清泉段公蒙旨、董陶至州）」とある。ここにある段公とは、当時饒州路総管であった

段廷珪を指すと考えられ、皇帝の命により「董陶」を行う官員が派遣されたと判断できる。

当初は局院に任せて工芸品の製作管理を行っていただけであったが、ここに来て、路の総管
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が皇帝の命により瓷器生産を監督するようになったのである。元朝政府による手工業の統

制が、より積極的になっていた様子が見て取れる。 

最後に、浮梁磁局の性格について検討を加えたい。元代の局院は匠戸を管理する機関であ

り、専用の作房が設けられていたとは限らない。しかし元代には、窯業設備が確実に設けら

れていた機関も存在した。例えば、『元史』巻 90、「百官志 6」の記載によると、中統元年

（1260）に「大都四窯場」という窯場が設置され、大都で使用する琉璃瓦などの生産が行わ

れた30。このケースのように、機関の名に「場」がついていれば、製造を行う設備が併設さ

れていた例も確認できるが、「局」はあくまで工匠を管理するだけの機関であったと考えら

れる。 

さらに、窯址の考古発掘によって得られた出土資料からも、浮梁磁局の性格を検討できる。

元代景徳鎮の窯址として、湖田窯址と落馬橋窯址の考古発掘が行われた際、五爪龍紋などの

御用瓷器が出土した同地点から、商品として量産されたと見られる粗雑な瓷器も供出して

いた31。これらの出土状況により、景徳鎮の局院である浮梁磁局が、御用の瓷器を専門に焼

造した窯場である可能性は低く、陶工に徭役を課すことで、民窯内部で御用瓷器を生産させ

る管理機関であったと判断できる。 

 

２－２ 税提領について 

元代の景徳鎮には、浮梁磁局以外にも瓷器の賦役に関わる機関が置かれていた。これは

『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」の、「元は景徳鎮税課局をあらため、監鎮は提領になっ

た（元更景徳鎮税課局、監鎮為提領）」という記述に見える、「景徳鎮税課局」である。宋代

に監鎮としての役割を果たした税課局は、主に商税を徴収する機関であった。これが元にな

ると提領に変化する。提領とは、倉庫庫務に関わり、国家が必要とする物品や税の徴収を掌

る機関のことである32。 

景徳鎮に置かれた提領については、『元典章』、吏部、巻 1、官制、職品、「内外文武職品」

の項に、従八品の税提領、五百定之上として「浮梁景徳」と記載されている。また『元典章』、

吏部、巻 3、場務官、「内外税務窠闕」の項には、「江浙江省四十処。・・・浮梁県景徳務、正

八」とある。 

史料によって、従八品と正八品の差が見られるのは、記事の作成年代の差異によるもので

あろう。元代の規定によると、徴収する税額が 1年あたり 100 錠を越える城市には、提領 1

員と務使 1員が派遣された。至元 30 年以降、税額が 500 錠以上の税課局の提領を従八品と
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し、1000 錠以上の税課局の提領を正八品としたのである33。したがって、景徳鎮税提領の品

級が昇格したことは、景徳鎮の税収が増加していたことを示している。これら従八品ないし

は正八品の税提領は、前述の『江西省大志』にみえる「提領が税收を司る税課局」と同一の

機関であると考えられる。 

元代の景徳鎮には局院である浮梁磁局が設置され、瓷器生産に対する徭役制度が確立さ

れた。だが同時に、景徳鎮には匠戸の選別に漏れ、徭役を課せられない陶工も存在したと考

えられる34。また、匠戸であっても、徭役に従事する時以外は、自らの工房で瓷器を製造し

ていたのである。無論、これら貢納する必要のない瓷器であれば、瓷器の売買によって発生

する税を納める必要があったはずである。前述のとおり、元代の貨幣で納める瓷窯税は「瓷

課」と呼ばれ、景徳鎮の税提領が瓷課の徴収を担ったと考えられる。清代の陶瓷研究書であ

る藍浦撰『景徳鎮陶録』巻 5には、元代景徳鎮の状況として「みな命令があれば則ち供し、

命令がなければ則ち止め、税課するのみであった（皆有命則供、否則止、税課而已）」と記

されている。この記録は清代中期のものではあるが、元代の匠戸が置かれていた状況を端的

に述べており、元代の史料に書かれた内容とも矛盾はない。 

この他にも、『元史』巻 91、百官志には、諸路総管府（各地方に設置された官府、地方官

の衙門を指す）に所属する機関として、以下の機関が列記されている。 

諸路総管府、至元初（1264）置。 

雑造局、大使一員・副使一員。 

府倉、大使一員・副使一員。 

恵民薬局、提領一員。 

税務、提領一員、大使・副使各一員。 

ここから、1つの都市の中に、匠戸を管理する局院「雑造局」と、商税などの税収を管理す

る「税務」が併設されていたと判断できる。これを元代の景徳鎮に当てはめるならば、雑造

局が浮梁磁局であり、税務が税提領に該当したと考えられる。 

ちなみに『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」によると、明代の御器廠内にも、税を管理

する景徳鎮監鎮官が駐在した「官署」と、工匠を監督する「督工亭」が存在していた（第 7

章で詳しく確認する）。元代に置かれた「税の徴収官」と「工匠の監督官」という 2員によ

る窯業の管理体制は、明代にも引き継がれ、御器廠の管理機構の基礎になっていたと推測で

きる。 

以上、元代の景徳鎮にいた匠戸は、局院によって管理される徭役が課され、匠戸たちは注



76 

 

文に応じて瓷器の生産を行った。そして注文がないときには、匠戸は商品として瓷器を製作

し、それにかかる税を貢納していた。この際、瓷器にかかる税は額外税の瓷課と呼ばれ、錠

を用いて貢納されたと考えられる。 

 

結語 

 

 本章では、宋～元にかけて官府による瓷器の管理体制はどのように変化していたか、その

体制は元代の賦役制度の中でどのように位置づけられるか、文献史料を基に考察してきた。 

まず元代は、官窯体制の大きな転換期であったと指摘することができる。宋代以前、政府

が瓷器を必要とした場合、民窯で生産された瓷器を、土貢や抽税などの手段で徴収していた。

これが元朝になり、陶工が匠戸に組み込まれると、陶工は徭役という形で瓷器生産を行う事

が制度化された。なお、明代の御器廠では、工匠に徭役を課すことで労働力を提供させてい

たが、この制度の土台は元代すでに出来上がっていたのである。瓷器を賦税の一環として納

めた宋代から、瓷器を製作する工匠に徭役を課す元代への変化は、中国の官窯史上極めて大

きな意義を持ったといえよう。 

また、元代の景徳鎮には浮梁磁局が設置されたが、同時に瓷課を徴収する税提領も置かれ

ていた。瓷器の売買にかかる貨幣納の税は、宋代すでに原型が存在していたが、元代になっ

て制度化され、各地で徴収されるようになった。瓷課は、窯課や窯冶課として史料に記され

る場合もあるが、その本質は変わらず、明代以降も継承され、窯業の基本的な税として定着

するのである。 

さらに、元朝政府は匠戸を編成し、工匠たちの身分を保証したことで、工匠たちは工芸品

の製作に集中できるようになり、工芸技術の水準が高められた。蘇天爵が元統 2年（1334）

に著した、『国朝文類』巻 42、「経世大典序録」、諸匠の条に、「国家は初めて中夏（中華）を

平定した際、制作に工程があり、ついに天下の工匠を集め、これを京師に集結させ、種類を

分けて局院を置いた。そしてそのレベルを考慮し、工匠に工食を給い、その戸の税を免除し、

それぞれの技芸を専門で行わせた。このため我が朝の諸工の制作は精巧となり、みな従来の

ものに勝ったのである（国家初定中夏、制作有程、乃鳩天下之工、聚之京師、分類置局。以

考其程度、而給之食、復其戸、使得以専於其芸。故我朝諸工制作精巧、咸勝往昔矣）」とあ

り、戸計制度によって手工芸品の質が高まったという認識が、元代すでに存在していたこと

が見て取れる。元代の景徳鎮では、枢府白瓷、青花、釉裏紅などの様式が多数生み出されて
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いたが、これらはまさに戸計制度の恩恵を受けて誕生したと考えらえる。 

元朝政府が戸計制度を敷き、工匠に徭役を課すことで、職種に特化した形の税制を作り上

げた。これは、彼らの生業を保証することにもつながり、工芸技術の発展を促進したのであ

った。そしてこの時期に成立した窯業の管理体制と、それによって生み出された製品は、後

の時代にも継承され、明清官窯が成立する上での重要な土台になったのである。元朝の統治

期間は決して長くはなかったが、中国の陶瓷史においては、極めて重要な変革の時代であっ

たと位置づけられよう。 
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戸、余悉奏還為民。」 

15『元史』巻 88、「百官志 4」、将作院の条、「陽山瑪瑙提挙使、品級は従五品。至元 15 年

（1278）に置く。提挙 1員、同提挙１員、副提挙１員、品級は前に同じ（陽山瑪瑙提挙使、

秩従五品。至元十五年置。提挙一員、同提挙一員、副提挙一員、品秩同前）」。なお、浮梁磁

局については、前掲註 5を参照のこと。 
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16 「（至元）十六年冬、授正議大夫浙西道宣慰使、兼行工部事、籍人匠四十二万、立局院七

十余所。毎年定造幣縞・弓矢・甲冑等物。」 

17 佐久間重男「宋元時代の景徳鎮窯」（『景徳鎮窯業史研究』第一書房、1999 年 7 月）73頁。 

18 『元代奏議集録』（浙江古籍出版社、1998 年 9 月）巻下、104～105 頁、「如匠戸一項、随

朝所取匠人、与外路当工者不同。在京都者、月給家口・衣・糧・塩・菜等銭、又就開舗席買

売、応役之暇、自可還家工作。皆是本色匠人、供応本役、雖無事産可也。外路所簽匠戸、尽

是貧民、倶無抵業。元居城市民、与局院附近、依靠家生、尚堪存活、然不多戸也。其散在各

県村落者、十中八九与局院相隔数十百里、前迫工程、後顧妻子、往来奔馳、実為狼狽。所得

衣糧、又多為官司掯除。」 

19 「諸路金玉人匠総管府、秩正三品。掌造宝貝金玉冠帽、繫腰束帯、金銀器皿、并総諸司局

事。中統二年、初立金玉局、秩正五品。（中略）浮梁磁局、秩正九品。至元十五年立。掌焼

造磁器、漆造馬尾藤笠帽等事。大使、副使各一員。」 

20「凡匠官、至元九年、工部験各管戸数、二千戸之上至一百戸之上、随路管匠官品級。（中略）

元貞元年、准湖広行省所擬、三千戸之上提挙司従五品、提挙従五品、同提挙正七品、副提挙

正八品。二千戸之上提挙司正六品、提挙正六品、同提挙従七品、副提挙従八品。一千戸之上

局、局使正七品、副使正八品。五百戸之上局、局使従七品、副使正九品。五百戸之下、院長

一員。」 

21 『元典章』、吏部、巻 3、局院官、「工匠局官品級」に、「至元二十四年、湖広行省准中書

省咨」とあり、「今江南匠戸の品級を定めるのに、局院に編入された工役匠戸の数で計算す

る。（中略）局副使。1000 戸以上であれば、局使は正七品、副使は従八品。500 戸以上であ

れば、局使は従七品、副使は正九品（今定江南匠戸品級、以入局工役匠戸為数。（中略）局

副使。一千戸之上、局使正七、副使従八。五百戸之上、局使従七、副使正九）」と記されて

いる。 

22 「至元九年六月、中書工部照得、各路局院併入総管府管領、其各路官吏、為有管匠人員。」 

23 『元史』巻 88、「百官志 4」、「諸路金玉人匠総管府、秩正三品、掌造宝貝金玉冠帽、繋腰

束帯、金銀器皿、并総諸司局事。中統二年、初立金玉局、秩正五品。至元三年、改総管府、

置総管一員。」 

24『元史』巻 88、「百官志 4」、将作院の条、「将作院、秩正二品、掌成造金玉・珠翠・犀象・

宝貝・冠佩・器皿・織造・刺繍・段匹・紗羅・異様・百色造作。至元三十年始置。院使一員、

経歴、都事各一員。（中略）浮梁磁局、秩正九品。至元十五年立。掌焼造磁器、漆造馬尾藤



80 

 

                                                                                                                                                     

笠帽等事。大使、副使各一員。」 

25 李民挙「浮梁磁局与御土窯器」（『南方文物』1994 年第 3期）。江建新・江建［小］民「浮

梁磁局及其窯場与産品」（『南方文物』2008 年第 1期）。 

26 蔡玫芬『大汗的世紀 蒙元時代的多元文化与芸術』（台北国立故宮博物院、2001 年）242

頁。 

27 『元史』巻 10、「世祖本紀」、「（至元 15年正月）以阿你哥為大司徒、兼領将作院」。『元史』

巻 11、「世祖本紀」、「（至元 17年 11 月）賜将作院呂合剌工匠銀鈔、幣帛」。なお彼らの存在

は、蔡玫芬氏によって既に指摘されている（前掲註 26参照）。 

28 『南村輟耕録』巻 24（中華書局版、294 頁）では、「劉元、字秉元、薊之宝坻人、官至昭

文館大学士、正奉大夫、秘書監卿。（中略）至元七年、世祖建大護国仁王寺、厳設梵天仏像、

特求奇工為之、有以元荐者。及被召、又従阿尼哥国公学西天梵相、神思妙合、遂為絶芸」と

ある。『通制条格』巻 18、「関市、和雇和買」（中華書局版、527 頁）には、「至元五年八月、

中書省奏、中都路毎年応辦馬駝稈草、据忙兀魯海牙、那懐、呂合剌、也的迷失等所管人匠、

合無与民一体和買」とある。 

29 『通制条格』巻 6、選挙、匠官、（中華書局版、304 頁）、「皇慶元年十二月二十六日、中書

省奏准、減繁事内一件節該、行省所咨考満匠官、都省判送吏部比対勘合、移関工部定擬、似

渉文繁。今後行省別置匠官勘合文簿、発付工部收掌、就行判送、比対完備、定擬窠闋［闕の

誤りか］、移関吏部、依例施行。」 

30 『元史』巻 90、「百官志 6」、「大都四窯場、秩従六品、提領、大使、副使各一員、領匠夫

三百余戸。營造素白、琉璃磚瓦、隷少府監。至元十三年置。其属三。南窯場、大使、副使各

一員。中統四年置。西窯場、大使、副使各一員。至元四年置。瑠璃局、大使、副使各一員、

中統四年置。」 

31 景徳鎮の湖田窯と落馬橋窯において、官民の瓷器が供出した状況は、劉新園・白焜「景德

鎮湖田窯考察紀要」（『文物』1980 年 11 期）、曹建文・徐華峰「近年来景徳鎮元代青花窯址

調査与研究」（『故宮博物院院刊』2009 年第 6期）、翁彦俊・江建新・秦大樹・江小民「江西

景徳鎮落馬橋窯址宋元遺存発掘簡報」（『文物』2017 年 5期）、江建新「論落馬橋窯址出土的

元青花瓷器－兼論元代窯業的若干問題」（『文物』2017 年 5 期）に詳しい。 

32 藍浦著・愛宕松男訳注『景徳鎮陶録』巻 1（平凡社、1987 年 1月）85 頁。 

33 『元史』巻 82、「選挙志 2」、銓法上、「凡税務官陞転、至元二十一年、省議、応叙辦課官

分三等、一百錠之上、設提領一員、使一員。五十錠之上、設務使一員。五十錠之下、設都監
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一員。十錠以下、従各路差人管辦。（中略）三十年、省擬、提領二年為満、省部於流官内銓

注、一万錠之上擬従六品、五千錠之上擬正七品、二千錠之上擬従七品、一千錠之上正八品、

五百錠之上従八品。」 

34 『元史』巻 167、「張恵列伝」には、「至元 13 年（1276）春、宋は降伏した。（中略）江南

の民を戸籍に割り振るのに、工匠は合計 30万戸であったが、張恵は技芸のある者のみ僅か

10 余万戸を選び、余りはみな上奏して民戸に戻した（（至元）十三年春、宋降。（中略）籍江

南民為工匠凡三十万戸、恵選有芸業者僅十余万戸、余悉奏還為民）」とあり、この記述から、

江南の工匠がすべて匠戸に組み込まれていたわけではないことは明らかである。 
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第２部 明代官窯の性格 
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第 4 章 明初の御用瓷器生産システム 

―御器廠の成立年代に関連して― 

 

はじめに 

 

1368 年、元末に発生した紅巾の乱を平定した朱元璋は、応天府（現在の南京）において

洪武帝として即位し、国号を明と定めた。様々な面で倹約政策を採った洪武帝は、瓷器を

質素な素材と見なし、祭器をすべて瓷器で作るように指示した（後述）。明代には、政府の

掲げる倹約を実現する器物として、瓷器の重要性が増したのである。そして明朝政府は、

景徳鎮に官営の窯場である御器廠を設置した。これまでは民間の陶工を集めて、労働力の

みを提供させていたが、ついに政府が直接的に窯場を管理・運営することになったのであ

る。景徳鎮窯は明代を通じて大いに発展し、中国最大の窯場へと変貌を遂げたが、御器廠

が設置されたことは、その重要な契機となった。 

しかし、御器廠の成立は重要な出来事であるにもかかわらず、その成立年代に関して未

だに定説がない。御器廠が成立した年代は史料によって異なっており、先行研究では主に

洪武 2年（1369）、洪武 35 年（1402）、宣徳元年（1426）の 3説が採られている。これら 3

説の御器廠成立時期は、それぞれ洪武帝、永楽帝、宣徳帝の即位直後に当たり、採る説に

よって御用瓷器生産の時代背景が大きく変わってしまう。このため、明代官窯制度を研究

するうえで、御器廠の成立年代を確定することは極めて重要な課題となる。以下に主な先

行研究を挙げ、各説の根拠を整理したい。 

洪武 2 年説は、『景徳鎮陶録』巻 5 にある、「洪武 2 年、廠を景徳鎮の珠山山麓に設け、

陶瓷器を作り京師に供給し、はじめて官瓷と称し、民窯の製品と区別した（洪武二年、設

廠於鎮之珠山麓、制陶供上、方称官瓷、以別民窯）」の記述に拠ったものである。また、洪

武 35 年説は、万暦 25 年『江西省大志』巻 7の、「洪武 35 年（1402）、はじめて窯を開き瓷

器を焼造し、京師に送り宮中の用に供した。御廠 1 所と官窯 20 座があった（洪武三十五年、

始開窯焼造、解京供用。有御廠一所・官窯二十座）」という記述に拠ったものである。 

これら 2 説について、劉新園氏は、崇禎 10 年（1637）「関中王老公祖鼎建貽休堂記碑」

の記述（第 1 節で述べる）を紹介し、洪武 2 年に陶廠が置かれ、それを基に洪武 35 年に御

器廠が築かれたとしている1。洪武 2 年説、洪武 35 年説の双方を整合させた研究といえる。 

洪武 2年から 35 年にかけて御器廠が段階的に成立したという見方は、方李莉氏によっ
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てもなされており、洪武 2年に瓷器を宮中に貢納する公署が開かれ、洪武 35 年に窯が築か

れたと述べている2。しかし、洪武 2 年説を採る研究者も存在し、金和天氏は『景徳鎮陶録』

の記録と考古学調査を照合させ、洪武 2 年に御器廠が成立したと見なしている3。また、汪

慶正氏は、洪武年間に景徳鎮で御用瓷器が生産されていたことは確実だが、御器廠の設置

年代については今一歩研究が必要であるとしている4。このように中国では、洪武年間に御

器廠が置かれたとする見方が強い。 

宣徳元年説は、佐久間重男氏が初めて提示したものである。佐久間氏は『明史』巻 43、

「地理志 4」、江西饒州府浮梁県の項にある、「西南に景徳鎮がある。宣徳初め、御器廠を

ここに置く（西南有景徳鎮。宣徳初、置御器廠於此）」という記述に、『宣宗実録』にある

瓷器注文の記録5を照合させ、宣徳元年説を立てた6。これ以後、日本の研究者は佐久間氏

の説を受け、宣徳元年説を採る場合が多い。 

味岡義人氏は地方志の記述に基づいて、宣徳年間には御器廠と呼ばれる機関が 2つ存在

したことを指摘するが、共に御器廠を構成する機関であると判断し、御器廠の成立は宣徳

元年としている7。金沢陽氏は佐久間氏の説により宣徳元年説に立ちながらも、近年の考古

学調査を受け、宣徳元年以前に官営工場が成立していた可能性を指摘している8。また中国

の研究者では、王光尭氏が『宣宗実録』に見える御用瓷器の注文記録などをもとに、宣徳

元年説を採っている9。 

以上のように、御器廠の成立年代に関しては諸説紛紛する状態であり、未だに定説を見

ていない。先行研究の多くは、限定された史料の表面的な考察にとどまっており、この状

態を打開するためには、新たな視点からの検討が必要であると考えられる。 

そもそも官窯制度は、生産機構である窯場と、注文を出す管轄機関によって初めて成立

する。だが御器廠に関する従来の研究は、景徳鎮にばかり目が向けられており、そこに指

示を出していた宮中の機関に関する研究は行われてこなかった。御器廠が宮廷の意向によ

り設置された機関であるならば、当然宮中の制度にも目を向ける必要がある。明代初期の

官窯制度を総合的に把握して、初めて、御器廠成立に関する問題を解決する糸口が見えて

くるのではないだろうか。 

そこで本章では、これまで採り上げられなかった御用瓷器生産に関する宮中のシステム

を解明し、明初の官窯制度を包括的に把握する。そしてそれらを踏まえたうえで、あらた

めて御器廠の成立年代を検証していきたい。 

なお、本章で御器廠の成立年代を考察するにあたり、筆者が考える御器廠の定義を提示
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しておく。「御器廠」とは、①景徳鎮の中心である珠山に位置し、②明代の御用瓷器を生産

した工房であると同時に、③瓷器を選別し宮中に送る、官署としての役割を兼ねた機関の

ことである。本論文では①～③が備わった段階を以て御器廠の成立と見なす。 

 

１．明初の御用瓷器生産 

 

１－１ 洪武年間の用瓷 

1368 年、太祖洪武帝は応天府において即位し、明朝を建国した。洪武帝が国家の体制を

整えていく過程で、早くから国家祭礼に力を入れていたことは、『明史』巻 47、「礼志 1」

にある、「明太祖は初め天下を平定し、他の職務はまだ行う暇がないうちに、まず礼・楽の

二局を開き、広く耆儒（年長の大儒者）を集め、役所を分け儀礼や音楽を研究させた（明

太祖初定天下、他務未遑、首開礼・楽二局、広徴耆儒、分曹究討）。」という記述からも明

らかである。貧農の出身であった洪武帝は、儒教を擁護し、祭礼を重んじることで、中華

支配の正当性を獲得していったのである。 

洪武帝は礼に関する制度を多く定めており、祭祀の具体的な方法に関する記録が残って

いる。その中で祭器に関しては、『（万暦）大明会典』巻 201、工部、器用の項に、「洪武 2

年（1369）、祭器はすべて瓷器を用いると定めた（（洪武）二年、定祭器皆用瓷）」とあり、

洪武 2年の段階で祭器として瓷器を用いていたことが読み取れる。 

また祭器のみならず、宴会などの際に用いる器皿にも瓷器が多用されていた。洪武 26

年(1393)に成立した『諸司職掌』、礼部の項に、器皿の材質に関する詳細な規定がある。 

房屋の道具の等級。1、器皿。公侯・1 品・2 品は、酒注・酒盞は金器を用い、他は銀

器を用いる。3 品から 5 品は、酒注は銀器を用い、酒盞は金器を用いる。6 品から 9

品は、酒注・酒盞は銀器を用い、他は皆瓷器・漆器・木器を用い、朱紅及び抹金・描

金を用いる事、龍鳳紋で装飾する事を許可しない。庶民の酒注は錫器を用い、酒盞は

銀器を用い、他は瓷器・漆器を用いる10。 

上位の官員は金銀器の使用が中心となるが、6 品以下の官員は瓷器を使用するよう定めら

れたのである。官員の人数を踏まえると、必要となる器皿は相当な量に及ぶはずであり、

洪武年間の宮中では大量の瓷器が用いられていたと考えられる。 

さらに祭礼における使用にとどまらず、朝貢体制においても大量の瓷器が使用された。

『明史』巻 324、「外国列伝 5」、占城の条には、 
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洪武 16 年（1383）、占城国は象牙 200 本及び特産品を献上した。官を派遣し、勘合・

文冊及び織金文綺（金糸を織り込んだ絹織物）32 件・瓷器 19000 件を与えた11。 

とあり、『明史』巻 324、「外国列伝 5」、真臘の条にも、 

洪武 16 年（1383）、使者を派遣し勘合・文冊を持って行き、その王に与えた。（中略）

再び使者を派遣し、織金文綺 32 件・瓷器 19000 件を与えた12。 

とある。占城は現在のベトナム中部に勃興したチャンパ王国を指し、真臘は現在のカンボ

ジアに当たるクメールである。これらの国は、洪武年間に明朝に対して朝貢を行っており、

その対価として明朝から絹織物や瓷器が下賜されたのである。なお、下賜された織物が 32

件であるのに対し、瓷器は 19000 件と桁違いに多い。朝貢体制において、瓷器は明朝の威

信を示し、文化の先進性を表す物品として、大きな役割を担ったのであろう。 

このように洪武年間には、瓷器が祭祀や下賜として用いられた記録はあるが、一方で奢

侈品として使用されていた記録は確認できない。明初の段階において、瓷器は鑑賞に用い

る贅沢なものではなく、国家を運営していくうえで必要な実用品として認識されていたと

考えられる。 

それでは、実際にどのような瓷器が用いられていたのだろうか。洪武年間の御用瓷器は、

考古学調査によって確認されている。1958～64 年にかけて行われた南京故宮址調査の際、

大量の瓷器片が出土した13。この宮殿は洪武帝によって 1368 年に創建され、1402 年に建文

帝が火を放った場所であり、出土した瓷器片は洪武年間を中心とした遺物であると判断で

きる。この際出土した破片は、青花を中心に釉裏紅、青瓷、白瓷などがあり、元代の様式

とも異なることから、洪武年間に製作された瓷器であると考えられている14。その内、青

花、釉裏紅、白瓷は景徳鎮製であり、洪武年間の御用瓷器が景徳鎮で製造されていたこと

を示す重要な資料といえる。 

また各地の墓からも、洪武様式の景徳鎮瓷器は出土しており、それについては陸明華氏

の研究がある15。これら考古学調査と文献史料を合わせて見ると、洪武年間の宮中では、

景徳鎮で作られた相当数の瓷器が用いられていたと考えられる。 

 

１－２ 御用瓷器の生産システム 

洪武年間の御用瓷器は、どのような機関の下で製作されていたのだろうか。『諸司職掌』、

礼部、膳部の項に、宮中で使用する器皿の製作について以下の記事がある。 

器皿。1、およそ宴享で使用すべき一切の器皿及び各々の厨役が携帯する双魚銅牌は、
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光禄司が礼部に呈文を提出し、工部に咨文を送り、数を調べて瓷器を造り終えた後、

光禄司に転送し収め用いる16。 

初めに光禄司が礼部に器皿製作の案を示し、礼部が工部に咨文を送り、器皿を製作させて

いたことが確認できる。また指定された数を作り終えた後、瓷器は光禄司に送り用いられ

たのである。なお、この記述にある光禄司は、明代五寺17の 1 つであった光禄寺を指す。『明

史』巻 74、「職官志 3」、光禄寺の項に、「洪武 8 年に寺を改め司とする。（中略）洪武 30

年にまた改め光禄寺とし、官制は旧時による（（洪武）八年改寺為司。（中略）三十年復改

為光禄寺、官制仍旧）」とあり、洪武 8年から洪武 30 年の間だけ光禄寺が光禄司と呼ばれ

ていたのである。 

では光禄寺とはどのような機関だったのだろうか。『明史』巻 74、「職官志 3」、光禄寺

の項から、光禄寺の職掌に関する記述を引く。 

光禄寺の卿は祭享・宴勞・酒醴・膳羞の仕事を掌る。（中略）宮中で用いる肉類・果物・

野菜は、上林苑（宮廷の食糧品を生産する農園）から取り、そこから得られなければ、

民間から買い、時価にくらべ 10 に 1 を加えた値をつけ、その買い入れの資金は季節ご

とに天財庫（鈔を納める倉庫）より支出する。各地から献上された生鮮食料品は、よ

く調べて納入し慎重に扱う。器皿は工部に移文し、工匠を募集するに及んで本来の仕

事と兼ねて作らせ、毎年その出来具合を調べる18。 

光禄寺の主な仕事は、宮中の祭祀や宴会等で用いられる食材の調達だが、同時に器皿を掌

っていたことも読み取れる。また、光禄寺から工部へと注文を送り、工部が工匠を集め瓷

器を製造させていたことも確認できる。 

ここまでに引用した記事は、単に器皿の製作に関するものだが、『（正徳）大明会典』巻

157、工部、窯冶の項には、光禄寺が瓷器の生産や貢納に関った事を示す記述が、複数見ら

れる。 

河南彰徳府は毎年缾・罈・缸の合計 1万 7 千 284 件を造り、鈞州は毎年缾・罈・缸の

合計 1 万 7 千 283 件を造り、直隷真定府曲陽県は毎年缾・罈・缸の合計 1 万 7 千 284

件を造り、みな光禄寺に送り、使用のために供給する。（中略）天順 3年（1459）、上

奏して、光禄寺が上奏して造る素白瓷・龍鳳文の碗・碟は、10 分の 4 を減らして造る

ことを許された。成化 4 年（1468）、上奏して、光禄寺の瓷器は、なお 4 分を減らした

例により、焼造数を減らすことを許された19。 

各地で作られた瓷器は光禄寺に集められ、宮中で使用されていた。また、光禄寺が瓷器の
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製造数を掌っていたことも読み取れる。明代の御用瓷器生産は、光禄寺によって管理され

ていたのである。 

では実際に御用瓷器を生産した景徳鎮には、光禄寺からどのような指示が送られたのだ

ろうか。洪武年間に景徳鎮で瓷器を生産させていたことを示す記述は、『諸司職掌』、工部、

窯冶の項にある。 

およそ供用の器皿などの物を焼造するには、必ず器皿の型を決め、工賃と材料を計算

しなければならない。もし造る器皿の数が多ければ、工匠を集め京師に赴き、窯を設

置し造らせる。造る器皿の数が少なければ、饒・処などの府に文を送り焼造させる20。 

ここで見られる饒・処とは、饒州の景徳鎮窯、処州の龍泉窯を指す。いずれの窯も元代の

宮中に瓷器を納めており21、明初の段階でも引き続き官窯に指定されたと考えられる。こ

の記録には、数が少ない場合に饒州、処州の窯に委託し、多い場合は京師で生産したとあ

る。瓷器を輸送する際の労力を配慮したためと考えられるが、実際に京師で御用瓷器を生

産することは可能であったのだろうか。 

まず『諸司職掌』、工部、窯冶の項には、窯業関係の工匠として黒窯匠と琉璃窯匠のみ

記載がある。しかしこれらの工匠は、『明史』巻 82、「食貨志 6」、焼造の項の、「焼造の仕

事は、在外では臨清甎廠、京師では琉璃窯廠・黒窯廠があり、みな甎瓦（レンガと瓦）を

造り、営繕に供給する（焼造之事、在外臨清甎廠、京師琉璃・黒窯廠、皆造甎瓦、以供営

繕）」 

という記述を見る限り、レンガや瓦などの建築資材を製造していた工匠である。また『諸

司職掌』工部、工匠の項には、1 年 1 班の輪班匠として缸窯匠という名が挙がっている。

具体的な職務は不明だが、名称による限り宮中で使用する甕を製作したと考えられる。他

に瓷器を製作した工匠に関する記録がないため、上質な瓷器を京師で焼造していた事実を、

文献上で確認することはできない。 

また、優れた瓷器の生産は、良質な陶土や燃料となる薪が産出するという地理的条件や、

作房や窯などの設備が揃って初めて可能となる。清代の記述になるが、『中国陶磁見聞録』

22には、康煕帝が陶工と資材を北京に運び、瓷器を作らせようとしたが、失敗に終わった

とある23。宮中で使用する建築資材、雑器は京師での生産も可能であろうが、祭祀や宴会

などに使用する良質な瓷器は、おおかた饒州や処州に委託生産していたのではないだろう

か24。したがって、『諸司職掌』、工部の項にある、京師で器皿生産を行うという記述は、

実情に即していなかったと考えられる。 



 

90 

 

実際に、景徳鎮を擁する浮梁県の地方志には、明初の段階で瓷器を生産していたことを

示す記述が見える。康煕 21 年の『浮梁県志』巻 4、「陶政」、賦役には、「（景徳鎮では）明

代洪武初め、はじめて瓷器を焼造し、毎年京師に送る（明洪武初、始焼造、歳解）」とあり、

洪武年間の御用瓷器が景徳鎮で生産され、毎年京師に送られていた様子が読み取れる。 

なお明代の徭役制度において、景徳鎮の工匠たちは工部に属していた25。このため光禄

寺から工部に瓷器が発注され、そこから景徳鎮の工匠に伝えられていたと考えられる。明

初の段階で、工部と光禄寺が瓷器を製造した具体的な記録はないため、後の記録ではある

が、『英宗実録』から工部と光禄寺が瓷器生産に関わっていたことを確認したい。まずは『英

宗実録』巻 79、正統 6 年（1441）5 月己亥の条を引く。 

北京の光禄寺26は、新たに皇帝が用いる食器合計 30 万 7900 余件を造ることを上奏し

た。南京の工部に造らせた以外に、その金龍・金鳳の白瓷罐などは、江西饒州府に造

らせた27。 

光禄寺から江西饒州府に瓷器が発注され、現地の工匠によって製造が行われたのである。

さらに『英宗実録』巻 309、天順 3年（1459）11 月乙未の条にも記録がある。 

光禄寺は上奏して、江西饒州府で瓷器合計13万3000余件を焼造することをもとめた。

工部は饒州の民が困窮しているので、8 万件の焼造を減らすことを上奏した28。 

この記録でも、光禄寺の上奏により瓷器が発注されている。また、景徳鎮の工匠を管轄す

る工部は、焼造が困難であることを慮り、皇帝に上奏して焼造する瓷器の量を減らしてい

る。 

以上の記録から、明代の御用瓷器生産は光禄寺と工部を中心として行われていたことが

明確になった。洪武年間に制定された器皿の生産システムが、明代中期以降も引き継がれ、

御用瓷器を生産する際の基本的なシステムとなっていたのである。 

 

１－３ 内府による御用瓷器生産 

明代の御用瓷器生産に関する文献史料を見ると、宦官の機関である内府が係わっていた

ケースも確認できる。『(万暦)大明会典』巻 194、工部、窯冶の項には次のようにある。 

およそ江西で焼造した全ての黄釉並びに青釉・緑釉の双龍鳳文などの瓷器は、尚膳監

に送り宮中の用に供する。その龍鳳文・素白瓷の、圓扁瓶・罐・爵・盞などの器は、

内承運庫に送り納入し、光禄寺が受けとって用いる29。 

黄釉、青釉、緑釉の双龍鳳文の瓷器は、尚膳監が受け取って用い、その他の瓷器は内承運
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庫に納入し、光禄寺が使用すると定められていた。尚膳監と内承運庫は共に内府に属す機

関であるが、ここでは景徳鎮と光禄寺の間に入り、瓷器の納入に関わっていたのである。 

明代の内府には、12 監、4司、8 局から構成される 24 衙門が存在し30、宦官によって管

理されていた。尚膳監は、『明史』巻 74、志 50、職官 3、宦官の項に、「御膳及び宮中の食

事と筵宴の諸事を掌る（掌御膳及宮内食用并筵宴諸事）」とあり、宮中の食事と宴会を掌っ

ていた。尚膳監が収受した瓷器は、おそらく宮中の食器であろう。また、内承運庫は内府

の倉庫であり、瓷器が内府に納入されていたのである。 

前節で洪武年間の器皿生産を見てきたが、そこに内府が係わった記述は見当たらない。

この要因として、洪武帝が宦官を嫌厭していたことが考えられる。『明史』巻 74、「職官志

3」、宦官には、以下の記録がある。  

太祖がかつて侍臣に「朕は『周礼』を見たところ、奄寺（宦官）は百人に及ばなかっ

た。しかし後世には数千を越えるに至り、宦官を用いたことで官位が乱れた。宦官は

ただ掃除に充て、（各所に）使役する人として与え、別に職務を委任することがあって

はならず、（宦官は）多過ぎないようにせよ」と言った。（中略）また諸司に命じて、

内官監と文書の移動、往来をできないようにさせた31。 

洪武帝は内府の機関を定めたが、宦官には最低限のことしか任せなかった。さらに後には

文書のやり取りや、人の往来すら認めなかった。このため、光禄寺と工部が関わる御用瓷

器の生産に関しても、宦官には委ねていなかったと考えられる。 

では、いつ頃から宦官が瓷器の製造に係わるようになったのだろうか。関連する最も早

い記録は、嘉靖 39 年の「重建勅封万碩師主祐陶廟碑」32に、「我が朝洪武の末に至り、は

じめて御器廠を建て、中官に瓷器の製造を監督させた（至我朝洪武末、始建御器廠、督以

中官）」とあり、この記述と同様の内容が、崇禎 10 年の「関中王老公祖鼎建貽休堂記碑」33

の文中に、「我が太祖高皇帝の 35 年、陶廠を改め、御器廠とする。皇帝が中官 1 員に命じ

て、特別に焼造を監督させた（我太祖高皇帝三十五年、改陶廠、為御器廠。欽命中官一員、

特董焼造）」とある。 

「太祖高皇帝三十五年」は洪武 35 年を指す。両碑は同じ事柄を述べたものであり、嘉

靖 39 年の碑にある「洪武末年」も、洪武 35 年を指すと考えられる。洪武帝は洪武 31 年に

亡くなったが、靖難の変の影響で建文帝の事蹟が記録の上から消されたため、洪武の年号

が 35 年まで延長して用いられたのである。 

洪武 35 年、つまり建文 4 年は、年初より燕王の軍が侵攻を始めていた。そして 6 月に



 

92 

 

 

【図 4－2】「内府」銘梅瓶 永楽年間 
『世界陶磁全集 14 明』小学館、1976 年 11 月、 

176 頁。 

 

 

 

【図 4－1】(左)永楽肆年  (右)永楽元年 
大阪市立東洋陶磁美術館『皇帝の磁器』1995 年 1

月、113 頁。 

 

南京が陥落し、7 月には燕王が永楽帝として即位している。碑文の内容が何月の事である

か判明しないが、靖難の変の最中に建文帝が

瓷器の生産を指示するとは考えにくく、永楽

帝が即位した後の事と考えるのが妥当である。

つまり永楽帝が即位直後に宦官を派遣し、瓷

器の焼造を行わせたのである。 

永楽年間に内府が瓷器を焼造していたこ

とを示す記録は、万暦 19 年（1591）に黄一正

が編纂した『事物紺珠』巻 22 に、「永楽年間の官窯、宣徳年間の官窯34。この 2 つの窯の

製品は皆内府が焼造した（永楽窯、宣徳窯。二窯皆内府焼造）」とある。永楽、宣徳年間の

御用瓷器は内府の下で焼造されたと明記されており、明代には永楽期に内府が御用瓷器生

産を行っていたと認識されていたのである。

ちなみに、御器廠遺跡の永楽期の地層から

は、「永楽元年」と書かれた釉里紅の破片が

出土している【図 4－1】。さらに、伝世し

ている永楽様式の梅瓶には、「内府」という

銘が付けられたものも確認できる35【図 4

－2】。 

窯場の管理体制が大きく変わると、瓷器

の様式にも影響を与えるはずだが、実際に

洪武期から永楽期にかけて、4 つの大きな

変化が起こっていた。1 点目は、瓷器の器形が多様化したことである。洪武年間の様式は、

盤や碗など実用品で占められ、元代と同様の器形も多く見られる。これが永楽年間になる

と、器形の種類が増加し、西アジアの金属器を模したような特殊な瓷器が増加する36。こ

のような様式の増加は、景徳鎮の陶工によって自然発生したとは考えにくく、注文機関か

ら一定の指示があった可能性が高い。 

2 点目は、青花の絵付けに用いる顔料の変化である。洪武年間には、灰色がかった発色

の顔料が用いられたが、永楽年間は一転して鮮やかな顔料が用いられるようになる。これ

は、コバルトの含有率が高い、西アジア産の輸入顔料を使用したためである37。西アジア

から顔料が調達された背景には、永楽期の鄭和によって進められた交易範囲の拡大が考え
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【図 4－3】「永楽年製」銘    「宣徳年製」銘 

『景徳鎮出土明代御窯瓷器』   『明代宣徳御窯瓷器』 

文物出版社、78 頁。       故宮出版社、256 頁。 

られ、政府が意図的に良質な顔料を供給したのであろう。 

3 点目として、年号銘の発生

が指摘できる。洪武年間には瓷

器に年号を書く習慣はなかった

が、永楽期には「永楽年製」と

いう篆書銘が発生し、全く同じ

書式は宣徳年間にも引き継がれ

る【図 4－3】。同様の篆書銘は

宣徳期を境にほぼ見られなくな

るが、年号を銘として入れる習

慣は、明清期を通じて継承される38。瓷器に年号を記し、あえてその王朝で作られたこと

を示す形式が発生したことから、当時国家の中枢が瓷器の生産に関わったと推測できる。 

4 点目に、匣鉢の一種である「套鉢」の使用を挙げることができる。匣鉢は、窯の中で

瓷器を焼成する際に、雑物が付着するのを防

ぐために瓷器を入れる、鉢状の窯道具である。

通常、匣鉢は消耗品であるので、耐火性のあ

る粗雑な粘土で作られる。しかし、御器廠の

套鉢は、白瓷胎で本体と蓋が丁寧に作られて

おり、窯道具であっても良質な材料を用いて

いたことが見て取れる【図 4－4】。考古発掘

によると、この套鉢の使用は永楽年間に始ま

ると指摘されており39、永楽期に生産体制が

変化したことを示す傍証となる。 

永楽年間に宦官がどのように瓷器の製造を行っていたのか、『明実録』や『明会典』な

どの基本史料に記されていない。本来、宦官の事績を記録に残すことは少なく、加えて明

代初期の記録は散逸している場合が多いため、当時の状況を把握することは困難である。

しかし、関連する史料や実物資料を総合的に検討した上で、宦官が様々な職務に関わるよ

うになった時代背景を踏まえると、永楽年間は、宮廷が宦官を派遣することで、直接的な

官窯の運営を始める画期になったと判断できる。 

では､なぜ永楽年間に内府が瓷器生産に係わるようになったのだろうか。この要因とし

 

【図 4－4】 御窯廠遺跡出土 套鉢 
図 4－3 前掲、『景徳鎮出土明代御窯瓷器』、

210 頁。  
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て、永楽帝が宦官を重用していたことが考えられる。永楽 3 年に始まる鄭和の遠征が有名

であるが、他にも様々な実務を宦官に任せている。例えば、『明史』巻 74、「職官志 3」、宦

官の項に以下のような記述がある。 

応天（南京）の工匠を私役する者がいて、すぐに錦衣（明代の近衛軍）に命じ追捕し

て罪を糺させた。振り返ってみると中官が四方に出るのは、実に永楽帝の時に始まっ

た。永楽元年、李興等は敕旨を持って行き、暹羅（シャム）国王を労った。これは宦

官を外国に出した初めての例である40。 

宦官が工部に属す工匠を私役したため、罪に問うたとあり、内府が工部の職権を侵害して

いた。また、宦官が宮廷の外に出るのは、永楽年間に始まり、礼部の管轄であるはずの外

交事務にも、宦官が進出していたのである。 

そして、御用瓷器生産の中心であった光禄寺の職務にも、宦官が介入するようになった。

『（万暦）大明会典』巻 217、光禄寺の項には、 

永楽の間、内官 1員を差遣し、光禄寺所管の厨役とともに鈔を受け取り、京師付近の

州県で、時価に依り、（食料品を）公平に調達した41。 

とある。光禄寺が宮中で必要なものを調達する際、宦官が一緒に派遣されるようになった

のである。 

さらに、官府や宮廷で用いる絹織物を生産する蘇州織造局にも、永楽年間から宦官が派

遣されていた。『蘇州織造局志』巻 1、沿革に、 

洪武元年、織造局を天津橋の東に建て、地方官に督造させる。永楽の間に、奉御蕭月

太監の阮礼を差遣し、蘇州と杭州の織造を監督させる。内使を差遣するのはこれより

始まる42。 

とあり、永楽年間から内使、すなわち宦官を派遣していたことが明記されている。明代の

織造局は、御器廠と共に宮廷の調度品を製作する機関であり、工部と内府が関わるという

同様の管理体制の下で運営されていた。永楽年間には、景徳鎮官窯だけでなく織造局にも

宦官を派遣し、生産を管理させたことから、当時すでに調度品を製作する際に宦官を派遣

するのが常態化していたと考えられる。 

永楽年間には北京遷都に伴い、御用瓷器を多く新調する必要があったはずである。また

鄭和の南海遠征が始まると、洪武年間以上に朝貢使が訪れ、下賜する瓷器が大量に必要に

なったと考えられる。このような永楽年間の瓷器需要の増大も、瓷器生産体制を整えさせ

た大きな要因と言えるだろう。以上の点を総合して考えると、永楽年間には内府の下で相
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当数の御用瓷器が生産されていた可能性が高い。 

永楽帝の死後、洪煕帝が即位するも僅か 10 カ月程で病没してしまい、この間の瓷器生

産の記録は残っていない。次の宣宗宣徳帝は、即位するとすぐに瓷器の生産を景徳鎮に命

じている。『宣宗実録』巻 9、洪煕元年（1425）9 月己酉の条には、 

行在工部に命じ、江西饒州府において、奉先殿の太宗皇帝几筵（霊座と祭席）、仁宗皇

帝几筵に用いる白磁祭器を造らせた43。 

とある。注文された瓷器は、立て続けに亡くなった太宗永楽帝と、仁宗洪煕帝の祭祀に用

いるための祭器である。宣徳帝即位直後の瓷器注文であり、永楽帝が即位した直後に瓷器

を生産させた事と共通する。この際、瓷器を製造するために宮中から派遣されたのは、宦

官であった。『明史』巻 82、「食貨志 6」、焼造の項に、「宣宗ははじめて中官張善を派遣し

饒州に行かせ、奉先殿の几筵に供える龍鳳文の白瓷祭器を造らせた（宣宗始遣中官張善之

饒州、造奉先殿几筵龍鳳白瓷祭器）」とある通りである。宦官による瓷器生産は、宣徳年間

になって恒常化したのである。 

さらに宣徳 8 年にも、瓷器が注文されており、万暦『大明会典』巻 194、工部、窯冶の

項に具体的な記録がある。 

宣徳 8年（1433）、尚膳監が題本で上奏し、龍鳳文瓷器を焼造するのを許された。工部

の官 1員を差遣し、該監の式様を交付（関出）して饒州に往き、各様の瓷器 44 万 3500

件を焼造させた44。 

光禄寺からではなく、内府の尚膳監から瓷器の必要数が提示されており、44 万 3500 件と

いう膨大な量であった。内府による瓷器生産は以後も度々行われ、明代御用瓷器生産の中

心を担うようになる。 

 ここまで明代の御用瓷器が生産される過程を、文献史料をもとに検証した結果、2 通り

のルートが確認できた。1 つ目は、光禄寺から工部に瓷器の製作案が出され、工部に属し

ていた工匠が瓷器を製造し、造られた瓷器は光禄寺に納入され、宮中で使用されるという

ルートである。2 つ目は、内府の機関により注文が出され、宦官が工匠を監督し、造られ

た瓷器は内府の機関や倉庫に収められ、そこから宮中の機関に供給されるというルートで

ある。前者は洪武年間における瓷器生産のスタンダードであり、後者はおそらく永楽帝の

即位後、宦官勢力の台頭に伴い機能するようになったと考えられる。 
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２．御器廠の成立年代 

 

２－１ 洪武 2 年説、洪武 35 年説についての考証 

本節では御器廠に関する史料と、第 1 節で提示した明初の制度を照合させて、あらため

て御器廠の成立年代を考察していきたい。まず、洪武初めに瓷器が宮中に貢納されていた

ことを示す、『（康煕）浮梁県志』巻 4、「陶政」、賦役の項の記述には「（景徳鎮では）明代

洪武年間初め、はじめて瓷器を焼造し、毎年京師に送った（明洪武初、始焼造、歳解）」と

ある。  

第 1 節で見たように、『大明会典』によると、洪武 2 年に祭器として瓷器が用いられる

ようになった。このため景徳鎮において洪武初めの段階で瓷器を焼造し、祭礼に合わせて

毎年京師に瓷器を送っていたはずである。『（康煕）浮梁県志』の記述は疑いの余地がない。

この記述を補完する、より具体的な記事が『景徳鎮陶録』巻 5に、「洪武 2 年、廠を景徳鎮

の珠山山麓に設け、陶瓷器を作り京師に供給し、はじめて官瓷と称して、民窯の製品と区

別した（洪武二年、設廠於鎮之珠山麓、制陶供上、方称官瓷、以別民窯）」とある45。 

この史料には、洪武 2年に「廠」が景徳鎮の中心である珠山に設けられたとある。この

記述を以て官営工場が設けられたと解釈することもできるが、注意しなければいけないの

は「廠」が必ずしも工場を意味していないという点である。明代の警察組織である「東廠」

に代表されるように、「廠」という字は「役所」という意味でも用いられる。また、「制」

という字は「作る」という意味で使われる他、「掌る」の意味にも用いられる。「制」を「掌

る」という意味で取るならば、瓷器を選別し宮中に納めるための公署が設置されたという

内容になる。つまり『景徳鎮陶録』の記録だけでは、洪武 2 年に官営工場が設けられたの

か、役所が設置されただけなのか、判断できないのである。 

明初の段階で景徳鎮の瓷器が宮廷に貢納されていたならば、景徳鎮には瓷器を選び宮中

に送る公署が設けられていたはずである。『（康煕）浮梁県志』巻 1、古蹟の項には、鎮務

という機関の変遷として、「鎮務。唐の武徳 4年、博易務を置く。宋は景徳鎮監務を設ける。

明はこれを廃止し、御器廠を設けた（鎮務。唐武徳四年、置博易務。宋設景徳鎮監務。明

罷之、設御器廠）」とある。ここでは唐の武徳 4年に務を置いたとあるが、この部分が妥当

でないことは第 2章で指摘した。博易務と景徳鎮監務は、宋代に置かれた機関であると考

えられ、共に瓷器の貢納に関わった機関である46。このため、明代に設けられた御器廠も

当初は官営工場ではなく、税課局としての役割を担ったと考えられる。『景徳鎮陶録』に見
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える「廠」は、瓷器を京師に送るための公署と捉えた方が自然ではないだろうか。 

では「廠」が洪武初期の段階で、生産機構を有していた可能性はあるのだろうか。考古

学調査によると、御器廠の遺構から洪武年間の瓷器片が出土しており、洪武 2 年説ではこ

れを以て御器廠が成立した有力な根拠としている47。しかし瓷器を選別する役所があった

ならば、落選瓷器の破片が出土する可能性はあるため、生産遺構が存在した根拠とはなら

ない。現段階の考古学調査では、確実に洪武初期の窯であるという遺構は発見されておら

ず、洪武年間の瓷器の出土例も少数である。また、明代の御用瓷器には、「永楽年製」、「宣

徳年製」などの年款銘が入るが（図 4－3 参照）、洪武年間の瓷器には銘が付けられていな

い48。 

その上、万暦 25 年の『江西省大志』巻 7、「陶書」、建置の項には、「洪武 35 年（1402）、

はじめて窯を開き瓷器を焼造し、京師に送り宮中の用に供した。御廠 1所と官窯 20 座があ

った（洪武三十五年、始開窯焼造、解京供用。有御廠一所・官窯二十座）」とあり、洪武

35 年に御用瓷器を焼く窯が初めて開かれたと明記されている。もし、洪武初期の段階で窯

が設けられていたならば、「はじめて窯を開き瓷器を焼造した」とは記録されないだろう。

さらに、『（万暦）江西省大志』には、御廠が 1 所と官窯が 20 座あったと書かれていて、御

廠と窯を別のものとして捉えている。これは先の『景徳鎮陶録』でいう役所としての廠に、

生産機構である窯が加えられた事を意味しているのではないだろうか。 

洪武 35 年に廠の機能が変化したことを示す記録は、嘉靖 39 年の「重建勅封万碩侯師主

祐陶廟碑」、崇禎 10 年の「関中王老公祖鼎建貽休堂記碑」（共に第 1 節に引用）にもあり、

洪武 35 年に御器廠が設置されるとともに宦官が派遣され、瓷器の生産を監督したことが明

記されている。永楽帝の即位後、宮中では宦官の権力が伸長し、御用瓷器も内府によって

生産されていたことは、第 1 節で確認した通りである。 

劉新園氏は、洪武 2 年に設置された陶廠から、洪武 35 年に御器廠へと段階的に変化し

たとする説を述べているが、洪武 35 年の段階で生産機構を有していたかは言及していない

49。しかし、2002～2005 年に行われた御器廠遺構の調査では、宣徳早期の瓷片堆積層の下

に葫蘆形の窯址が発見され、窯址の前方には、洪武年間の建造物の遺構が確認された50。

このことは、少なくとも永楽年間以前に生産機構が存在していた事を示唆している。また

御器廠遺構からは、大量の永楽様式の瓷器片が出土しており、洪武様式の瓷器片より遙か

に多い51。これらの点を踏まえると、永楽年間には御器廠の内部で瓷器が生産されていた

と考えられる。 
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以上の事から、洪武 2年に創設された「廠」は、生産機構を有しておらず、民間の窯で

焼造された瓷器を宮中に収めるための公署であったと考えるのが妥当であろう。そして、

洪武 35 年に初めて窯が開かれ、官署と生産機構を併設した御器廠が成立したのではないだ

ろうか。文献史料と考古学調査報告とを照合させると、洪武 35 年に、筆者が先に提示した

御器廠の成立条件が満たされたと考えるのが、最も合理的である。 

 

２－２ 宣徳元年説についての考証 

佐久間重男氏の宣徳元年説では、『明史』巻 43、「地理志 4」、江西饒州府浮梁県の項に

ある、「西南に景徳鎮がある。宣徳初め、御器廠をここに置く（西南有景徳鎮。宣徳初、置

御器廠於此）」という記述が、御器廠設置年代を確定する根拠となっている。 

御器廠の設置が明言され、さらに『宣宗実録』にある瓷器注文の記録とも時期が一致し

ており、一見信憑性が高いように思える。しかし、『明史』は清代になって編纂されたため、

もとになった史料を照合させる必要がある。上記の『明史』地理志と同様の内容は、正徳

6年（1511）の『饒州府志』巻 2、公署の項に見える。 

御器廠。かつての少監庁であり、月波門外に位置する。宣徳年間に創設され、毎歳瓷

器を貢納した。太監がここに駐在し、（瓷器を）検査・封印し宮廷に進貢した52。 

宣徳年間に御器廠が設置されたとする内容だが、瓷器生産機構である窯場を設けたことは

読み取れない。また御器廠の位置は景徳鎮の珠山であるはずだが、この記述では月波門外

にあると書かれている。月波門は景徳鎮にあるのではなく、鄱陽に置かれた饒州府城の西

南門を指す【図 4－5参照】。つまり正徳『饒州府志』にある御器廠は、景徳鎮の珠山に置

【図 4－5】鄱陽県城図  

道光 4 年『鄱陽県志』成文出版社、96 頁。 

 

 

 

 

左図左下部、「月波門」拡大  
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かれた御器廠とは異なる機関を指しているのである。 

より詳しく確認するため、嘉靖 4 年（1525）の『江西通志』巻 8、公署の項を見ると、

「御器廠」という記述が 2ヶ所に見られる。1つ目は饒州府城の項にある記述である。 

御器廠。府城の月波門外にある。宣徳年間、はじめて内臣がここに駐在し、瓷器を検

査・封印し宮廷に進貢した。嘉靖に改元し、詔をして内臣の派遣をやめさせ、ただ廠

だけが残った53。 

2 つ目は、景徳鎮を擁する浮梁県の項にある記述である。 

御器廠。県治の西 20 里の景徳鎮にある。内臣がここに駐在し、器皿を焼造した。嘉靖

に改元し、詔をして内臣の派遣をやめさせ、ただ廠だけが残った54。 

これらの史料により、御器廠という機関が饒州府城（鄱陽）と景徳鎮の 2 ヶ所に置かれて

いたことは明らかであり、後半の記述が共通していることから、関連した機関であったと

推測できる。この点に関して味岡義人氏は、御器廠が 2つ存在していた可能性を指摘する

も、共に景徳鎮にある御器廠の一部であると見なしており、その設置年代については宣徳

元年説に疑問を抱いていない55。 

『（嘉靖）江西通志』の内容を見ると、鄱陽の御器廠は内臣が駐在し、瓷器を検査して

宮中に送る機関56であったのに対し、景徳鎮の御器廠は内臣が駐在し、瓷器を製造する機

関であった。すなわち、第２章第１節で指摘した「廠」の 2 つの機能が、明確に書き分け

られている。そして、『（正徳）饒州府志』と『（嘉靖）江西通志』によると、宣徳年間に設

けられたのは鄱陽の御器廠である。景徳鎮の御器廠が宣徳年間に設けられたとは書かれて

いない。『明史』地理志の記述は、これら 2つの御器廠を混同して捉えているのである。 

また、『（嘉靖）江西通志』の鄱陽、景徳鎮を示す双方の記述には、「廠」だけが残ると

あり、何かが廃止されたと考えられる。これに関して、康煕 21 年（1682）の『鄱陽県志』

巻 3、公署の項を見ると、 

按ずるに、かつて江東提刑司、・・・御器廠（月波門外に位置する）、・・・があった。明

代に創設され、公署の土台が久しく無くなったものもあり、或いは時に制裁して名称

が改められたものもある（小字は割注）57。 

とあり、鄱陽月波門外にあった御器廠が、廃止された公署として記載されている。一方で、

景徳鎮にある御器廠は万暦年間も瓷器の生産を続けているため、嘉靖年間の段階で廃止さ

れたとは言えない。したがって、『（嘉靖）江西通志』の、鄱陽県と景徳鎮の双方の項にあ

る「嘉靖改元、詔革内臣、唯廠存」という記述は、「嘉靖年間に内臣の派遣をやめた58こと
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で、鄱陽にある役所としての御器廠が廃止され、景徳鎮にある工場（廠）としての御器廠

だけが残った」という意味に解釈できるのではないだろうか。 

以上のように、宣徳年間に設けられたのは鄱陽の御器廠であり、景徳鎮に御器廠を設け

たという記録は存在しない。また嘉靖年間に鄱陽の御器廠が廃止された後も、景徳鎮官窯

が機能し続けていることを考えると、鄱陽の御器廠は明代官窯において重要な役割を果た

した機関であったとは言い難い。おそらく、宣徳年間に増大した瓷器注文に応えるため、

宮廷と景徳鎮を繋ぐ宦官が駐在する機関を、饒州府城に増設したのであろう。史料を見る

限り、宣徳元年に景徳鎮官窯である御器廠が設けられたという説は、成立し得ないのであ

る。 

 

結語 

 

 洪武帝は祭礼を重んじ、祭祀や宴会などの際に瓷器を用いていた。このため洪武初期の

段階から、景徳鎮では宮中祭礼に用いる瓷器を焼造していた。この頃の景徳鎮には、御用

瓷器を選別し、宮中に納めるための公署が設けられた。これが『景徳鎮陶録』巻 5 に記さ

れる「廠」であるが、生産機構は伴っておらず、まだ御器廠成立の条件が満たされていな

いと考えられる。しかし明代の御用瓷器生産システム自体は、洪武年間に既に基礎ができ

ていた。すなわち、光禄寺が決めた生産計画に、礼部ないしは皇帝が許可を与えて、工部

に移文し、工部の管轄下である景徳鎮の工匠達に瓷器を焼造させる。そして、完成した瓷

器は京師に送り、光禄寺が収用していたのである。 

永楽帝の即位以後、宦官の職権が拡大し、それに伴い御用瓷器生産に内府が関わるよう

になる。光禄寺と工部を中心に行われてきた瓷器生産の過程に、内府の機関が介入したの

である。景徳鎮では単なる役所であった「廠」に、御用瓷器を専門に焼造する窯が増設さ

れ、工房と役所を兼ねた「御器廠」が成立する。この年代は洪武 35 年であり、『（万暦）江

西省大志』、嘉靖 39 年「重建勅封万碩侯師主祐陶廟碑」、崇禎 10 年「関中王老公祖鼎建貽

休堂記碑」に明言されたとおりといえる。 

宣徳帝が即位すると、宮中から瓷器が発注され、饒州府城に新たな役所が設けられた。

これも「御器廠」と呼ばれるが、生産機構はなく、あくまで宮中に瓷器を送るために宦官

が駐在した役所である。宣徳年間以降の瓷器需要の増大に伴い、景徳鎮の御器廠は本格的

に稼働し始めたのである。 
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文献史料、考古学調査報告などを総合して考えると、御器廠の成立は洪武 35 年と考え

るのが妥当であろう。その背景の 1 つに、宮中における宦官勢力の台頭があったと推測さ

れる。しかしながら、御器廠成立をめぐる 3 説は、どれも明代官窯の発展段階におけるそ

れぞれの画期に当たり、宮中の瓷器生産に関する動向とも符合する。御器廠は突然現れた

のではなく、明初から宣徳年間にかけて国家の安定や制度の変化を反映し、段階的に成立

したと見るべきではないだろうか。 
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51 陸明華氏は、御器廠遺構から永楽・宣徳年間の瓷器片が大量に出土することを挙げ、こ

の時期に御用瓷器生産における大きな変化が起こったと指摘している（註 15 前掲「明代景

徳鎮官窯瓷器考古的重要収獲」66 頁）。 

52 「御器廠。即旧少監庁、在月波門外。宣徳間創、毎歳貢瓷器。太監駐此、検封以進。」 

53 「御器廠。在府城月波門外。宣徳間、剏内臣駐此、検封進御瓷器。嘉靖改元、詔革内臣、

唯廠存。」 

54 「御器廠。在県治西二十里景徳鎮。内臣駐此、焼造器皿。嘉靖改元、詔革内臣、唯廠存。」 

55 註 7 前掲、味岡義人「二つの御器廠」27～32 頁。 

56 劉新園氏は、鄱陽の御器廠が生産機構であった可能性を探るため、月波門跡付近を調査

したが、窯址は確認できなかったとしている（「景徳鎮明永楽・宣徳官窯の遺構と遺物」（『東

洋陶磁』vol.12・13、1985 年 9 月、153～154 頁）。 

57 「按、旧有江東提刑司、・・・御器廠、在月波門外・・・。或前代創設、其基久湮、或時

制裁革其名。」 

58 『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」の項には、「嘉靖改元、詔革中官、以饒州府佐貮督

之」とあり、中官の派遣を改め、代わりに饒州府の佐貮官に瓷器の製造を監督させたこと

が確認できる。これにより中官が駐在するための公署が不要となり、鄱陽の御器廠は廃止

されたと考えられる。 
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第５章 明代における景徳鎮官窯の管理体制 

―工部と内府による 2 つの系統に着目して― 

 

はじめに 

 

前章では、明代初期の御用瓷器が生産される過程として、2 通りのルートを提示した。1

つ目は、光禄寺から工部に瓷器の製作案が出され、工部に属していた工匠が瓷器を製造し、

造られた瓷器は光禄寺に納入され、宮中で使用されるというルートである。2 つ目は、内

府の機関により注文が出され、宦官が工匠を監督し、造られた瓷器は内府の機関や倉庫に

収められ、そこから宮中の機関に供給されるというルートである。前者は洪武年間にはす

でに行われており、後者はおそらく永楽帝の即位後、宦官勢力の台頭に伴い機能するよう

になったと考えられる。そしてこのような制度的背景を踏まえた上で、明代の官営窯場で

ある御器廠は、永楽帝が即位した洪武 35 年（1402）に、宦官の機関である内府が管轄する

形で成立したという考えを提示した。 

これまでにも述べた通り、明代の景徳鎮官窯に関する先行研究は、官窯で生産された瓷

器を対象とした、美術史や考古学の分野に多い1。また文献史料を用いた研究では、主に御

器廠の生産機構について論じられており、瓷器を生産する際に、民間の陶工が徭役制や雇

用制によって従事していたことや、明代後期に民窯への委託生産が行われていたことが明

らかにされている2。このように、生産地である景徳鎮に関しては、製品や生産体制を中心

に論じられてきた一方、そこに注文を出していた中央政府の管轄機関についての研究は、

あまり行われてこなかった。だが、官窯は宮廷の意向を強く反映した機関であるので、明

代官窯の全様を明らかにするには、注文者側と生産者側双方の観点から管理体制を検討す

る必要があるだろう。 

景徳鎮官窯に注文を出した機関については、景徳鎮を擁する地域の地方志や、『明史』、

『大明会典』、『明実録』といった基本史料の中から、断片的な記録を拾うことができる。

これらの史料によると、明代官窯を管理する際に最も重要な役割を果たした機関として、

「工部」の存在が確認できる。工部とは、中央政府の実務機関である六部の 1 つであり、

公共工事や公的な物品の製造を管理した。官窯で生産される瓷器は、国家祭礼や朝貢使や

臣下への下賜品として用いられる場合も多く、官窯が工部の管轄下に置かれたことは、自

然な流れであったと考えられる。 
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また一方で、宦官（中官、太監、内官ともいう）によって組織された「内府」も、官窯

の運営に深く関わっていた。明代の内府には、十二監・四司・八局から構成される二十四

衙門が存在し3、宦官が多様な職務を担っていた。内府は本来、宮中の事務を掌る機関であ

り、国政に関与することは許されていなかった。しかし、明代中期以降になると宦官の勢

力が台頭し、明朝衰退の大きな要因にもなったのである4。内府が明代の景徳鎮官窯に関与

していたことは、佐久間重男氏によって指摘されており5、さらに彭涛氏は、宦官と景徳鎮

の窯民との関係に言及し、双方が度々対立していたことを明らかにしている6。 

以上のように、明代の官窯が工部と内府によって管理されていたことは明白であり、そ

れらが機能するようになった経緯は前章でも詳しく検討した。しかし先行研究では、明代

を通じてそれぞれの機関がいかなる形で瓷器生産に関わったのか、具体的な検証は行われ

てこなかった。そこで本章では、工部系統と内府系統が分化を始めた宣徳年間以降に着目

し、御器廠に出された瓷器の注文記録を検証することで、瓷器生産に関わった各機関の役

割を整理し、御器廠の制度的性格を考察したい。 

 

１．工部系統と内府系統の分化 

 

 １－１ 宣徳年間（1425～1435） 

永楽帝が即位した 1402 年、御器廠に内府の宦官が初めて派遣され、瓷器生産を監督して

いた可能性は、すでに前章で述べた。永楽帝の次に即位した仁宗洪煕帝は、１年を経ずし

て病没してしまい、この時期に官窯が稼働していたことを示す記録は残されていない。次

の宣宗宣徳帝は、即位後すぐに景徳鎮で瓷器を生産するよう命じた。『宣宗実録』巻 9、洪

煕元年（1425）9 月己酉の条には、「行在工部に命じ、江西饒州府において奉先殿の太宗皇

帝几筵と仁宗皇帝几筵の白磁祭器を造らせた（命行在工部、於江西饒州府造奉先殿太宗皇

帝几筵・仁宗皇帝几筵白磁祭器）」とあり、この時に注文された瓷器は、続けて亡くなった

太宗永楽帝と、仁宗洪煕帝の祭祀に用いる祭器であった。 

この時、瓷器の生産を管理するために、宮中から宦官が派遣されたことは、史料に記載

されている。『明史』巻 82、「食貨志 6」、焼造の項に、「宣宗は始めて中官張善を差遣し饒

州に行かせ、奉先殿几筵の龍鳳文白瓷祭器を造らせた（宣宗始遣中官張善之饒州、造奉先

殿几筵龍鳳文白瓷祭器）」とあり、宦官による瓷器生産は、永楽年間から引き継がれたと考

えられる。そして宣徳年間には、宦官が駐在するための施設も設けられた。正徳 6 年（1511）
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『饒州府志』巻 2、公署の項に、「御器廠。すなわちかつての少監庁で、月波門の外にある。

宣徳間に創設され、毎歳瓷器を貢納した。太監がここに駐在し、検封して進貢する7」とあ

る。 

前章でも確認したが、この「御器廠」は景徳鎮に置かれた官窯を指していない。嘉靖 4

年（1525）『江西通志』巻 8、公署の項を見ると、浮梁県を管轄する饒州府城（鄱陽に置か

れた）の項にある記述で、「御器廠。府城の月波門外にある。宣徳間、初めて内臣がここに

駐在し、検封して皇帝に瓷器を進貢した8」とある。ここから、饒州府城月波門外の御器廠

は、宦官が駐在して瓷器を検品して宮中に送る機関であったことが明らかである。宣徳年

間の段階で、饒州府城に宦官が常駐する機関を設け、より万全な生産管理体制を敷いたの

である。 

しかし、宮廷から派遣された張善は、不正を行ったことで処刑された。『宣宗実録』巻 34、

宣徳 2年（1427）12 月癸亥の項に、以下の記述が見える。 

内官張善は処刑された。善は饒州に行き磁器を監造したが、汚職行為をして残虐であ

り、部下は堪えることができなかった。造った御用の瓷器も、多くは同輩に分け与え

ていた。事件は陛下に聞こえ、陛下は命じて城内の市場において斬首させ、首を晒し

て民衆に示した9。 

明代には、権力を持った宦官が様々な事件を起こしたが、張善によるこの事件は、宦官に

よる弊害が瓷器の生産に及んだ最初の例である。 

この後、一旦は宦官の派遣を取り止めたようで、『宣宗実録』巻 70、宣徳 5 年（1430）9

月丁卯の条に、 

饒州にて磁器を焼造するのをやめる。初め行在工部が上奏し、官を派遣し白磁龍鳳文

の器皿を焼造し終えた。また加えて焼造するよう求めたが、陛下は民の疲労と物資の

浪費を考慮し、遂に命じてこれをやめさせた10。 

とあり、この時は内府ではなく、行在工部の上奏によって、官員を派遣して龍鳳文の瓷器

が焼造された。さらに、初めに注文された瓷器が完成した後、工部は追加の注文を出そう

としたが、宣徳帝によって取り下げられたのである。 

しかし、宣徳 8 年（1433）になると、再び瓷器が発注される。『（万暦）大明会典』巻 194、

工部、陶器の項には、 

宣徳 8 年（1433）、尚膳監が題本にて上奏し、龍鳳文瓷器を焼造することを許された。

工部の官 1 員を差遣し、該監の式様（製作見本）を支給して饒州に往き、各様の瓷器
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44 万 3500 件を焼造させた11。 

とあり、「尚膳監」という機関から注文が出されたのである。生産を監督したのは前回と同

様に工部の官であったが、今回の注文件数は44万3500件という極めて膨大な量であった。

なお、明代御器廠の生産力は、数量が最も多かったとされる成化年間において年間 6 万 3

千件程であり、民窯への委託生産も行った嘉靖以降でも、1年に 12 万件程が限度であった

（後述）。したがって、44 万件もの瓷器は、数年をかけて生産する予定であったと考えら

れる。 

この注文を出した尚膳監は、内府の機関であり、『続文献通考』巻 93、職官考に、「（洪武

28 年）尚膳監は奉先殿の供養ならびに御膳と宮内の食用の物を掌る。また光禄司が供奉す

る宮内の諸筵宴の飲食の事務を監督する（（洪武二十八年）尚膳監掌供養奉先殿并御膳与宮

内食用之物。又督光禄司供奉宮内諸筵宴飲食之事）」とみえ、宮中の飲食を掌る尚膳監が、

同じく飲食に関わる光禄司（寺）の職務に関与したという状況が確認できる。洪武年間に

は宦官が宮廷の外で職務を行うことはほとんどなかったが、永楽以降、宦官が地方に進出

して様々な職務を行うようになった。このため、宣徳年間の記録でも、光禄寺と工部が担

っていた瓷器の生産に、内府の尚膳監が介入したのであろう。 

先に見た通り、宣徳 5 年には工部が主体となって注文が出されたが、件数はさほど多く

なかった。しかし、宣徳 8年に内府が出した注文は、極めて膨大な数に及んでいた。した

がって、工部と内府による注文件数の差異が、この頃から現れ始めたと考えられる。 

  

１－２ 正統～天順年間（1436～1464） 

先に膨大な数の注文を許可した宣宗であったが、崩御の間際には瓷器の生産を停止させ

ており、『明史』巻 9、宣宗本紀に、「宣徳 10 年（1435）春正月甲戌、［宣宗が］危篤に陥

る。採買と営造の諸使を停止する（（宣徳十年春正月）甲戌、大漸。罷採買・営造諸使）」

とある。危篤の状態にあった宣宗が指示を出すとは考えにくいので、周囲の官員が停止さ

せたとみるべきであろう。これと類似した内容として、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、

建置の項に、「［瓷器の生産を］正統初めに罷める（正統初罷）」とある。宣徳 8 年に注文さ

れた膨大な瓷器を、この段階で造り終えるのは不可能であり、正統の初めに停止したのは

その時の注文分と考えられる。 

しかし、瓷器の生産を止めたにもかかわらず、景徳鎮の民から大量の瓷器が納められて

いた。『英宗実録』巻 22、正統元年（1436）9 月乙卯の条に、「江西浮梁の民である陸子順
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は、磁器 5 万余件を進貢した。陛下は光禄寺に送り使用に充てさせ、鈔を賜うことでその

価格を償った（江西浮梁民陸子順、進磁器五万余件。上令送光禄寺充用、賜鈔償其直）」と

ある。景徳鎮の民から 5 万件もの瓷器が献上されたという現象は、どのような意味を持つ

のだろうか。 

明代には官府が物資を必要とした場合、民衆に割り当てて貢納させる「上供物料」とい

う制度があり、その方法として、産地で物資を買い上げる買辦方式が重要な位置を占めた

ことは、岩見宏氏の研究で指摘されている12。このため、5 万件の瓷器が、買辦による上供

物料として宮廷に納められたとも考えられる。しかし、当時の景徳鎮官窯では、瓷器の生

産を行う際に無償で従事させる徭役体制を敷いていたため13、わざわざ鈔を用いて瓷器を

買う必要はない。さらに、買辦によって物資を調達した場合、史料上では「買」や「市」

といった表現がなされるが、ここでは鈔を支払うことで「償った」と記されている。では、

この史料に見える「償」は、どのような意味で用いられたのであろうか。 

宣徳 8年に大量の注文が出された際、景徳鎮では多くの窯民を徭役として従事させ、瓷

器の生産を行わせたと考えられる。しかし、宣徳 10 年に注文が取り消されてしまったた

め、これまでに生産された瓷器や準備した材料は無駄になり、かかった費用は保証されな

くなってしまう。そこで景徳鎮の窯民が官府に掛け合い、すでに製造を終えた 5 万件の瓷

器に対して、鈔を用いて「補償する」という形で買い取ってもらったのではないだろうか。

このように考えれば、「償」の意味が自ずと理解できる。 

正統年間の始めに、一旦は瓷器の生産を停止させたが、この後には再び瓷器の生産が行

われていた。『憲宗実録』巻 150、成化 12 年

（1476）2 月の条に、「奉先殿の祭器ならびに日

用器は、正統・天順の間、毎年換える分は 8千

～9 千件を越えません。破損したものは、なお

金銭を払い修理して用いていました（奉先殿祭

器并日用器、正統・天順間、歳換不過八九千。

損壊者、仍付出修用）」とあり、瓷器が生産さ

れていたものの、数量はさほど多くなく、壊れ

た場合は修理して用いていたことが見て取れ

る。 

また、この頃の瓷器生産に内府が関わってい

 
【図 5－1】龍紋大缸、正統年間 

北京大学考古文博学院・ 江西省文物考古研究

所・景徳鎮市陶瓷考古研究所編『景徳鎮出土明

代御窯瓷器』文物出版社、166 頁。 
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たことも確認できる。『英宗実録』巻 116、正統 9 年（1444）5 月丁卯の条に、 

江西饒州府は青龍白地花缸を造ったが、瑕やひびがあり用いるのにふさわしくなかっ

た。太監の王振は陛下に言い、錦衣衛指揮を差遣して往かせ、その提督官を杖刑に処

した。なお内官に勅命を出して様（製作見本）を持っていかせ、饒州に赴きさらにこ

れを造らせた14。 

とある。生産された缸の質が悪かったため、英宗の側近であった宦官の王振が、皇帝の特

務機関である錦衣衛の指揮使を動かし、官窯の監督を杖刑に処した。そして、内府から新

たな製作見本を提示し、改めて缸を製作させたのである。ちなみに、景徳鎮官窯の発掘調

査では、正統期の地層から、高さ 73 ㎝、口径 72.4 ㎝もある五爪龍紋の大缸が出土してい

る15【図 5－1】。これほど大きなサイズの缸は、明代の他の時期で確認されていないため、

この特殊な缸が内府から提示された新たな様式であった可能性も考えられる。 

英宗が重祚した天順年間（1457～1464）についても、『（康熙）浮梁県志』巻 4、「陶政」

に、「天順丁丑（天順元年、1457）、なおも中官に委ねて焼造した（天順丁丑、仍委中官焼

造）」とあり、依然として宦官を派遣し、瓷器の焼造を行わせていたことが確認できる。そ

して、『英宗実録』巻 309、天順 3 年（1459）11 月乙未の条には、「光禄寺は上奏して、江

西饒州府で瓷器の合計 13 万 3 千余件を焼造することを求めた。工部は饒州の民の艱難を

思い、8 万件に減らすよう上奏し、これに従った（光禄寺奏請、於江西饒州府焼造瓷器共

十三万三千有余。工部以饒州民艱難、奏減八万、従之）」とあり、光禄寺によって 13 万 3000

件ほどの注文が出されている。天順元年から宦官を派遣していたことと、光禄寺が内府尚

膳監の監督下に置かれていたことを踏まえると、この時の光禄寺が出した注文に内府が関

わっていた可能性が高い。しかし、後に工部が民の負担を考慮したことで、生産量が減ら

されたのである。 

正統～天順年間には瓷器の生産数がさほど多くはなく、天順 3年のように内府が大量の

瓷器を注文した場合でも、工部が抑制するという作用を果たしたことが確認できる。しか

し、内府の影響力は決して弱かったわけではなく、正統 9年の例を見ると、瓷器の質を監

督するという役割を担っていたのである。また、内府が新たな見本を提示したと史料にあ

ったが、それが実際に考古発掘で出土した巨大な缸であったならば、焼造が困難なほど巨

大なサイズである。これまで工部が注文した瓷器は、国家祭礼等に用いるという実用性が

重視されてきたが、内府が注文した場合には瓷器の質が追及され、さらには製造が困難な

器形を含んでいた可能性が考えられる。このように見ると、宣徳～天順年間は、瓷器生産
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に対する工部と内府の要求内容が、注文件数のみならず、製品の性質についても分化し始

めた段階であると判断できる。 

 

２．内府による瓷器生産の恒常化 

 

２－１ 成化、弘治年間（1465～1505） 

 『憲宗実録』巻 1、天順 8 年正月乙亥の条には、憲宗成化帝が英宗の崩御を受けて出し

た命令が以下のようにある。 

一、江西饒州府・浙江処州府は、今内官を差遣し、また磁器を焼造している。詔書の

届いた日に、すでに焼造が終わったものは、数に照らして送らせ、それ以外のいまだ

完成していないものはみな製造を停止せよ。差遣した官員はすぐに京師に戻し、違反

する者はこれを罰せよ16。 

天順年間以降、瓷器を生産する際には宦官が差遣されていたが、すぐに差遣を停止させる

ように命じたのである。だが、この後も瓷器の生産は停止していなかったようで、『（正徳）

大明会典』巻 157、工部、陶器の項に「成化 4 年に上奏して許され、光禄寺の瓷器は、な

おも 4分の例によって減らして造る（成化四年奏准、光禄寺瓷器、仍依四分例減造）」とあ

る。成化 4 年に光禄寺の発注分のうち 4 分を減らしたが、それでも以前に比べて製造数は

多く、『憲宗実録』巻 150、成化 12 年 2 月己亥の条に「成化以来、両京では毎年 6 万 3 千

3百件を造らせ、以前と比べて 10 倍になった（成化以来、両京歳造六万三千三百、視前十

倍）」とある。成化年間には、毎年継続的に瓷器が生産されたことで、生産量が前代に比べ

て 10 倍にも膨れ上がったのである。その状況は、『明史』巻 82、「食貨志 6」、焼造の項に、

「成化年間は、中官を派遣し浮梁景徳鎮に行かせた。御用の瓷器を焼造させることが、最

も多くかつ長く、費用が計算できない（成化間、遣中官之浮梁景徳鎮。焼造御用瓷器、最

多且久、費不貲）」とある。成化年間は長らく内府に委ねて官窯を稼働させており、生産量

も膨大になったため、資金繰りが困難になったという状況が述べられているのである。 

しかし、成化 18 年（1482）になると、宦官を官窯の監督から退かせている。『憲宗実録』

巻 231、成化 18 年閏 8 月壬申の条に、「また、饒州で御器を焼造するには、必ず内臣に命

じて監督させたが、後に宜しく式（製作見本）を降すのをやめ、諸有司に委ねて、供給す

る費用を削減するのがよい、と［陛下が］おっしゃった（又謂、饒州焼造御器、必命内臣

監督、自後宜止降式、委諸有司、以免供給之費）」と記されており、これまで宦官が瓷器を
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生産する際、「式を降す」という方法が採られていたとある。「式」は瓷器の製作見本を指

し、それを宮廷から提示することで、特殊な様式が注文されていたと考えられる。だがこ

れ以降、宦官による特殊な注文を廃止し、諸有司、つまり宦官以外の官僚たちに瓷器の生

産を任せて、生産にかかる費用を抑えるよう命じたのである。宦官の内府ではなく、官僚

の工部に瓷器生産を委ねたということは、すなわち内府は特殊な注文を出して資金を浪費

するのに対し、工部であれば経費を抑えて生産することができると、成化帝が認識してい

たことを示している。 

ちなみに、成化年間には多様な瓷器が作られた

が、なかでも「豆彩」はこの時期を代表する様式

といえる。豆彩とは、淡い発色のコバルトを用い

て釉下に輪郭線を描き、高温焼成した後に、釉上

彩で彩色を施した瓷器である【図 5－2】。この様

式は、以前に生産されていたような五彩とは作風

が大きく異なり、成化年間に成熟した17。そして、

弘治以降は一部の倣製品を除いて、製作されなく

なったのである。したがって、史料中にある宮廷

からの見本によって製作された特殊な様式に、豆彩が含まれていた可能性もある。 

次いで即位した孝宗弘治帝は、前代の反省に立った上で、瓷器の生産を停止する。『孝宗

実録』巻 45、弘治 3年（1490）11 月甲辰の条には、内閣大学士の劉吉と弘治帝とのやり取

りが、以下のようにある。 

また江西の磁器などは、内府が収計したところ、また用いるのに足りております。今

また理由もなく内官を差遣して焼造させたなら、人々の混乱を免れないでしょう。（中

略）陛下は、「江西で磁器を焼造するのに内官は必ずしも差遣するな。そうして初めて

朕の天を畏れ民をあわれむ意思を示すことができる・・・」とおっしゃった18。 

同様の内容は、『明史』巻 15、「孝宗本紀」の項に、「（弘治 3 年）冬 11 月甲辰、工役を

停止し、内官が瓷器を焼造するのをやめる（（弘治三年）冬十一月甲辰、停工役、罷内官焼

造瓷器）」とみえ、民の生活を案じ、不要な瓷器の生産を止めるとともに、宦官の派遣を撤

回させたのである。弘治帝は、成化年間に横行していた宦官の粛清を行い、後世に明朝中

興の祖と呼ばれる。この際、宦官に委ねていた多くの事柄を停止しており、宦官の景徳鎮

への派遣をやめさせたのも政策の一環であったと考えられる。内府に職務を委ねないこと

 

【図 5－2】 豆彩罐、成化年間 
『世界陶磁全集 14 明』、小学館、1976

年 11 月、59 頁。 
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が、「天を畏れ、民をあわれむ」と見なされた点も、明代の宦官に対する認識を知る上で興

味深い。 

しかし弘治帝は、弘治 3 年に瓷器生産を停止させたにもかかわらず、後に再び宦官を派

遣して瓷器を生産させた。『明史』巻 82、焼造の項には、「孝宗は初め、中官を撤回したが、

すぐにまた派遣した。弘治 15 年（1502）、また撤回する（孝宗初、撤回中官、尋復遣。弘

治十五年、復撤）」とあり、さらに『（万暦）大明会典』巻 194、工部、陶器の項には、「弘

治 18 年（1505）、江西饒州府に詔をして、瓷器を焼造することは、本年より以後しばらく

3 年停止させる（弘治十八年、詔江西饒州府、焼造瓷器、自本年以後暫停三年）」とある。

弘治帝は弘治 18 年に崩御しているため、『大明会典』の内容が武宗正徳帝による可能性も

考えられるが、いずれにせよ、短期間に瓷器の生産と停止が繰り返され、そのうえ派遣す

る官員も定まっていなかったため、弘治年間の瓷器生産はさほど安定していなかったと判

断できる。 

弘治帝は、内府の職権を弱め、宦官に対する改革を行おうとした。しかし、瓷器の生産

に関する改革に成功せず、結局は宦官の派遣と撤回を繰り返すことになったのである。お

そらく、成化年間以降、宦官勢力は国政の深部にまで浸透しており、もはや内府に委ねな

ければ瓷器の生産も行えなくなっていたと考えられる。 

 

２－２ 正徳年間（1506～1521） 

次の武宗正徳帝は、即位後すぐに瓷器の焼造を再開させた。『（万暦）江西省大志』巻 7、

「陶書」、建置の項に、「正徳初、御器廠を置き、専ら御器を管理した。先に兵乱により審

議して製陶を停止し民を休ませたが、ここに至ってまた置いた（正徳初、置御器廠、専筦

御器。先以兵興議寝陶息民、至是復置）」とあり、弘治 18 年に停止した瓷器生産を、早く

も復活させていたことが読み取れる。この際に、御器廠を再び置いて御器を管理したとあ

り、御器廠の設置があえて明記されている。だが、弘治年間も御器廠（景徳鎮官窯）で瓷

器を生産していたので、再び設置されたことを強調する必要はない。また史料中には、御

器廠を置いて御器を「筦する（管理する）」とあり、製造機関ではなく管理機関を置いたこ

とが明記されている。したがって、ここでいう御器廠は景徳鎮官窯ではなく、かつて宣徳

年間の饒州府城月波門外に設置されていた、宦官が瓷器生産を管理するための機関であっ

た可能性も考えられる。 

正徳年間における官窯の監督官については、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、設官の
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項に、「廠を管理する官は、正徳年間から嘉靖年間初めに至るまで、中官 1 員が専ら監督し

ていた（管廠官、自正徳至嘉靖初、中官一員専督）」とあり、宦官によって瓷器の生産が監

督されていたのである。周知の通り、正徳帝は宦官を重用した皇帝として知られ、八虎と

呼ばれる 8 人の宦官を側近とし、政治を行わず享楽に耽っていたとされる。このため宦官

の権力は増大し、八虎の 1人である劉瑾は、皇帝と同等の権利を有するほどであった。 

さらに正徳年間には、成化以降途絶えていた外国産の良質なコバルトが、再び入手でき

るようになった。『事物紺珠』巻 22 に、「正徳の間、大璫（宦官）は雲南を鎮守し、外国の

回青を得た。精錬したコバルトを宝石と偽った（コバルトは精錬すると鮮やかな青色にな

る）ところ、価値は黄金の倍にもなった。すでにそれで瓷器を焼造できると知り、これを

用いたところ、発色は古器にまさるほどであった（正徳間、大璫鎮雲南、得外国回青。以

煉石為偽宝、価倍黄金。已知其可焼窯器、用之、色愈古器）」とあり、上質なコバルトを用

いて鮮やかな青花が製造できるようになったことと、コバルトの入手に関わったのが宦官

であったことが記されている。だが伝世品を見る限り、正徳年間の官窯で作られた青花の

顔料は、弘治年間のものと大差なく、むしろ次の嘉靖年間から再び鮮やかな発色に成功し

ている。 

これについて、清代乾隆年間の陶瓷研究書である『陶説』巻 3には、「回青。正徳の時、

大璫（宦官）が雲南を鎮守し、これを外国に得る。嘉靖官窯の御器はこれを用いる（回青。

正徳時、大璫鎮雲南、得此於外国。嘉窯御器用此）」とあり、正徳年間に得た回青という顔

料を、嘉靖年間の官窯で用いたと解釈している。この点については更に深い検討を要する

が、いずれにせよ、正徳期に宦官の職権が伸長したことで、景徳鎮官窯に良質な材料がも

たらされたのである。 

宦官の権力が増大していた正徳年間であっても、宦官の派遣を撤回させようという動き

は見られた。『武宗実録』巻 194、正徳 15 年（1520）12 月己酉の条には、以下の記述があ

る。 

太監の尹輔に命じて、饒州に行かせ磁器を焼造させた。工部は議して、「江西地方がし

ばしば略奪に遭い、また宸濠の乱（正徳 14 年に起こった内乱）があり、現地の官員は

10 箇所中 9 箇所が不在になり、税を免除して救済しましたが、なおいまだに復興しま

せん。もしまた官を差遣して焼造させれば、廩給・柴薪・物料・工食の費用は計算で

きないほどになり、誠に反乱が勃発する恐れがあります。弘治 9 年の例に照らして、

しばらく差官を免じ、鎮巡三司等の官に本来足りない数を調べさせ、製作見本通りに
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焼造し、順次進貢させて用いれば、官民双方に都合が良く、供給に間違いがありませ

ん」と返奏した。陛下は、「すでに太監を派遣した」と言った。続いて給事中呉巌と御

史楊秉中等がまた進言したが、［正徳帝は］許可しなかった19。 

太監を官窯に派遣したことに対し、工部が江西の民を慮り、派遣を撤回させようとしたが、

正徳帝は聞き入れなかったのである。当時、宦官の勢力は正徳帝の庇護下にあり、工部が

撤回を求めたところで、宦官の行動を止めることはできなかったと考えられる。そして、

立て続けに瓷器が注文されたため、景徳鎮では次第に瓷器を製造しきれなくなった。『明史』

巻 82、「食貨志 6」、焼造の項には、「正徳末、また（宦官を）派遣する。弘治より以来、焼

造のいまだ終わらないものが 30 数万器あった（正徳末、復遣。自弘治以来、焼造未完者三

十余万器）」とあり、製造が終わらずに繰越され続けた瓷器が、正徳末期には 30 万件以上

に膨れ上がっていたのである。 

 正徳年間に未完成の瓷器が増大していた点は、成化年間の状況とよく似ており、これら

の時期は、共に内府の主導によって瓷器が生産されていた。その間に在位した弘治帝は、

内府の改革を試みたが、結局は失敗に終わったのである。成化年間以降、内府が景徳鎮官

窯の稼働に深くかかわり、もはやその影響を排除することができなくなっていたと考えら

れる。だが内府による官窯の管理は、瓷器の質という視点で見た場合、負の側面ばかりで

はない。内府が主導したことにより、宮廷から提示される特殊な様式が製造され、さらに

は良質な顔料も入手できるようになり、景徳鎮官窯における質の向上と製品の多様化に結

び付いた。そして、皇帝や宮中の嗜好を生産地に伝える役割を担ったのは、内府に所属す

る宦官たちであった。このように見ると、内府が実用の枠を超えた瓷器を注文し、宦官が

窯場を監督したことで、明代官窯の製品は高い芸術性と奢侈性を獲得することになったと

も考えられる。 

 

３．御器廠体制の崩壊  

 

３－１ 嘉靖、隆慶年間（1522～1572） 

嘉靖年間の官窯も、当初は正徳年間と同様、宦官によって監督されていた。『明史』巻 82、

「食貨志 6」、焼造の項を見ると、「嘉靖初め、中官を派遣し官窯を監督する。給事中陳皐

謨は、それが多くなると民への害になると述べ、これをやめるよう求めたが、皇帝は聴か

なかった（嘉靖初、遣中官督之。給事中陳皐謨言、其大為民害、請罷之、帝不聴）」とあり、
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世宗嘉靖帝は宦官の派遣を継続させたのである。  

だが宦官の派遣は、後に撤回されており、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、設官の項

によると、「先に［官窯は］中官 1 員が専ら監督した。嘉靖 9年（1530）に取りやめ、饒州

府佐（佐貳官）1員をもって、銭糧の不正を管理させ、守巡（分守道と分巡道）の管轄に属

させた（先是中官一員専督。嘉靖九年裁革、以饒州府佐一員、管督銭糧奸弊、属守巡焉）」

とあり、嘉靖 9 年に中官の派遣をやめ、代わりに地方官によって瓷器の生産が監督される

ようになった。嘉靖年間は、前代に権力を増大させた宦官を罰し、様々な弊害を改めた時

代でもある20。宦官に任せていた瓷器の生産を、地方官に委ねるという政策も、その一環で

あったと考えられる。 

また嘉靖年間には、瓷器の注文件数が多かった場合に、一部を民間に委託して生産させ

る「官搭民焼」という方法が採られるようになる。具体的な内容は、『（万暦）江西省大志』

巻 7、「陶書」、窯制の項にみえる。 

およそ部限瓷器に遭えば、平常通り焼造し、散窯（民間の窯）に委託することはない。

ただ欽限瓷器であれば、数が多く期限もせばまるため、一時にまとめて処理し、及ば

なければ、散窯に分派し、質が用いるのに足るものを選んで、集めて送らせる。もと

より一時的な仮の方法である21。 

民間の窯に委託生産を行わせるのは、注文数が多い場合のみの臨時措置であった。ここで

は、中央政府から出される注文が、「部限」と「欽限」に分けて記載されている。部限と欽

限の意味については佐久間重男氏の研究があり、部限が工部から発注される焼造命令で、

欽限は皇帝から発注される焼造命令であると解釈している22。筆者はこの説に同意した上

で、部限と欽限の注文系統は、これまで漠然と記録されていた工部と内府による注文の差

異が、初めて史料上に現れたものだと考える。 

このような生産委託体制が採られるようになった背景として、佐久間氏は『世宗実録』

巻 208、嘉靖 17 年正月壬午の条の記事を挙げている23。ここには、「工部尚書温仁和は上奏

し、江西で磁器を焼造するのに欽限に違うことがあり、官を解任し遅延させた罪に処すよ

う求めた（工部尚書温仁和奏、江西焼造磁器有違欽限、請治解官遅悞罪）」とあり、欽限瓷

器の生産が間に合わず、監督官が罰せられたと記されている。そして、民間への委託生産

は、瓷器生産の遅れを防止する目的で始められたと、佐久間氏は考察している。 

実際、この事件の後には瓷器の生産が安定したようで、嘉靖年間の史料からは瓷器の生

産が滞ったという記事は見られない。なお、嘉靖 8 年以降に貢納された瓷器の件数は、『（万
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暦）江西省大志』巻 7、「陶書」に記録されている。以下に注文が出された年次と、その数

量を略記する。 

嘉靖 8年－2570 件、嘉靖 9年－405 塊、嘉靖 10 年－12300 件、嘉靖 13 年－4500 件、

嘉靖 15 年－6160 件、嘉靖 16 年－948 件、嘉靖 20 年－27300 件、嘉靖 21 年－2830 件、

嘉靖 22 年－18390 件、嘉靖 23 年－72290 件、嘉靖 24－1920 件、嘉靖 25 年－103200

件、嘉靖 26 年－120360 件、嘉靖 27 年－9200 件、嘉靖 29 年－1000 件、嘉靖 30 年－

10730 件、嘉靖 31 年－43780 件、嘉靖 33 年－110030 件、嘉靖 34 年－1410 件、嘉靖

35 年－34891 件、嘉靖 36 年－31590 件、嘉靖 38 年－29260 件。 

無論、これ以外の記録が散逸してしまった可能性もあるが、史料に記載された件数を見

る限り、嘉靖年間はほぼ毎年のように瓷器が生産されていたことがわかる。とりわけ生産

が多いのは、嘉靖 25 年および翌 26 年と、嘉靖 33 年である。これらの年については、『（万

暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、料価の条に、「以前は布政司の公帑を支給していた。嘉靖

25 年（1546）、焼造件数が数倍になり、十倍も百倍も加えて割り当て、省全体で銭糧と共

に銀 12 万両を付加して徴収し、専ら焼造に備え、数年で支払い尽した。嘉靖 33 年（1554）、

また銀 2 万両を増やして割り当て、焼造分は支払い尽した24」とあり、焼造件数が多い場

合には、当該地方から資金を追加徴収することで賄っていたのである。 

次の隆慶年間（1567～1572）にも、引き続いて瓷器が注文された。『（万暦）江西省大志』

巻 7、「陶書」、「請改陶疏抄」の項には、 

隆慶 5 年（1571）、都御史徐［栻］が題本で、「該内承運庫太監の崔敏は題本にて、上

用各様の瓷器が不足したため、焼造を要する内外に鮮紅釉を施した盌・鐘・甌ならび

に大小龍缸・方盒、合計 10 万 5 千 7 百 70 桌・個・対をリストに書き出しました。（後

略）」と上奏した25。 

とあり、内府の倉庫であった内承運庫の太監崔敏の題本により、10 万件以上の瓷器が注文

されたのである。そして、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、御供の記録により、隆慶 5

年の注文分として合計 12 万 4810 件の瓷器を貢納していたことが確認できる26。 

以上の点から、嘉靖、隆慶年間には多くの注文が出ていたにもかかわらず、比較的安定

して瓷器を供給していたといえる。その背景には、地方官による官窯の管理と、民間への

委託生産を行ったことが影響したと考えられる。これらの手段は、大量の瓷器を安定して

供給するためには有効な措置であったが、一方で、中央政府が御器廠を直接管理し、瓷器

を廠内で一括して生産するという従来の体制が、大きく変容したと捉えることもできる。 
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３－２ 万暦年間（1573～1620） 

神宗万暦帝の時代になっても、依然として宮中から瓷器の注文は出され続けた。例えば、

『（万暦）大明会典』巻 194、陶器の条には、万暦 10 年（1582）の注文として、 

  ［宮中から］江西に文書を伝え、各様の瓷器 9万 6千 6 百 24 箇・副・対・枝・口・把

を焼造させた。後に上奏して許され、屏風・燭台・棋盤・筆管を半減させて造った27。 

とあり、隆慶年間と同様に、多くの注文が出されていたのである。また同時に、屏風や

筆管など特殊な器形が注文されたことも

確認できる【図 5－3】。 

この時の注文については、『皇明経世文

編』巻 379、「為欽奉聖旨事疏」に、「もと

から受け取っていた皇帝が降した式様（製

作見本）、ならびにリストに書かれた焼造

する瓷器、合計 9 万 6 千 6 百 24 個・副・

対・面・坐・枝・口・把（原奉欽降式様、

并単開焼造瓷器、共九万六千六百二十四個・副・対・面・坐・枝・口・把）」とあり、万暦

帝から直接注文されていたことが確認できる。皇帝の注文ということは、その周囲にいる

宦官を経由して、景徳鎮に伝えられたと考えられる。『大明会典』の記事では、後にいくつ

かの器種の製造が免除されたとあったが、これについては『神宗実録』巻 136、万暦 11 年

4 月甲寅の条に、詳しい内容が見える。 

大学士の張四維等は、「江西は例年問題が多く、民衆は困窮しています。磁器を焼造す

るのに、碗・碟・瓶・罐等のような不可欠なものは、酌量して何割か減らすべきです。

燭台・棋盤・屏風・筆管に至っては、従来みな銅・錫・竹・木を用いて製造するもの

で、これまで磁器を用いていたのを聞いたことがありません。焼造を取りやめ、民の

力を節約するべきです」と言った。工科都給事中の王敬民等も、焼造を止め、倹約の

徳を表すよう上奏した28。 

ここでは内閣の主輔である大学士の張四維が、生産数を減少させるよう提起している。燭

台・棋盤・屏風・筆管などは、本来別の素材で作っていたものであり、あえて瓷器で作る

必要はなく、この奢侈品ともいえる余計な瓷器の注文を取り下げることで、民の負担を減

らすべきだと主張したのである。 

 

【図 5－3】瓷器製筆管 「大明万暦年製」銘 
『東洋陶磁 7 デイヴィッド財団コレクション』 

講談社、1982 年 4 月、図版 172。 
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さらにこの上奏文では、工科都給事中であった王敬民も、焼造を停止するよう進言して

いる。工科とは、工部において問題が発生した時に監察する役割を果たし、都給事中は工

科に所属する最高位の官職であった。工科を含む六科の性格については、曺永禄氏の研究

があり、永楽以後の宦官勢力の台頭などを背景に、中央の言官としての地位を拡大させ、

皇帝および外戚と宦官の私利追及に対して批判を行う役割を担った、と指摘している29。

不要な瓷器の注文に対して、政府の重職である内閣大学士と工科都給事中が動いたことか

ら、官僚たちがこのような瓷器の生産を大いに問題視していたと判断できる。奢侈品とし

ての瓷器生産を推進する皇帝および内府と、それを抑制して実用品を製作する官僚機構と

いう構造が、これらの史料から鮮明に浮かび上がる。 

万暦 24 年（1596）、明朝の財政難と、北京で起きた火災による宮殿再建費用を捻出する

ため、全国に宦官が派遣され、鉱山の開採と商税の徴収を行うようになった。派遣された

宦官は、民衆から無理やり金銭を収奪したため、この事件は後に「鉱税の禍」と呼ばれる。

そして、万暦 27 年（1599）2 月、景徳鎮には潘相という宦官が派遣された30。景徳鎮にお

ける鉱税の禍の影響については、佐久間重男氏によって明らかにされているので31、本論

文では簡単に流れを述べるにとどめる。 

潘相は景徳鎮に派遣されたが、常時駐在していたわけではなかった。『（康煕）浮梁県志』

巻 4、陶政の項に、「万暦己亥（1599）、鉱税の役が興り、御器廠は開採の潘太監に委ねて兼

理され、府佐がなおもこれを監督した。内監は省に駐在し、京師に瓷器を輸送する時は鎮

に駐在した（万暦己亥、鉱税役興、廠委開採潘太監兼理、府佐仍董之。内監駐省、起運時

駐鎮）」とあり、瓷器の生産は佐貳官に委ね、潘相は普段江西の省都に駐在し、瓷器を選別

する時だけ景徳鎮に来ていたとある。 

だが、『（雍正）江西通志』（四庫全書本）巻 142、「火神童公伝」には、潘相が窯民に対し

て困難な瓷器の生産を強要していたことが記されている。 

万暦の間、内監潘相が皇帝の命を受け、焼造を監督した。（中略）その時に大器を造ら

せたが、何度やっても完成することはできなかった。工人は鞭で叩かれたり、飢えと

疲労に苦しんだりした32。 

潘相は製造が難しい瓷器を注文し、失敗すると鞭で打つなど苛烈な罰を与えていたのであ

る。潘相による圧政に業を煮やした窯民は、万暦 29 年（1601）に景徳鎮で民変を引き起こ

した。その様子は、『定陵註略』巻 5、軍民激変、万暦 29 年 9 月の項に、「国政の非を恨む

民衆は万を超え、砿監潘相を殺そうとし、廠房を焼いた。通判陳奇可は努めて言い聞かせ、
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民衆を散開させたが、奇可は反対に冤罪で弾劾され逮捕された（寃民万余、欲殺砿監潘相、

焼焚廠房。通判陳奇可力行暁諭、乃散、奇可反以誣参被逮）」とある。潘相に対して万を超

える民衆が蜂起し、その反乱を収めた通判陳奇可が、逆に冤罪によって逮捕されてしまっ

たのである。民変はこの後に終息したが、御器廠の設備は破壊され、景徳鎮官窯は大きな

損害を被ったのである。 

なお、民変が終息した後の万暦 34 年（1606）、潘相は再び景徳鎮に駐在しており、これ

については日野康一郎氏が詳しく論じている。日野氏は、景徳鎮で再び利権を貪ろうとす

る潘相と、それに反対する官僚たちという構図を上奏文などから明らかにし、宦官と官僚

の対立を浮き彫りにしている33 。鉱税の禍は、万暦帝の庇護を受けた宦官が暴利を貪った

事件であるが、同時に宦官を止めることができないほど官僚機構が弱体化していたとも捉

えることができる。 

この後、民変によって御器廠の機能が停止したためか、官窯に瓷器が注文された記録は

確認できない。それでも民窯への委託生産は行っていたと考えられ、『明史』巻 82、「食貨

志 6」、焼造の項を見ると、「万暦 19 年（1591）、命じて 15 万 9 千件を造らせ、すでにまた

8万件を増やしたが、38 年（1610）に至ってもまだ工程は終わらず、後に工役もまた次第

に止んだ（万暦十九年、命造十五万九千、既而復増八万、至三十八年未畢工、自後役亦漸

寝）」とあり、万暦 30 年代以降、官が用いる瓷器の生産は段階的に終息したのである。 

 万暦年間は、内府が出した奢侈品の注文を官僚が撤回するという流れが、明確に現れて

いた。ここから、内府と官僚機構の瓷器に対する要求の違いと、対立構造を見ることがで

きる。また、宦官による鉱税の禍は、官僚が内府の暴走を抑えることができなかった状況

を表している。これによって万暦 29 年には景徳鎮で民変が勃発し、御器廠の設備は破壊さ

れることになった。以後、御器廠が再建されることはなく、明代官窯に関する記録は、万

暦 38 年を最後に確認できなくなる。内府の強い影響下で発展を遂げた御器廠は、奇しくも

内府の宦官によって終焉を迎えたといえよう。 

 

結語 

 

 以上、明代の景徳鎮官窯に宮廷から注文が出される際、官僚機構である工部と、宦官に

よって構成される内府が関与していたことを確認してきた。最後に、それぞれの系統によ

る注文の特徴についてまとめたい。 
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はじめに、注文件数の差を指摘することができる。工部と内府の系統が分化し始めた宣

徳年間以降、それぞれの注文件数に大きな差が見られるようになった。まず、宣徳 8 年に

尚膳監が出した 44 万 3500 件は、後に撤回されたが、明代において最多の注文数であった。

また、成化年間と正徳年間に内府が生産を管理した際には、注文数が多すぎたために、す

べての瓷器を生産することができなかった。さらに、万暦年間には特殊な器形が多く注文

されたが、後に製造件数が削減されていた。 

これら内府が関わった注文は、突発的に出されることが多く、往々にして膨大な数に及

んでいたのである。一方、工部から出された注文は、数がさほど多くなく、焼造できなか

ったケースはほとんど確認できない。そして、内府が大量の注文を出した際には、工部を

中心とした官僚機関によって、撤回ないしは削減されるケースが頻繁に確認できた。 

次に、瓷器の性質に違いが現れていたことも指摘できる。工部は日用品や祭器など、国

家の運営や日常生活に必要な瓷器を生産する傾向があった。そこでは、特殊な器形の注文

が出されず、あくまで実用品の製作という点が重視されたのである。一方、内府が官窯の

運営に介入して以降、材料の改良が行われ、製品の質に対する指摘も見られるようになっ

た。同時に、特殊な器形や新たな様式が注文されるケースもあり、全体的に高い奢侈性が

確認できる。 

製品の奢侈性を生産機関に要求した場合、そこで従事する工人には大きな負担を与える

ことになる。しかしながら、明代官窯の高い芸術性は、一定の奢侈性によって支えられて

いたとも考えられる。内府が出す注文のように、製品の経済面を考慮せず、質の高い材料

と複雑な工程を多分に用いたことで、良質な瓷器を生産することが可能になったのである。

実際に、後世に著された瓷器に関する文献を見ると、評価の高い瓷器は、内府が生産に深

く関わった時期に生産されている34。内府が瓷器に奢侈性を求めたことが、明代官窯で生

産される瓷器の質の向上と、様式の多様性をもたらす要因になったと考えられる。 

以上の点を踏まえた上で、さらに一歩進め、明代官窯の性格について検討を加えたい。

まずは、明代の官窯を運営する際に、固定化された制度が存在したかという問題である。

明代の官窯に注文を出した機関として、工部・光禄寺・尚膳監などが確認できた。また、

景徳鎮官窯で生産を監督する担当者も、工部官・宦官・地方官が混在しており、注文が出

されるごとに異なっていた。さらに、一度は皇帝の認可を経て生産が始まったにも関わら

ず、後に撤回される場合も多く存在した。このように、景徳鎮官窯に注文を出す機関と、

生産を管理する機関が定まらないまま、宮廷が瓷器を必要とする度に、場当たり的な注文
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が繰り返されたのである。したがって、明代の官窯を管理する体制は、一貫した制度とし

て確立されていなかったと判断できる。 

さらに、このような官窯の管理方法は、明朝特有の国家体制によって形成されたと考え

られる。明朝政府には高度に発達した官僚機構が存在していたが、同時に宦官にも様々な

機関が存在し、政治機構を複雑なものにしていた。例えば、明朝の執政機関として内閣が

存在したが、内府にも司礼監という機関があり、国政に深く関与していた。さらに、兵部

に対する兵仗局、地方総督に対する鎮守太監というように、官僚によって統制される官府

と対応するかのように、職掌が重複する宦官の機関が存在していたのである。このような

官僚と宦官によって構成される二面性が、明代の政治機構の大きな特徴になっていたとい

えよう35。 

本章でみてきたように、瓷器の生産においても官僚機構の工部と、宦官の内府による 2

つの系統が存在した。そして、それぞれが互い違いに注文を出し、時に内府が出した注文

を官僚が撤回するという構図が頻繁に見られたのである。このような体制は、官僚と宦官

が併存し、あるときは対立するという明朝政治機構の特徴を、如実に反映していたと考え

られる。官窯は時の中央政府と密接に関わっていたため、その管理体制には各時代の制度

的特徴が顕著に表れた。したがって、明代官窯の管理体制を解明することは、明朝国家体

制を捉える新たな視点を構築することにも繋がるのである。 
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会編『中国陶瓷史』（文物出版社、1982 年 9 月）などを挙げることができる。また、明代

官窯の考古学調査報告としては、北京大学考古文博学院・江西省文物考古研究所・景徳鎮

市陶瓷考古研究所「江西景徳鎮明清御窯遺址発掘簡報」（『文物』2007 年第 5 期）、北京大

学考古文博学院・ 江西省文物考古研究所・景徳鎮市陶瓷考古研究所編『景徳鎮出土明代御

窯瓷器』（文物出版社、2009 年 6 月）などがある。さらに、胡東波・張紅燕・劉樹林著『景

徳鎮明代御窯遺址出土瓷器分析研究』（科学出版社、2011 年 2 月）では、明代官窯から出

土した瓷器に対し、ICP 発光分光分析や ICP 質量分析を行うことで、材料の化学成分を測

定している。 
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2 梁淼泰『明清景徳鎮城市経済研究』（江西人民出版社、1991 年 12 月）、佐久間重男『景徳

鎮窯業史研究』（第一書房、1999 年 7 月）、王光尭『中国古代官窯制度』（紫禁城出版社、

2004 年 12 月）、金沢陽『明代窯業史研究』（中央公論美術出版、2010 年 7 月）が代表的な

研究として挙げられる。 

3 『明史』巻 74、「職官志 3」、宦官、「12 監、4 司、8 局、いわゆる 24 衙門である（十二

監、四司、八局、所謂二十四衙門也）。」 

4 明代の宦官は、国政に深く関わっていたこともあり、他の時代に比べて研究が多い。明

代の宦官に関する専著として、温功義『明代的宦官和宮廷』（重慶出版社、1989 年 3 月）、

王春瑜・杜婉言『明朝宦官』（紫禁城出版社、1989 年 12 月）、温功義『明代宦官』（紫禁城

出版社、2011 年 4 月）、王春瑜・杜婉言『明朝宦官』（商務印書館、2016 年 9 月）、王春瑜・

杜婉言『明朝宦官史料』（商務印書館、2016 年 10 月）がある。また、明代を通じて宦官勢

力の動向を論じた論稿として、謝貴安「論明代儒臣与宦官在皇帝娯楽中的影響和較量」（『故

宮博物院院刊』2008 年第 6 期）、胡丹「明代宦官研究－成果・困境与思考」（『中国史研究

動態』2010 年第 2期）、許冰彬「試析明代宦官内操的興衰及特点」（『故宮博物院院刊』2012

年第 1 期）などを挙げることができる。さらに、時代ごとの宦官による影響を論じた研究

には、林延清「論明世宗打撃和裁抑宦官」（『史学集刊』1994 年第 4 期）、尹湘兵「明世宗

与宦官」（『黒龍江社会科学』1998 年第 2 期）、李慶新「明前期市舶宦官与朝貢貿易管理」

（『学術研究』2005 年第 8期）、謝貴安「儒家倫理与皇帝私欲的冲突与折衷－明英宗与明代

宗的宮廷娯楽生活」（『紫禁城』2010 年 4 月）などがある。 

5 佐久間重男氏は、註 2 前掲、『景徳鎮窯業史研究』176 頁において、明政府が必要とする

上供瓷器は、多くの場合、宮廷の中官（宦官）を督造官として御器廠に差遣した、と指摘

している。 

6 彭涛「明代宦官政治与景徳鎮的陶政」（『南方文物』2006 年第 2期）114～120 頁。 

7 「御器廠。即旧少監庁、在月波門外。宣徳間創、毎歳貢瓷器。太監駐此、検封以進。」 

8 「御器廠。在府城月波門外。宣徳間、剏内臣駐此、検封進御瓷器。」 

9 「内官張善、伏誅。善往饒州監造磁器、貪黷酷虐、下人不堪。所造御用器、多以分饋其同

列。事聞、上命斬於都市、梟首以徇。」 

10 「罷饒州焼造磁器。初行在工部奏、遣官焼造白磁龍鳳文器皿畢。又請増焼、上以労民費

物、遂命罷之。」 

11 「宣徳八年、尚膳監題准、焼造龍鳳瓷器。差本部官一員、関出該監式様往饒州、焼造各
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様瓷器四十四万三千五百件。」 

12 岩見宏『明代徭役制度の研究』（同朋舎出版、1986 年 5 月）27～53 頁。 

13 明代前期の景徳鎮官窯では徭役体制が採られており、当番制で徴集された陶工が、無償

で瓷器の生産を行った（註 1 で提示した先行研究等で、広く指摘されている）。 

14 「江西饒州府造青龍白地花缸、瑕璺不堪。太監王振言於上、遣錦衣衛指揮往、杖其提督

官。仍勅内官齎様、赴饒州更造之。」 

15 註 1 前掲、『景徳鎮出土明代御窯瓷器』166 頁。 

16 「一、江西饒州府・浙江処州府、見差内官、在復焼造磁器。詔書至日、除已焼完者、照

数起解、未完者悉皆停止。差委官員、即便回京、違者罪之。」 

17 呂成龍「明成化朝御窯瓷器簡論」（『故宮博物院院刊』2016 年第 4 期）26～36 頁。 

18 「又如江西磁器、内府所収計、亦足用。今又無故差内官焼造、未免擾人。（中略）上曰・・・

江西焼造磁器内官不必差。庶朕畏天恤民之意。」 

19 「命太監尹輔、往饒州焼造磁器。工部議覆、江西地方屢遭焚劫、復有宸濠之難、所在官

司十処九空、優免賑済、尚未蘇息。若再差官焼造、廩給・柴薪・物料・工食所費不貲、誠

恐激成他変。乞照弘治九年例、暫免差官、令鎮巡三司等官査原欠之数、如式焼造、以次進

用、庶官民両便、供応不誤。上曰、業已遣之矣。已而給事中呉巌、御史楊秉中等亦以為言、

不允。」 

20 註 4 前掲、林延清「論明世宗打撃和裁抑宦官」18～20 頁。 

21 「凡遇部限瓷器、照常焼造、不預散窯。惟欽限瓷器、数多限逼、一時湊辦、不及、則分

派散窯、択堪用者、湊解。固一時権法。」 

22 註 2 前掲、佐久間重男『景徳鎮窯業史研究』143～144 頁。後に、金沢陽氏も佐久間氏の

説に同意している（「「部限瓷器」・「欽限瓷器」についての若干の考察」、『出光美術館研究

紀要』第 1 号、1995 年 7 月、124～135 頁）。 

23 註 2 前掲、佐久間重男『景徳鎮窯業史研究』145 頁。 

24 「先年係布政司公帑支給。嘉靖二十五年、焼造数倍、十百加派、闔省随糧帯徴銀一十二

万両、専備焼造、節年支尽。嘉靖三十三年、又加派銀二万両、亦焼造支尽。」 

25 「隆慶五年、都御史徐題称、該内承運庫太監崔敏題、為缺少上用各様瓷器、単開要焼造

裏外鮮紅盌・鐘・甌并大小龍缸・方盒各項、共十万五千七百七十桌・個・対。（後略）。」 

26『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、御供の項に、隆慶 5 年に貢納された瓷器が様式ご

とに細かく記録されている。これら様式ごとの貢納数を合計すると、12 万 4810 件になる。 
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27 「伝行江西、焼造各様瓷器九万六千六百二十四箇・副・対・枝・口・把。後奏准、屏風・

燭台・棋盤・筆管減半造。」 

28 「大学士張四維等言、江西連年多事、百姓困瘁。焼造磁器、如碗・碟・瓶・罐等項不可

缺者、量減分数。至燭台・棋盤・屏風・筆管、従来皆用銅・錫・竹・木製造、未聞用磁。

似応停免、以節民力。工科都給事中王敬民等、亦疏止焼造、以章倹徳。」 

29 曺永禄著・渡昌弘訳『明代政治史研究』（汲古書院、2003 年 3 月）313～329 頁。 

30 『神宗実録』巻 331、万暦 27 年 2 月丙子の条、「遣御馬監奉御潘相、督理江西瓷廠。」 

31 佐久間重男「明末景徳鎮の民窯の発展と民変」（『鈴木俊教授還暦記念東洋史論叢』三陽

社、1964 年 10 月）265～281 頁。 

32 「万暦間、内監潘相奉御董造。（中略）時造大器、累不完。工或受鞭箠、或苦饑羸。」  

33 日野康一郎「景徳鎮民変その後」（『佐久間重男先生米寿記念明代史論集』汲古書院、2002

年 10 月）261～280 頁。 

34 明末清初に、瓷器の鑑定に関する著作が多く作られ、明代官窯の評価が定まった。例を

挙げると、（明）顧起元『説略』巻 23 には、「宣徳の官窯瓷器が貴重である様は、今は（北

宋の）汝窯瓷器に匹敵する。永楽・成化官窯の瓷器はまたこれらに次いで珍重される（宣

徳之貴、今与汝敵。而永楽・成化亦以次重矣）」とあり、（清）程哲『蓉槎蠡説』巻 11 に、

「勝朝（明朝）にあっては、永楽・宣徳・成化・弘治・正徳・嘉靖・隆慶・万暦の官窯が

ある。それらの品の価値は、成化窯が一番であり、宣徳窯が次ぎ、永楽窯が次ぎ、嘉靖窯

が次ぐ。その正徳窯・弘治窯・隆慶窯・万暦窯の中にも、また良いものもある（在勝朝則

有永・宣・成・弘・正・嘉・隆・万官窯。其品之高下、首成窯、次宣、次永、次嘉。其正・

弘・隆・万間、亦有佳者）」とある。本文で見てきた通り、これら評価の高い時代の官窯は、

内府の強い影響下にあった。 

35 明代における宦官と官僚の関係について、趙中男氏は、権力の闘争が存在したと指摘し

ており（「試述明代宮廷史的分期与特点」『故宮博物院院刊』2007 年第 4期、61 頁）、王天

有氏は、当初官僚と宦官が相互に均衡し、皇帝権力を強化していたが、正統年間以降、宦

官の権力が増大したと考察している（『明代国家機構研究』故宮出版社、2014 年 3 月、213

頁）。 
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第 6 章 明代の賦役制度と瓷器生産 

 

はじめに 

 

前章では、明朝宮廷側の視点から、御器廠の管理体制について検討を加えたが、本章では、

生産する側である各窯場の状況に注目することで、それぞれの窯がどのような管理を受け

ていたのか、賦役制度と関連させつつ検討したい。 

まず第 1節では、明代の匠役体制に対して検討を加える。明代の景徳鎮では御器廠が設置

され、宮廷から出される注文に応じて、良質な瓷器を生産した。御器廠で瓷器の生産に当た

った陶工は、徭役制度により集められた民間の陶工であった。このような工匠に対する徭役

を、「匠役制度」と呼ぶ。御器廠で採られていた匠役体制については、先行研究でも様々な

点が論じられてきたが、まだいくつか再考すべき点が残されていると考えられる。そこで本

節では、御器廠の匠役体制に関する問題について取り上げる。 

ついで第 2節では、明代の御器廠以外の窯における、政府による管理体制について検討す

る。明代の宮廷で使用された瓷器は、その多くが景徳鎮の御器廠で生産されたと考えられる

が、同時に、景徳鎮以外の窯から瓷器が貢納されていたケースも確認できる1。これら景徳

鎮以外の窯が瓷器を貢納する際、どのような制度を通じて徴収されたのか考察する。また、

民窯において瓷器が生産された場合は、元代と同様に窯業税が課せられた。なお、明代は窯

業税を「窯課」とする場合が多いので、本章でも窯課という語を用いる。明代にどのような

窯で窯課が発生したのかを把握し、窯課の性格を検討したい。 

本章ではこれらの点に着目し、明代における様々な形態の窯場が、徭役制・貢納制・税制

とどのように関わってきたのか明らかにする。そして御器廠を含む官窯の体制を賦役制度

の中に位置づけることで、明代官窯の性格を包括的に把握する一助としたい。 

 

１．明代御器廠における匠役体制の再検討 

 

はじめに、明代御器廠の匠役制度に関する先行研究を把握する。陳詩啓「明代的工匠制度」

（『歴史研究』第 6期、1955 年 12 月）、梁淼泰『明清景徳鎮城史経済研究』（江西人民出版、

1991 年 12 月）、佐久間重男『景徳鎮窯業史研究』（第一書房、1999 年 7月）で論じられてい

る内容を整理し、明代御器廠の匠役制度の変遷を、以下 3段階に分けて列記する。 
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①景徳鎮に御器廠が成立する以前は、他の地域と同様、景徳鎮の工匠も徭役制度2に従い、

南京に労働力として駆り出されていた3。この際には、陶工を班に分ける「輪班制」が

採られ、班ごとに順番で徭役に従事した4。 

②御器廠が成立した後は、饒州府内の窯業関係者は存留匠として再編され、御器廠に徴用

されて御用瓷器の製造に当たった5。この際も、徭役制度自体には変化がなく、これま

でと同様に工匠たちを無償で労役に就かせていたのである。 

③徭役制度の変化に伴い、成化 21年（1485）に、陶工が願い出れば労働力の代わりに銀

両で納めることができる、班匠銀納制が採用される6。さらに正徳年間になると、腕の

良い工匠が確保できなくなり、徭役制が一部雇用制へと変化する7。しかし、実際には

俸給が支給されないケースも存在し、後に民変が発生する遠因にもなった8。 

このような徭役制度の変遷は、様々な概説書でも引用され、明代景徳鎮で取られた匠役体

制として認識されている。しかしながら、先行研究で依然不明瞭な点として、以下の 2つが

指摘できる。 

1 つ目は、明代景徳鎮における匠役体制を論じる上で、元朝から継承した要素について検

討がなされていない点である。匠役制度自体は、明朝政府によって独自に形成されたもので

はなく、元代の戸計制度の影響を受けて成立したことが指摘されている9。しかし匠役に関

する先行研究では、瓷器生産について論及されておらず、景徳鎮で元朝の戸計制度をどのよ

うに踏襲したのか不明瞭である。元代～明代における景徳鎮官窯の変遷について論じた金

沢陽氏の論稿では、製品と生産体制について検討されている一方、徭役や税制などに対する

言及はない10。匠役制度が成立する上で、元朝から継承した部分と、明代に初めて成立した

部分を解明することで初めて、明代御器廠の性格が解明できると考えられる。 

2 つ目は、明初期（洪武・建文・永楽年間）の景徳鎮における徭役の実態である。佐久間

重男氏の研究では、御器廠の設置年代が宣徳元年と認識されていたため、それ以前の景徳鎮

の陶工たちは、みな輪班制によって南京に赴き、瓦や甕の生産に従事したと考察している11。

しかし、洪武～永楽年間には、すでに多数の御用瓷器が生産されていた。佐久間氏の説では、

この頃の瓷器がどのような体制で生産されていたか説明することはできず、氏が提示した

明代初期の状況については、再考の余地があると考えられる。 

 そこで本節では、以上の２点に注目しながら、明代徭役体制の変遷と、その制度的影響を

受けた御器廠の匠役体制の変化について再検討を行う。 
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１－１ 明初の匠役体制 

はじめに、元末～明初にかけて、工匠たちに課された徭役について見ていきたい。第 3章

で述べたように、元朝政府は統治下の民衆を職業ごとに異なる戸籍に組み込み、戸計制度を

確立させた。工匠たちは匠戸に組み込まれ、政府の庇護の下で工芸品の生産を行ったため、

技術が飛躍的に発展したのである。また、政府が工匠の生産活動に深く介入したことで、政

府の意向を強く反映させた瓷器が生産されるようになったのである。このような元朝の体

制は、明代の徭役制度にも多分に引き継がれた。 

明朝は成立後まもなく、民衆を職種ごとに異なる戸籍に組み込んだ。『（万暦）大明会典』

巻 19、戸口の項には、洪武 2年（1369）に制定された内容として、「およそ軍・民・医・匠・

陰陽の諸色戸は、各々原報の抄籍によって［戸籍を］定めることを許し、妄りに改変を行う

ことを許さない。違う者は罪に治し、なおも原籍に従わせよ（凡軍・民・医・匠・陰陽諸色

戸、許各以原報抄籍為定、不許妄行変乱。違者治罪、仍従原籍）」とある12。ここでいう原籍

とは、明初の段階ですでに存在した戸籍、すなわち元代に制定されていた戸計を指すと考え

られる。 

洪武 11 年（1378）には、徭役制度のより詳しい内容が規定された。明初の段階にあって、

洪武帝は南京応天府の城都を造営しなければならず、多数の工匠を南京に集めることにな

った。その際、当初は南京に住んでいる工匠が対象になっており、南京で工程に参加する匠

戸には、毎月工食を給い、工を休めば供給を停止すると定められた13。さらに洪武19年（1386）

には、各地の工匠を数年に一度南京に赴かせ、都城の造営や物品の製作に当たらせる「輪班」

の制度が開始された14。 

明代における徭役の管理体制については、洪武 26年（1393）に制定された『諸司職掌』、

吏部の項に、以下の記録が見える。 

およそ各処の有司は、10年に 1度黄冊を造り、上・中・下 3等の人戸に分け、なお軍・

民・竈・匠等の戸籍をリストに書き出し、年ごとに里甲が順番に随い充当されるほか、

その大小の雑多な差役は、それぞれ分けた上・中・下 3等の人戸に照らして、調べて確

認し差遣する15。 

この記録には、徭役を戸籍ごとの黄冊によって管理していたこと、黄冊は各所の有司、すな

わち地方官によって管轄されていたことが明記されている。以上の史料により、明代初期の

段階で元朝の諸色戸計の制度を継承し、民戸・軍戸・匠戸等の戸籍に分けて民衆に徭役を課

していたことは明らかである。 
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では、匠戸に組み込まれた工匠たちは、どのような形で徭役に従事したのであろう。これ

について、王鴻緒撰『明史稿』巻 54 には、 

およそ工匠には 2等がある。輪番というものは、3年に 1役で、徭役は 3箇月を過ぎる

ことはなく、［徭役が終われば］みな自分の家に帰る。住坐というのは、月ごとに 1旬

（10日）の徭役に従事する16。 

とあり、工匠には地方から都市に赴いて徭役に就く「輪番」と、本来都市に住んでいるもの

が毎月 10日間徭役に携わる「住坐」の 2種類が存在していたのである。なお、これら輪番

と住坐については、『明史』巻 78、「食貨志 2」、賦役の項に、より詳細な記事がある。 

匠戸は 2等があり、住坐と言い、輸［「輪」の誤りか］班と言う。住坐の工匠は、月ご

と 10日の工に従事する。班に赴かない者は、罰班銀として月 6銭を納め、このためこ

れを輪班と言う。局を監督する中官は、多くが匠役を占有し、また収奪して幼匠を充て

ることなどは、ややもすれば千を以て数えるほどある。死んだ者および逃亡した者につ

いては、捕えて補填することは軍戸と同様である17。 

この記録では、住坐と輪番に関する内容の他、「局」が中官によって管理されたと述べら

れており、注目に値する。局とは、元代において匠戸に属する工匠を管理するために置かれ

た機関「局院」を指すと考えら

れ（本論文第３章参照）、明朝政

府も工匠を管理するために、元

代の局院による管理制度を踏

襲したのではないだろうか。 

 なお、元代の景徳鎮には、将

作院の下で工匠たちを監督す

る局院として浮梁磁局が置か

れ、浮梁磁局の管理の下で、匠

戸に組み込まれた陶工たちに瓷器を生産させていた18。この元代に置かれた景徳鎮の局は、

明代にも継承された可能性が高い。例えば、明の汪柏撰『青峰先生存稿』巻 8、「贈閬風銭

公栄奨序」19には、明代中期の景徳鎮の状況として「御器局は、中官をもってこれを掌らせ

た（御器局、以中官掌之）」とあり、景徳鎮の御器廠を「御器局」と呼んでいる例が確認で

きる。実際に、景徳鎮官窯の考古発掘でも、底部に「局」銘の彫られた瓷器が、洪武年間（1368

～1398）と宣徳年間（1425～1435）の地層から出土している【図 6－1・6－2】。御器廠は当

【図 6－1】洪武「局用」銘 【図 6－2】宣徳「局」銘 

北京大学考古文博学院等編『景徳鎮出土明代御窯瓷器』文物出版社、

2009 年 6 月、44 頁・112 頁。 
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時、局と認識されていたことが明らかである。 

また、元代の景徳鎮では、官窯の中で瓷器を専門に生産する官匠が存在していたが、この

身分は明代にも確認できる。後の記録ではあるが、万暦 25 年の『江西省大志』巻 7、「陶書」、

匠役の項に、「陶瓷生産には工匠がおり、官匠は 300 百余名いる（陶有匠、官匠三百余名）」

とある。この史料中の「官匠」が、御器廠で窯業に従事する匠戸を指したと考えられる。 

なお、明代の御器廠では、匠戸に属する官匠以外の人員が、瓷器の生産に従事していたケ

ースも確認できる。この身分については、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、人夫の条に、

「陶夫。本来は饒州千戸所に派遣する。毎年 4季、軍匠雇役銀 33両 6銭を徴集して送る（陶

夫。原派饒州千戸所。毎年四季、徴解軍匠雇役銀三十三両六銭）」とあり、官匠以外に陶夫

という身分の者がいて、饒州の千戸所に派遣される人員、つまり軍戸に属す者の中から、瓷

器生産に関わる人夫を徴集していたのである。『（万暦）江西省大志』巻 7によると、これら

人夫にはさらに「上工夫」と「砂土夫」がおり20、官匠の補助業務を行う人夫であったこと

が確認できる。 

元代は御用瓷器を生産させる際、それぞれ民窯の設備を用いていたため、官匠以外に特別

な労働力を必要としていなかったと考えられる。しかし、明代の御器廠は規模が大きく、官

により管理・運営されていたため、より多くの働き手が必要になり、官匠を補う形で人夫を

徴集したのであろう。明代の御器廠で敷かれた匠役体制は、基本的には元代の制度を踏襲し

ていたが、明代に御器廠を管理するのに合わせて、一部を変化させていたと考えられる。 

 

１－２ 匠役制度の実態 

明代の御器廠が元代の局を継承し、景徳鎮の陶工に徭役を課していたならば、元代と同様

に、命令のあった場合に瓷器の生産を行ったと考えられる21。これについて、前掲の『（万暦）

江西省大志』巻 7、「陶書」、匠役の項には、 

上班匠というものは、匠戸に籍を置き、例により 4年に 1班で南京工部に赴き、班銀 1

両 8銭を上納する。たまたま焼造の命令を蒙れば、各廠の上工を徴集し、自ら工食を備

えさせる22。 

とあり、製造命令があった際にのみ、匠戸を徴集していたことが確認できる。また、匠戸の

籍にあるものは、南京工部に赴き班銀を納入するとあるが、これは明初の輪班制が変化し、

徭役を銀納で代替する班匠銀制が導入された以降の内容であろう。 

明代の匠戸は、洪武 19年より輪班制が敷かれ、数年に 1度、南京ないしは北京における
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徭役に活動に従事することになっており、これが「正役」とみなされた。しかし、景徳鎮の

匠戸は、さらに官窯での瓷器生産に従事しなければならず、負担が圧倒的に多くなってしま

う。これについて佐久間重男氏は、1年 1班の割合で南京の徭役がある上、さらに御器廠で

の生産活動に従事しなければならず、景徳鎮の陶工たちは「苛酷な徭役労働を強制されてい

た」と指摘している23。だがこの体制では、景徳鎮の陶工は他の地域より多く徭役に携わる

ことになり、均徭を是とした明代の匠役体制において、あまりにも不公平になってしまう。 

佐久間氏が 1年 1班と述べているのは、『（万暦）大明会典』に、窯業に関する輪班として

黒窯廠・琉璃匠・缸窯匠が挙げられており、それらが 1年 1班であったことから、景徳鎮の

陶工も窯業に関わる輪班に含まれたと推測したためである。だが明代の『天工開物』にもあ

るように、低火度の陶器と高火度の瓷器は、根本的に製作工程が異なるものであり24、景徳

鎮の陶工が陶器の生産に従事していたかは疑問である。また、『大明会典』には様々な輪班

の職種が記載されているが、瓷器生産に関する職種が書かれていない。このため、御器廠で

働く陶工たちが、南京で窯業に関する徭役に従事していなかった可能性も考えられる。 

もっとも、御器廠は皇室直属の製造機関であり、明代の匠役の中で特殊なケースとみるべ

きである。『諸司職掌』、工部、窯冶の項にある、瓷器の焼造に関する記録には、 

およそ供用の器皿などの物を焼造するには、必ず器皿の型を決め、工賃と材料を計算し

なければならない。もし造る器皿の数が多ければ、工匠を集め京師に赴き、窯を設置し

造らせる。造る器皿の数が少なければ、饒州・処州などの府に文書を送り焼造させる25。 

とあり、あくまで南京で瓷器を造らせるのが前提であり、そうでない場合にのみ窯業地へ発

注するとある。だが実際は、南京で瓷器を造る設備を設けることができなかったので、景徳

鎮に御器廠を設けて瓷器の生産を行わせたのである。つまり、御器廠において瓷器生産に従

事することで、南京に赴く徭役の代わりとしていた可能性が考えられる。 

実際、明代の徭役制度では、徭役地の代替が広く行われており、「留存」という名目で史

料に散見する。これは、南京ないしは北京に赴いて徭役することを免除し、かわりに匠戸が

属する地方で徭役に従事させるというものである。 

例えば、内府直轄の織染局が設置されていた江西省臨江府では、『（隆慶）臨江府志』巻 7、

賦役、匠役の項に、「府全体で本来［徭役を課す］人数は、輪班・住坐・存留の 3項で、合

計 1 万 786 戸である（通府原額、輪班・住坐・存留三項、共一万七百八十六戸）」とあり、

一般的な徭役である輪班・住坐と並んで、存留という項目が確認できる。さらにその内容と

して、「京師（北京）の住坐は、・・・合計 289 戸である（京師住坐、・・・共二百八十九戸）」、
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「南京の輪班は、・・・合計 3067 戸、みな 4年に 1度輪班となる。輪班ごとの工銀は、閏を

含めて 2両 4銭、閏がなければ 1両 8銭となる（南京輪班、・・・共三千六十七戸、俱四年

輪班一季。毎輪班工銀、計閏二両四銭、無閏一両八銭）」、「南京住坐は、・・・合計 124 戸で

ある（南京住坐、・・・以上一百二十四戸）」、「江西織染局に存留する匠戸は、・・・合計 293

戸である。みな 4年に 1度輪班となり、輪班ごとの工銀は、閏の有無を計算せず、みな 4両

である（存留江西織染局、・・・共二百九十三戸。俱四年輪班一次、毎次班工銀、不計有無

閏、俱四両）」とある。これによると、臨江府に匠戸籍を置く 10786 戸の内、北京に滞在し

て徭役する者が 289 戸、南京に滞在して徭役する者が 3067 戸、4 年に 1 度南京で徭役する

者が 124 戸、江西織染局に存留して 4 年に 1 度徭役を行う者が 293 戸存在していたのであ

る。存留の匠戸は、他の地域で徭役を行うことはなく、現地の織染局で 4年に 1度徭役に従

事していたことが確認できる。 

また、明代の宮廷や官府で用いる絹織物を生産した蘇州職造局では、御器廠と同様に匠役

体制が敷かれていた。蘇州織造局の匠役体制に関しては、段本洛氏と張圻福氏の研究があり、

蘇州職造局で徭役に従事する工匠には、「住坐」と「存留」が存在しており、大部分は存留

匠であったと指摘している26。 

このようにみると、局として内府の直轄機関であった御器廠にも、存留の匠戸が存在して

いた可能性が考えられる。しかし、明代前期の史料からその根拠を見出すことはできない。

明代後期の内容であれば、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、匠役の項に、 

その徭役に当たる官匠は、南京から連れ戻し、焼造ついては工部の箚文を奉じて、焼造

が終わる時を待ち、冊を造り納めて調べ、正班とすることを許可する27。 

とあり、御器廠における瓷器の焼造が、南京での徭役より優先されていた。また、御器廠で

の瓷器生産が、通常の徭役である「正班」と見なされたのである。これは存留についての明

確な記述ではないが、御器廠における製造が正式な徭役と見なされていたことは確実であ

る。 

存留という形で南京の徭役を免除することは、文献史料に記録がないだけで、明初の段階

から景徳鎮で行われていた可能性が高い。これにより、景徳鎮の官匠であっても、他の地域

の徭役と同等の労働量になり、不公平にならずに済んだと考えられる。先行研究では、明初

の景徳鎮に留存匠がいた可能性は指摘されていなかったが、以上の史料状況に加えて、明代

の徭役制度の原則を踏まえるならば、景徳鎮の御器廠において一定の存留匠役が存在して

いたと考えるべきであろう。そうすることで初めて、明初の景徳鎮で御用瓷器を造っていた



136 

 

工匠の存在が浮かび上がる。 

 

１－３ 御器廠における匠役制度の変化 

明初の段階において元代の制度を受け継いで成立し、工匠に無償で労働を行わせた徭役

体制も、時代を経るにつれて変容していくことになる。成化 21年（1485）には、輪班工匠

の内、徭役を銀で代納することが認められ、南京への匠役を免除する「班匠銀制」が開始さ

れた28。 

このような匠役の銀納化の要因は、先行研究でも論じられてきた。山根幸夫氏の研究によ

ると、明初よりあった徭役の一部が銀納化され、「銀差」と呼ばれるようになった。さらに、

銀差は徭役の代役を立てることができない小農民と、徭役地点から遠く離れた地域から始

まったとする29。一方、岩見宏氏の研究では、弘治年間前期に銀納化がほぼ完成し、その背

景にあったのは、官僚たちの銀に対する要求であったと指摘する。そして岩見氏は、農民に

とって銀を得ることは明代中期の段階にあっても容易ではなく、人民からの要求で始まっ

たとする山根氏の説は成立しがたいと述べている30。 

徭役の銀納が上の指示から始まったのか、下の要求から始まったのかについては、いま

だに結論が出ていないが、景徳鎮の御器廠について考えるならば、宮廷から発注された瓷

器を生産することは必須であり、陶工が徭役を銀納したところで、瓷器が生産できなけれ

ば意味がない。むしろ『明史』の記述によると、成化年間には瓷器が焼造し切れない事態

が発生していたため31、御器廠の監督官が銀納を推進したとは考えにくい。全国一律に行

われた班匠銀制は、むしろ匠戸にとっては利点が大きいが、官側にとっては御器廠におけ

る円滑な瓷器生産を大いに妨げたと考えらえる。 

そこで班匠銀納制に対する対策として、正徳末年に景徳鎮に派遣された梁太監は、御器廠

で製造に携わる陶工の一部を召募する「雇役制」を導入した。しかしその実態は悲惨なもの

であった。『（康煕）浮梁県志』巻 4、賦役の項には、 

梁太監によって 1つの籍に編成され、傭作（雇用された工匠）と官匠を同様にして、わ

ずかの報酬も支払わない。（中略）［それでいて］4年ごとにまた直接南京に赴き、班銀

1両 8銭を納めており、実に困窮している状態である32。 

とあり、梁太監によって急遽始められた雇用体制であったが、雇用匠が官匠と同様に扱われ、

報酬すら支払われなかった。そのうえ、班匠銀制も依然として維持されていたため、人々は

困窮することになったのである。 
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御器廠における瓷器生産の状況は一向に好転せず、ついに民窯への委託生産が開始され

る。『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、窯制に、 

たいてい部限の瓷器を受ければ、通常通り焼造し、散窯（民窯）に委託しない。ただ欽

限の瓷器は数が多く、期限も逼られるため、一時に焼造が行えなければ、散窯に分けて

注文し、（御器として）使用に堪えるものを選んで京師に送る。もとより一時的な法令

である33。 

とあり、前章でも見た通り官窯瓷器の官搭民焼制が導入されたのである。そして、官搭民焼

によって民間の窯で焼造された製品は、官員によって銀両で買い上げられた。 

しかしその価格は、当時の一般的な買値より安い値段であったことが、『（万暦）江西省大

志』巻 7、「陶書」、器皿估数の記述から見て取れる。金額の大きな瓷缸34の例を挙げる。本

来、大様の瓷缸 1 個当たりの売値は銀 58 両 8 銭、二様の瓷缸は 1 個当たり銀 50 両であっ

たが、実際に民窯に支払われた金額は、大様の瓷缸で銀 20両、二様の瓷缸で銀 18 両となっ

ていた35。このため、陶工たちにとって、委託生産は決して歓迎すべきものではなかったと

考えられ、『（万暦）江西省大志』巻 7、「陶書」、窯制には、 

ただ民窯は狡詐であり、人びとは邪心が多く、期限に乗じてぎりぎりまで仕事をしない。

また多くの瓷器は歪み発色が淡いのに、生産についての責任感がない36。 

とあり、必ずしも官の思惑通りに民窯が生産してくれるとは限らなかったのである。  

問題の多い官搭民焼制ではあったが、生産力の増強という目的自体は達成されたため、先

行研究では、官搭民焼制を明代後期に始まる画期的な制度と捉え、さらには民窯が発展した

契機になったと捉える見方もある37。しかし、官窯の制度を概観した場合、民間の窯に瓷器

を造らせ、金銭を以て購入する制度

は、むしろ古くから存在していた土

貢の制度に近いものであったと考

えられる。明代の貢納制度は、一般

に「上供物料」と呼ばれるが38、そ

の実態は宮廷や官府が必要とする

物品を民間に調達させ、対価を支払

うといったものであり、土貢に極め

て近い制度であった。当時の御器廠

は、徭役制度が崩壊しつつあり、生

 

【図 6－3】 明嘉靖年間 「辛丑上用」銘 
出光美術館『明・清陶磁の名品 官窯の洗練民窯の創造』 

2011 年 6 月、50 頁。 
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産が追い付かない分を官搭民焼という名の、一種の上供で賄ったと捉えることもできる。 

なお、嘉靖年間の五彩には、「上用」という銘の書かれたタイプの瓷器がある【図 6－3】。

御器廠内で生産された瓷器に、あえて上用の銘を入れる必要はない。したがって、これは当

時民窯で製造された瓷器のうち、上供用の瓷器を区別する目的で入れたと考えられる。 

嘉靖年間以降の御器廠は、雇役制と官搭民焼制に支えられつつ、万暦年間まで存続してい

たことが確認できる。しかし、万暦 30 年代の記録を最後に39、御器廠の生産体制に関する

史料はなくなり、明末期の景徳鎮における匠役体制を検討することはできない。 

後に、清軍が入関した翌年の順治 2年(1645)、順治帝は明代の匠役制度を廃止した。その

時の内容として、『清史稿』巻 121、「食貨志 2」に、「直省の京班匠の匠銀を免じ、併せてそ

の匠籍を廃止した（免直省京班匠価、併除其匠籍）」とある。また、『清朝文献通考』巻 21、

職役考の項にも、「前の明朝の例では、民は戸籍にて分けられており、このため官籍・民籍・

軍籍・医・匠驛・竈籍があり、みなその職業を代々引き継ぎ差役に応じていたが、ここに至

ってこれを廃止した（前明之例、民以籍分、故有官籍・民籍・軍籍・医・匠驛・竈籍、皆世

其業以応差役、至是除之）」とあり、明朝で採用されていた徭役制度を廃止したことが記さ

れている。 

清初に初めて徭役が廃止されたと明記されていることから、明末の段階ではまだ徭役が

存在していたと考えられる。しかし、匠役制度は明代後期に大きく変容し、もはや本来の機

能を果たしていなかった。明代の制度を多分に継承した清朝政府であっても、もはや有名無

実となっていた匠役制度を残すことはせず、即刻廃止したのであった。元朝以降から長らく

続いていた匠籍の制度は、清朝政府によって完全に廃止されたと見ることができよう。そし

て、清朝政府が景徳鎮で瓷器を生産させる際には、民間から陶工を雇用する雇役制を採用し

ていくことになる。 

 

２．御器廠以外の官窯 －上供と窯課について－ 

 

唐代以降行われていた瓷器の土貢は、宋元期も一貫して存在し続けたが、様々な制度が

新設されたのに伴い、官府が瓷器を得る手段としての重要性は低下していた。さらに明代

には御器廠が置かれ、中央政府が窯を運営することで、瓷器の生産が直接管理されるよう

になった。このため、明の宮廷や官府で使用される瓷器は、みな御器廠で生産されたかに

思える。しかし、御器廠で生産された瓷器以外にも、いくつかの窯から瓷器が宮廷へ貢納
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されていたことが確認できる。 

例えば前掲『諸司職掌』、工部の項には、瓷器を「饒・処等の府に文書を送り焼造させ

る（行移饒処等府焼造）」とあり、饒州の景徳鎮と共に、処州の龍泉窯でも瓷器を生産さ

せたのである。これは洪武年間の記録であり、御器廠の成立以前の内容である。このた

め、景徳鎮窯と龍泉窯という 2つの瓷器生産地点が、ほぼ同等に扱われていたと考えられ

る。景徳鎮の状況についてはこれまで詳しく見てきたので、ここからは龍泉窯をはじめと

する明代の諸窯が、どのように瓷器を貢納し、官窯としての役割を担っていたのか見てい

きたい。 

 

２－１ 浙江省龍泉窯 

浙江省の龍泉窯は、明代に良質な青瓷を生産

していた。とくに龍泉県南部で発見された大窯

楓洞岩窯址では、実際に皇帝の使用に供された

と見られる、極めて高い技術を用いた青瓷の一

群が発見された【図 6－4】40。 

さらに龍泉窯の瓷器は、景徳鎮に御器廠が成

立した後も、宮廷に貢納され続けていたことが

確認できる。『憲宗実録』巻 1、天順 8年

（1464）正月、乙亥の条に、憲宗成化帝が英宗

の崩御を受けて出した命令に、関連する内容を

見ることができる。 

一、江西饒州府・浙江処州府は、今内官を差遣し、また磁器を焼造している。詔書の届

いた日に、すでに焼造が終わり、数に照らして送らせるものを除き、まだ完成していな

い分はみな製造を停止せよ。差遣した官員はすぐに京師に戻し、違反する者はこれを罰

せよ41。 

憲宗成化帝が即位した段階では、依然として江西饒州府の景徳鎮窯と、浙江処州府の龍泉窯

に宦官が派遣されており、成化帝が即位した段階でこれを取りやめたことが確認できる。こ

の記録により、龍泉窯の瓷器が少なくとも天順 8年、すなわち憲宗成化帝が即位する時まで

は、宦官の監督の下で宮廷用の瓷器を生産していたことが明らかである。 

 

【図 6－4】龍泉楓洞岩窯址出土 青瓷盤 

五爪の龍紋が刻花で施されている。 
浙江省文物考古研究所・北京大学考古文博学

院・龍泉青瓷博物館編著『龍泉大窯楓洞  

岩窯址』文物出版社、2015 年 12 月、488 頁。 
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景徳鎮では御器廠の成立以後、政府が窯場を直接運営し、陶工に徭役を課すことで瓷器生

産を行わせていた。しかし一方の龍泉窯においては、御器廠のような機関が置かれていたこ

とを示す記録を見つけることができない。だが元～明初にかけて宮廷用の瓷器を焼造して

いた大窯楓洞岩窯址では、皇帝に供する五爪龍紋の瓷器と共に、粗雑な民窯瓷器も出土して

いる42。このような供出の状況は、元代景徳鎮で徭役体制の下で官窯瓷器を生産していた湖

田窯や落馬橋窯の状況と酷似しており43、同様の体制で瓷器が生産されていたと考えられる。

したがって、明代の龍泉窯でも通常は民間の陶工が自身の窯で商品としての瓷器を生産し、

政府から注文があった際に民窯内で宮廷用の瓷

器を生産した可能性が考えられる。 

景徳鎮窯は御器廠の成立によって大きく生産

体制が変貌したのに対し、龍泉窯は元代の管理

体制を踏襲し続けたと考えられる。なお、天順

末年に宦官の派遣が停止された後は、龍泉窯で

宮廷用の瓷器を生産した記録は見えなくなる。

成化年間以降、景徳鎮の御器廠で龍泉窯の製品

を模した青瓷が多く生産されていたことを踏ま

えると【図 6－5】、中央政府は専ら青瓷を焼成

する龍泉窯に対し、あえて注文を出す必要性がなくなり、これが景徳鎮窯に注文が集約さ

れた要因にもなったと考えられる。 

政府による窯業の管理状況を見る上で、陶工に課せられた税を把握することも重要であ

る。元代には瓷課が窯業地に対して課せられていたが、そのような税は明代にも存在したの

であろうか。関連する記録として、『（万暦）大明会典』巻 35、課程 4に、「商税」という項

が設けられており、その中で「洪武 18 年、令を降す。（中略）その他の魚・茶・酒・醋・礬・

硝・鉛粉・黒錫・石膏・商税・窯課等の諸色課は、ともに金・銀・銭・鈔を割引いて受け取

る（（洪武）十八年、令（中略）其余魚・茶・酒・醋・礬・硝・鉛粉・黒錫・石膏・商税・

窯課等諸色課、俱折収金銀銭鈔）」と記されている。これら商税の対象となった項目に、「窯

課」の文字が確認でき、元代の制度と同様に、窯課（瓷課ないしは窯冶課と同義）が広義の

商税に含まれ、貨幣で貢納されていたのである44。 

明代の龍泉県には、青瓷を生産する民窯が無数に存在しており、これら民窯に課された

税として、元代の瓷課を踏襲した「窯課」が課されていた。龍泉窯の窯課について述べた

 
【図 6－5】明正統～成化年間 

 景徳鎮窯青瓷 

明代龍泉窯の青瓷を模して、景徳鎮の御

器廠内で青瓷が造られていた。 
故宮博物院編『明清御窯瓷器 故宮博物院与景

徳鎮陶瓷考古新成果』故宮出版社、2016 年 10

月、343 頁。 
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記録として、成化年間の『処州府志』巻 13に、「窯冶等課鈔一万三千七百七十七錠二貫百

七十五文、銅銭十三万七千九百七十六文」とあり、民窯の瓷器生産に対して、相当数の窯

課を課していたことが確認できる。 

なお明代中期以降、龍泉窯は官窯に指定されなくなったが、その後に民窯の技術も衰退

していたことが史料から確認できる。嘉靖年間の『浙江通志』巻 8、処窯の項には、 

瓷器の琉田で造られたものは、すでに粗雑で販売しても利益が少ないのに、窯課の額

は減ることがなく、民は甚だ病んでいる。このような状態で陶工は、どうして瓷器の

精緻さを追求することができようか45。 

とあり、瓷器の質が低下しているにもかかわらず、以前のような税課を徴収され、窯民た

ちが疲弊している様子が書かれている。また、万暦年間の『五雑俎』巻 12には、「今龍泉

窯は、世間ではかつてのように珍重されなくなり、ただ饒州景徳鎮にて造ったものが、天

下にあまねく流通している（今龍泉窯世不復重、惟饒州景徳鎮所造、遍行天下）」とあ

り、景徳鎮窯の瓷器に押され、龍泉窯の市場におけるシェアが低下していたことも確認で

きる。 

なお、本論文では深く触れないが、窯場が官の統制を受けなくなると、窯業全体が衰退

するという傾向は、様々な窯業地においても見られた。従来の研究では、官窯は民に負担

を与え、民間の生産活動を妨げる存在と見なされがちであった。しかし実際には、官窯の

存在が、その地域全体の窯業生産力と商品価値を維持する上で、一定の役割を担ったと考

えられる。 

 

２－２ その他の窯 

『（万暦）大明会典』巻 194、窯冶の項には、景徳鎮窯と龍泉窯の他、河北省磁州窯・真定

窯と、河南省鈞窯の瓷器に関する内容も確認できる。以下、これらの窯場の瓷器が宮廷に貢

納されていたことを示す箇所を引用する。 

およそ河南及び真定府にて焼造するのは、宣徳間に題本で許可された、光禄寺の毎年の

缸罈瓶、合計 51850 隻箇である。河南布政司所管の鈞・磁の 2州に割り当てるのは、酒

缸 233 隻・十瓶罈 8526 箇・七瓶罈 11600 箇・五瓶罈 11660 箇・酒瓶 266 箇である。真

定府曲陽県は、酒缸 117 隻・十瓶罈 4274 箇・七瓶罈 6001 百箇・五瓶罈 6240 箇・酒瓶

1034 箇である。毎年焼造し、［光禄］寺に送って用いる。嘉靖 32 年に題本で許され、

あまねく値引きを行わせ、缸 1隻ごとに、銀 2銭を割り引き、瓶罈 1 箇あたり、銀 1分
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を割り引いた。鈞州の缸 160 隻、瓶罈 18090 箇、その銀の合計は 212 両 9 銭となるほ

か、脚価銀（輸送費）197 両 1 銭を加える。また大戸（大きな商人）は銀 60 両を補添

する。磁州の缸 73 隻、瓶罈 15762 箇、その銀の合計 172 両 2銭 2分のほか、脚価銀 132

両 5 銭 8 分 5 釐を加える。曲陽県の缸瓶罈は合計 17765 件、その銀 199 両 8 銭 8 分の

ほか、脚価銀 185 両 9 銭 9 分 3 釐を加え、その銀の合計は 1140 両 6 銭 5 分 8 釐であ

る。文書を部に送り、商人を呼んで代買させる。もし不足したら、磁州・真定だけに文

書を送って焼造させ、鈞州への割り当ては免除する46。 

ここでは、光禄寺が用いる缸・罈・瓶の調達について記録されている。磁州・真定・鈞州の

3地点で瓷器を焼造させているが、これら窯業地において陶工に徭役を課したことを示す史

料は確認できず、ただ注文をして銀両で購入したことが記されている。 

このうち、磁州の窯については、『（嘉靖）彰徳府志』

巻 3、地理志に、「磁州（中略）彭城廠は滏源里にあり、

官窯の 40余所は、毎年磁壜（甕）を造り、光禄寺に貢

納する（磁州（中略）彭城廠在滏源里、官窯四十余所、

歳造磁壜、納於光禄寺）」とあり、官に瓷器を貢納する

窯を「官窯」と呼び、毎年光禄寺に納めていたことが

記されている。また、同書の巻 4、田賦志には、「磁州

貢・・・瓶罈一万千九百三十六箇」とあり、宮廷に貢

納した瓶罈の数が明記されている。 

したがって、これらの甕はすべて上供物料として調達されていたのである。なお、明代

磁州窯製と見られる黒釉の製品の中には、宮廷へ貢納したことを示す「内府」銘の書かれ

た罐があるが【図 6－6】、その質は景徳鎮の官窯瓷器と比べてかなり粗雑である47。これら

の瓷器は、あくまで宮中における貯蔵用の甕として供されたものであり、皇帝の使用や鑑

賞を目的としたものではない。だが宮中の衙門に瓷器を献上している以上、これらの窯も

広義の官窯に含まれており、官窯の瓷器が必ずしも高い質を具えていないことを示す実例

となる。 

磁州・真定・鈞州は、明代に窯業が盛んであったため、官府が瓷器を調達する窯場に選

ばれたと考えられる。なお、民窯で一定の生産量があれば、龍泉窯と同様、窯課が課せら

れていたはずである。例えば磁州に関しては、嘉靖 32年の『磁州志』巻 1に、「税、窯冶

鈔三百八十四貫八百文」とあり、額は多くないが、確かに窯課が課せられていたことが確

 

【図 6－6】明代「内府」銘 黒釉罐 
郭学雷『明代磁州窯瓷器』文物出版社、2005

年 6 月、141 頁。 
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認できる。 

明代の地方史を概観すると、一定の規模を備えた窯場では、普遍的に窯課の貢納が課せら

れていた。以下、いくつかの窯で課された窯課の例を挙げたい。まず、明代の福建で良質な

白瓷を生産していた徳化窯に関しては、『（嘉靖）徳化県志』巻 4、雑賦、商課の条に、「窯冶

課鈔二百四十二錠四貫三百三十四文、閏月加鈔二十錠一貫一百九十五文」とある。福建中部

で三彩や粗雑な白瓷を生産した磁竈窯については、『（万暦）永春県志』巻 7、商課の条に、

「窯冶課鈔百二十一錠二貫八百八十九文」とある。さらに福建北部で白瓷を生産した建寧窯

については、『八閩通史』巻 20、財賦、建寧府、建寧県の条に、「瓦窯課鈔六十五錠二百文、

閏月加鈔二錠二貫一百文」とある。 

また山東省の窯としては、『（嘉靖）青州府志』巻 5に、「磁器、出顔神鎮。用赭黄二土作

泥、窯炭為缸・罐・盆・甕・碟瓶、為郡境利用之資、但粗坌不雅」とあり、日用瓷器を生産

した窯が青州府顔神鎮にあったことが確認できる48。そしてこの窯で徴収された窯課につい

ては、『（万暦）益都県志』巻 4、力役の条に、「顔神鎮窯課銀四十四両二銭九分七厘」とあ

る。 

以上、明代において一部の民窯は、宮廷や官府に対して瓷器を貢納していた。これは明

代の制度においては上供と呼ばれるものであり、その本質は唐代以降続いていた土貢に近

いものであったといえよう。また、官府が瓷器を必要としない場合や、本来瓷器を貢納し

なかった窯では、広く窯課が課せられ、貨幣で税が納められたのである。 

 

結語 

 

以上のように、明代の官窯はやや複雑な様相を見せていた。まず、景徳鎮窯では御器廠

の成立に伴い、官府によって完全な統制を受ける御器廠が成立した。だが、そこで採られ

ていた匠役体制は、基本的に元代の戸計制度を継承したものであり、御器廠という新たな

体制に合わせて一部を変化させたものであった。 

しかし、御器廠の体制自体はさほど強固なものではなく、徭役制度が崩壊した後には、

民窯で生産された瓷器が貢納されるケースも存在した。それは唐代から続く土貢の形態に

近いものであったが、明代には官搭民焼という概念で認識されていたのである。 

さらに、一部の民窯は、瓷器を上供として貢納しており、その対価として金銭が支払わ

れていた。また、民窯が瓷器を貢納しない場合は、瓷器生産に対して窯課が課されていた
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が、この税も基本的には宋元期のものをそのまま踏襲したと考えられる。 

このようにみると、明代の御器廠による生産体制は、元朝から続く徭役という生産体制

のベースの上に成立した、景徳鎮だけに限定された制度であった。そのうえ、御器廠の体

制は、徭役制度や管理体制の不備によって、安定して維持することができなかったのであ

る。むしろ、官府や宮廷で用いる日用瓷器は、各地の窯に課す上供によって十分賄うこと

はできたため、御器廠による瓷器生産は、瓷器に高い質や奢侈性を求めた際に適用され

た、特殊な制度であったと見ることができるだろう。なお、明代御器廠の設備と雇役体制

は、清代に引き継がれていくのだが、その具体的な内容は次章で確認する。 
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第 7 章 清代景徳鎮官窯の成立と内務府 

―広儲司と造辦処の役割を中心に― 

                         

はじめに 

 

 17 世紀初頭、中国東北部に勃興した満洲族は、ヌルハチに率いられ、後金（aisin grun）

を建国した。1636 年には、ホンタイジが瀋陽で皇帝位につき、国号を「大清（daicing）」

と改めた。さらにホンタイジの跡を継いだフリン（fulin、後の順治帝）は、1644 年に北京

順天府へ都を移し、広大な中国の統治を開始した。清朝は法や官制を整備するにあたって、

明の制度を多分に継承し、国政の基礎を築いたのであった。 

清朝は法政面だけでなく、文化面においても明朝の影響を強く受けた。瓷器の使用につ

いても、四庫全書本、『欽定大清会典則例』巻 75、礼部に、「我が朝の壇廟の陳設する祭礼

用品は、器はまた磁器を用いる。思うに前の明朝の旧例を踏襲したのである（我朝壇廟陳

設祭品、器亦用瓷。蓋沿前明之旧）」とあり、明代と同様に瓷器を使用した。 

清朝政府は、瓷器を生産する窯場として、景徳鎮

の御器廠を踏襲したが、その管理体制は明代から大

きく変化させていた。明代の御器廠は、工部と内府

が管理していたが、清代には内務府という機関によ

って一括して管理されたのである。内務府とは、満

州語の「dorgi baita be uheri kadalara yamun（内

部の事務をすべて処理する衙門）」が指す通り、本

来は宮廷内部の諸事を司る機関として成立した。し

かし、康煕年間には、内務府の職権が拡大し、内務

府官員が各地の関税や塩政の監督を行うと同時に、

皇帝の耳目として現地の情勢を宮廷に報告する例

も見られた1。いわば、皇帝直属の機関として機能し

たのである。 

内務府が瓷器の生産にも関与していたことは、こ

れまで、琺瑯彩の研究と、監陶官の研究によって、広く知られてきた。琺瑯彩2とは、イエ

ズス会の宣教師がもたらしたとされるエナメル顔料で、瓷器上に絵付けを施した様式の事

 

【図 7－1】琺瑯彩西洋人物文連瓶  

「大清乾隆年製」銘  
『世界陶磁全集 15 清』小学館、1 

983 年 12 月、103 頁 
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である【図 7－1】。琺瑯彩は、宮中に置かれた「造辦処琺瑯作」という工房で、康熙年間か

ら造られるようになった3。造辦処は、内務府の管理下に置かれ、宮中の様々な調度品を製

作した機関である。西洋から伝わった新技術を用いた瓷器は、当初は宮廷内で製作された

が、後に景徳鎮にも伝えられ、官民の窯で盛んに生産されるようになったのである。 

清朝政府は、瓷器生産に新技術を取り入れていた一方で、古い瓷器を模した「倣古瓷器」

の製造も盛んに行った。『清史稿』巻 505、「列伝 292」、唐英の項には、「西洋・東洋諸器は、

皆倣製あり（西洋・東洋諸器、皆有倣製）」と書かれており、清代には様々な倣古瓷器が造

られていたことが確認できる。 

このように、清代の官窯が多様な瓷器を生産していた背景には、「監陶官」が大きな役割

を果たしていた4。監陶官とは、宮中から派遣され、瓷器生産を監督した官員である。明代

には内府から宦官が派遣され、瓷器の生産を監督する場合が多く、弊害も多く発生してい

た。対して、清代の監陶官は内務府の官員が選ばれ、宮中から出される複雑な注文に応え、

多種多様な瓷器を製造・開発したのである。監陶官に関する史料は、宮廷に保管されてい

た檔案に多く見られ、荒井幸雄氏がそれらを元に監陶官の制度に踏み込んでいる5。 

清代の監陶官の中で、特に実績を残した人物として、唐英を挙げることができる。唐英

は、清朝官窯の基礎となる制度を確立させ（次章で詳述する）、先行研究も多い6。とりわ

け、傅振倫氏・甄励氏の研究は、多様な史料を用いつつ、唐英の事績を詳しく紹介してい

る7。 

以上のように、清代の瓷器生産が内務府の影響下で行われてきたことは、これまでも知

られていた。しかし、内務府のいかなる機関が、どのように瓷器生産に関わったのか、い

まだに不明瞭である。清代内務府全般に関しては、祁美琴氏の専著があり、内務府の官制・

職掌・財源などが詳細に論じられている8。内務府による調度品の製作については、江南三

織造9が取り上げられているが、瓷器の生産には全く触れていない。また王光尭氏は、清代

御用瓷器の生産には内務府が深く係わっていたと指摘するも、具体的な機関には言及して

いない10。 

そこで本章では、まず清代に官窯が設置される過程を把握した上で、官窯を動かしてき

た内務府の機関を明らかにしたい。瓷器の生産に係わった内務府の機関を特定することで、

御用瓷器の生産背景が明らかになると同時に、清代内務府の機能を把握することにも繋が

ると考えられる。 
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１．清代前期の御用瓷器生産 

 

１－１ 順治（1644～1661）・康煕（1662～1722）年間 

まず初めに、清代の官窯が設置された経緯を把握したい。これまでにも確認してきたよ

うに、明代の景徳鎮には、官営窯場「御器廠」が設置され、良質な瓷器を宮廷に供給して

いた。清朝政府も引き続いて瓷器を貢納させようとしたが、明末の混乱期を経た影響から

か、清代初期の段階では円滑な瓷器生産が行うことができない状態であった。『（康煕）浮

梁県志』巻 4、「陶政」の項に、関連する記事が見える。 

順治 11 年（1654）、順治帝の旨をたまわり龍缸を焼造した。径回は 3 尺 5 寸、牆厚は

3 寸、底厚は 5 寸、高さは 2 尺 5 寸であった。焼いて窯から出すごとに、あるものは

ひしゃげて、あるものは裂けてしまい、11 年から初めて 14 年（1657）に至るまで、

缸を 200 箇以上も造ったが、ひとつとして器の製造に成功しなかった。饒守道の董顕

忠・王天眷・王鍈、巡南道の安世鼎、巡撫部院の郎廷佐・張朝璘が、みな自ら監督に

臨んだが、ついに成功することはできなかった。順治 16 年（1659）、順治帝の旨をた

まわり欄板を焼造した。幅は 2 尺 5 寸、高さは 3 尺、厚さは龍缸のようであった。守

道の張思明、工部理事官の噶巴、工部郎中の王日藻が焼造を監督したが、また成功せ

ず、官民はみな恐れた。順治 17 年（1660）、巡撫部院の張朝璘は、署県事端州府通判

の劉日永に檄し、窯民が焼造に成功しない理由を問いただした内容を、具疏して題本

にて請い、旨をたまわり［焼造を］停止させた11。 

順治 11 年（1654）に順治帝の旨を受け、御用瓷器の生産が開始された。この時に注文さ

れた瓷器は、缸という甕の一種であった。缸は大きいため焼造が難しく、3 年かけて 200 個

以上造ったにもかかわらず、ひとつも成功しなかったのである。また、順治 16 年（1659）

の記事にある欄板は、瓷器製の板であると考えられる。欄板も龍缸同様巨大なものであり、

焼造には技術が必要であった。これら特殊な注文はいずれも失敗し、巡撫の張朝璘によっ

て一旦官窯が停止されたのである。 

順治年間は他に瓷器を発注した記録が見られず、次に宮廷から瓷器が発注されたのは、

康煕 10 年（1671）である。『（康煕）浮梁県志』巻 4、「陶政」の項に、「康煕 10 年、祭器

等の項を焼造した（康煕十年、焼造祭器等項）」とあり、祭器の焼造が命じられたのである。

この結果は、『景徳鎮陶録』巻 1に「康煕 10 年、祭器等の項を奉造し、作陶に成功した。

始めて期限を分けて京師に送った（康煕十年、奉造祭器等項、陶成。始分限解京）」とあり、
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製造に成功していたようである。祭器を造る際には、龍缸や欄板を製造する時の様な特殊

な技術が不要であったため、比較的容易にできたのだろう。これで景徳鎮官窯が復興した

かにみえたが、康煕 12 年（1673）に三藩の乱が発生し12、瓷器の焼造は再び中断してしま

う13。 

康煕 19 年（1680）、再び宮中から瓷器が発注される。『（光緒）清会典事例』巻 1190、内

務府 21、庫蔵の項には、「康煕 19 年、内務府・工部司員各 1 人に命じ、江西に行かせ瓷器

を焼造させた（康煕十九年、命内務府・工部司員各一人、往江西焼造瓷器）」とあり、これ

までは基本的に地方官が製造の監督に当たっていたが、ここで初めて内務府の官が派遣さ

れたのである。この時の人員に関する詳細な記録は、『（康煕）饒州府志』巻 11、賦役、「陶

政」の項に見える。 

康煕 19 年 9 月の内に、旨をたまわり御器を焼造させた。総管内務府広儲司郎中の徐廷

弼、主事の李廷禧、工部虞衝司郎中の三級を加えられた臧応選、六品筆帖式の車爾徳

を差遣した14。 

工部の官と共に派遣されたのが、内務府広儲司の郎中と主事であった。この時に生産さ

れた瓷器には優品が多く、『景徳鎮陶録』巻 3 には、以下の記事がある。 

康煕年間の臧窯。［御器］廠の器皿である。督理官の臧応選が造ったものである。胎土

はきめ細やかで薄く透き通っており、様々な種類の瓷器が製作された。蛇皮緑・鱔魚

黄・吉翠・黄斑点の 4種があり、とくに良い15。 

臧応選等の監督下で生産された窯は、後に臧窯とよばれた。瓷器の胎土は細かい粘土を用

いた薄い造りで、釉薬も優れていたようである。康煕 19 年に瓷器を発注した際には、良質

な瓷器が製造できたことが確認できる。 

この後、御用瓷器の製造に関する記録は、再び見られなくなる。『（光緒）清会典事例』

巻 1190、内務府 21、広儲司の項には、「（康煕）27 年（1688）、江西にて瓷器を焼造するこ

とを停止した（二十七年、停止江西焼造瓷器）」とあるので、景徳鎮の御器廠はいったん閉

鎖されたと考えられる。『清史稿』巻 505、「列伝 292」、唐英の項には、康煕年間後半期に

郎廷極が監陶官を務めたという窯の記述があるが、実際にどの程度官窯として機能してい

たのか、史料から判断することはできない。 

なお康熙年間の宮廷に貢納された瓷器の数は、乾隆 8 年（1743）閏 4月 27 日に集計され

た内務府檔案から推測できる16。ここには、乾隆 8 年の段階で広儲司磁器庫が収蔵してい

た康煕年製銘の瓷器の数が明記されている。これによると、「大清康煕年製」銘のある瓷器
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の内、圓器は 29 万 2331 件、琢器は 5146 件で、その合計は 29 万 7477 件である17。ちなみ

に本檔案には、雍正年間に生産された瓷器の数も集計されており、その数は、圓器 16 万

3246 件、琢器 8123 件で、合計 17 万 1369 件であった18。瓷器生産が盛んな雍正年間の 13

年においても、17 万 1369 件であったことを踏まえると、康煕 19 年～27 年の 8 年間だけ

で 29 万 7477 件もの瓷器が製造されたとは考えにくい。したがって、これらの瓷器は地方

志の記述にある御器廠の稼働時期のみに生産されたのではなく、それ以外の期間でも、民

窯などに御用瓷器を生産させていたと考えるのが妥当であろう。 

 

１－２ 雍正年間（1723～35） 

宮中における調度品製作は、雍正年間に盛んになる。その要因として、雍正帝自身が、

様々な調度品に対して強い興味を持っていたという点を指摘できる。具体的な例が、『造辦

処各作成做活計清檔』19（以下、『造辦処活計檔』と略す）に見える。『造辦処活計檔』は、

宮中において調度品を製作した工房、「造辦処」でやり取りされていた檔案であり、その内

容は、物品の移動、収蔵、各工房への製造依頼、皇帝による注文等、極めて多岐にわたる。 

まずは、雍正帝が宮廷の瓷器に興味を持っていたことを示す記事として、雍正 3 年（1725）

正月 19 日、琺瑯作の条に、「郎中・保徳、員外郎・海望は、・・・宋均窯雙管方尊 1件を渡

し、「誰かに鑑定させよ」との雍正帝の旨を伝えた（郎中保徳、員外郎海望、交・・・宋均

窯雙管方尊一件、伝旨、着人認看。欽此20）」とある。この記述にある宋均窯雙管方尊とは、

宋代の鈞窯21で製造された、方尊の形の瓷器であり、宮中の瓷庫に保管されていたもので

あると考えられる。雍正帝はこの瓷器に興味を持ち、鑑定するよう命じている。そして、

鑑定の結果が雍正 3 年（1725）4 月 15 日、琺瑯作の条にある。 

南匠・袁景邵の鑑定によると、「・・・宋均窯雙管方尊 1件は、均窯の窯変であり、胎

土ははなはだ軽く、均窯の上等の良いものである」とある22。 

南匠・袁景邵は、鈞窯の窯変という様式で、胎土が非常に軽く、上等なものであると評価

している。宮中におけるこのようなやり取りには、雍正帝が瓷器に対して興味を持ってい

たことが現れている。 

 また、瓷器の絵を描くよう依頼している内容も、『造辦処活計檔』、雍正 3 年（1725）12

月 7 日の条に見え、 

員外郎・海望は、驢肝馬肺均窯缸 1 件を渡し、「朗石寧23をして様に照らしこの缸を画

かせよ。やや高くし、両頭は小さくせよ」との旨をたまわった24。 
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とある。内務府員外郎の海望が、雍正帝の旨を受け、驢肝馬肺均窯缸を朗世寧に渡し、缸

の絵を描かせたという内容である。絵にする際に、実物より高く、両頭（装飾でついてい

る獅子等の頭のことか）を小さく描くよう指示している。おそらくは、瓷器を新たに焼造

する際の見本とするために書かせたのだろう。瓷器の絵を描かせる際に、皇帝の好みに沿

って変形させているという点が興味深い。これまで作られた瓷器に満足せず、自分の趣味

を新たに盛り込もうとする姿勢は、後に頻発する

瓷器の特注に繋がると考えられる。 

ちなみに、この時に取り上げられた鈞窯の驢肝

馬肺というタイプの瓷器は、後に景徳鎮官窯で倣

古瓷器が開発されたと考えられる。唐英が記した

『陶成記事碑』25には、清代新たに開発された釉薬

が列挙されており、鈞窯瓷器を模した釉薬も含ま

れている。 

均釉。宮廷から交付された古い瓷器を模倣し

た。梅桂紫・海棠紅・茄花紫・梅子青・騾肝

馬肺の 5 種の外、新たに新紫・米色・天藍・窯

変の 4種を開発した26。 

ここに出てくる 9種の釉薬は、宮中から持ち出した

古い鈞窯瓷器を模して開発された釉薬である。すで

に挙げた檔案に見える「騾肝馬肺27」の名称も挙が

っており、宮中からの注文により新たに釉薬が開発

されたのである【図 7－2・7－3】 

雍正帝が興味を持った瓷器を、宮中の瓷庫から持

ち出し、見本となる絵を描かせた上で、模造させて

いた。清代官窯で倣古瓷器が開発される背景には、

このような皇帝の古瓷器に対する興味と、それを再

現しようという要求があったのである。 

この後、雍正帝が自ら、景徳鎮に向けて瓷器の生産指示を出すようになる。『造辦処活計

檔』、雍正 4 年（1726）4 月 23 日、記事録の条に、雍正帝が景徳鎮に出した注文について、

員外郎・海望は、「官窯28の缸のサイズに照らし、様（見本）を画き、［皇帝に］呈覧したの

 

【図 7－3】清 景徳鎮窯倣鈞窯 

文中の騾肝馬肺は、このような釉調

を指したと考えられる。 
『世界陶磁全集 15 清』小学館、1983

年 12 月、200 頁。 

 
【図 7－2】宋～明（諸説あり） 

鈞窯花盆 
『世界陶磁全集 13 遼・金・元』小学館、

1987 年 10 月、246 頁。 
















































































































































































































































































































































































































